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○障害者の権利に関する条約（平成 26年条約第１号） 

    前文 （略） 

    第一条 目的 

 この条約は、全ての障害者によるあらゆる人権及び基本的自由の完全かつ平等な享有

を促進し、保護し、及び確保すること並びに障害者の固有の尊厳の尊重を促進すること

を目的とする。 

 障害者には、長期的な身体的、精神的、知的又は感覚的な機能障害であって、様々な

障壁との相互作用により他の者との平等を基礎として社会に完全かつ効果的に参加す

ることを妨げ得るものを有する者を含む。 

    第二条 定義 

 この条約の適用上、 

 「意思疎通」とは、言語、文字の表示、点字、触覚を使った意思疎通、拡大文字、利

用しやすいマルチメディア並びに筆記、音声、平易な言葉、朗読その他の補助的及び代

替的な意思疎通の形態、手段及び様式（利用しやすい情報通信機器を含む。）をいう。 

 「言語」とは、音声言語及び手話その他の形態の非音声言語をいう。 

 「障害に基づく差別」とは、障害に基づくあらゆる区別、排除又は制限であって、政

治的、経済的、社会的、文化的、市民的その他のあらゆる分野において、他の者との平

等を基礎として全ての人権及び基本的自由を認識し、享有し、又は行使することを害し、

又は妨げる目的又は効果を有するものをいう。障害に基づく差別には、あらゆる形態の

差別（合理的配慮の否定を含む。）を含む。 

 「合理的配慮」とは、障害者が他の者との平等を基礎として全ての人権及び基本的自

由を享有し、又は行使することを確保するための必要かつ適当な変更及び調整であって、

特定の場合において必要とされるものであり、かつ、均衡を失した又は過度の負担を課

さないものをいう。 

 「ユニバーサルデザイン」とは、調整又は特別な設計を必要とすることなく、最大限

可能な範囲で全ての人が使用することのできる製品、環境、計画及びサービスの設計を

いう。ユニバーサルデザインは、特定の障害者の集団のための補装具が必要な場合には、

これを排除するものではない。 

    第三条 一般原則 

 この条約の原則は、次のとおりとする。 

 （a） 固有の尊厳、個人の自律（自ら選択する自由を含む。）及び個人の自立の尊重 

 （b） 無差別 

 （c） 社会への完全かつ効果的な参加及び包容 

 （d） 差異の尊重並びに人間の多様性の一部及び人類の一員としての障害者の受入

れ 

 （e） 機会の均等 

 （f） 施設及びサービス等の利用の容易さ 

 （g） 男女の平等 

参考資料１－２ 
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 （h） 障害のある児童の発達しつつある能力の尊重及び障害のある児童がその同一

性を保持する権利の尊重 

    第四条 一般的義務 

１ 締約国は、障害に基づくいかなる差別もなしに、全ての障害者のあらゆる人権及び

基本的自由を完全に実現することを確保し、及び促進することを約束する。このため、

締約国は、次のことを約束する。 

 （a） この条約において認められる権利の実現のため、全ての適当な立法措置、行

政措置その他の措置をとること。 

 （b） 障害者に対する差別となる既存の法律、規則、慣習及び慣行を修正し、又は

廃止するための全ての適当な措置（立法を含む。）をとること。 

 （c） 全ての政策及び計画において障害者の人権の保護及び促進を考慮に入れるこ

と。 

 （d） この条約と両立しないいかなる行為又は慣行も差し控えること。また、公の

当局及び機関がこの条約に従って行動することを確保すること。 

 （e） いかなる個人、団体又は民間企業による障害に基づく差別も撤廃するための

全ての適当な措置をとること。 

 （f） 第二条に規定するユニバーサルデザインの製品、サービス、設備及び施設で

あって、障害者に特有のニーズを満たすために必要な調整が可能な限り最小限

であり、かつ、当該ニーズを満たすために必要な費用が最小限であるべきもの

についての研究及び開発を実施し、又は促進すること。また、当該ユニバーサ

ルデザインの製品、サービス、設備及び施設の利用可能性及び使用を促進する

こと。さらに、基準及び指針を作成するに当たっては、ユニバーサルデザイン

が当該基準及び指針に含まれることを促進すること。 

 （g） 障害者に適した新たな機器（情報通信機器、移動補助具、補装具及び支援機

器を含む。）についての研究及び開発を実施し、又は促進し、並びに当該新たな

機器の利用可能性及び使用を促進すること。この場合において、締約国は、負

担しやすい費用の機器を優先させる。 

 （h） 移動補助具、補装具及び支援機器（新たな機器を含む。）並びに他の形態の援

助、支援サービス及び施設に関する情報であって、障害者にとって利用しやす

いものを提供すること。 

 （i） この条約において認められる権利によって保障される支援及びサービスをよ

り良く提供するため、障害者と共に行動する専門家及び職員に対する当該権利

に関する研修を促進すること。 

２ 各締約国は、経済的、社会的及び文化的権利に関しては、これらの権利の完全な実

現を漸進的に達成するため、自国における利用可能な手段を最大限に用いることによ

り、また、必要な場合には国際協力の枠内で、措置をとることを約束する。ただし、

この条約に定める義務であって、国際法に従って直ちに適用されるものに影響を及ぼ

すものではない。 



5 
 

３ 締約国は、この条約を実施するための法令及び政策の作成及び実施において、並び

に障害者に関する問題についての他の意思決定過程において、障害者（障害のある児

童を含む。以下この３において同じ。）を代表する団体を通じ、障害者と緊密に協議

し、及び障害者を積極的に関与させる。 

４ この条約のいかなる規定も、締約国の法律又は締約国について効力を有する国際法

に含まれる規定であって障害者の権利の実現に一層貢献するものに影響を及ぼすも

のではない。この条約のいずれかの締約国において法律、条約、規則又は慣習によっ

て認められ、又は存する人権及び基本的自由については、この条約がそれらの権利若

しくは自由を認めていないこと又はその認める範囲がより狭いことを理由として、そ

れらの権利及び自由を制限し、又は侵してはならない。 

５ この条約は、いかなる制限又は例外もなしに、連邦国家の全ての地域について適用

する。 

    第五条 平等及び無差別 

１ 締約国は、全ての者が、法律の前に又は法律に基づいて平等であり、並びにいかな

る差別もなしに法律による平等の保護及び利益を受ける権利を有することを認める。 

２ 締約国は、障害に基づくあらゆる差別を禁止するものとし、いかなる理由による差

別に対しても平等かつ効果的な法的保護を障害者に保障する。 

３ 締約国は、平等を促進し、及び差別を撤廃することを目的として、合理的配慮が提

供されることを確保するための全ての適当な措置をとる。 

４ 障害者の事実上の平等を促進し、又は達成するために必要な特別の措置は、この条

約に規定する差別と解してはならない。 

    第六条 障害のある女子 

１ 締約国は、障害のある女子が複合的な差別を受けていることを認識するものとし、

この点に関し、障害のある女子が全ての人権及び基本的自由を完全かつ平等に享有す

ることを確保するための措置をとる。 

２ 締約国は、女子に対してこの条約に定める人権及び基本的自由を行使し、及び享有

することを保障することを目的として、女子の完全な能力開発、向上及び自律的な力

の育成を確保するための全ての適当な措置をとる。 

    第七条 障害のある児童 

１ 締約国は、障害のある児童が他の児童との平等を基礎として全ての人権及び基本的

自由を完全に享有することを確保するための全ての必要な措置をとる。 

２ 障害のある児童に関する全ての措置をとるに当たっては、児童の最善の利益が主と

して考慮されるものとする。 

３ 締約国は、障害のある児童が、自己に影響を及ぼす全ての事項について自由に自己

の意見を表明する権利並びにこの権利を実現するための障害及び年齢に適した支援

を提供される権利を有することを確保する。この場合において、障害のある児童の意

見は、他の児童との平等を基礎として、その児童の年齢及び成熟度に従って相応に考

慮されるものとする。 
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    第八条 意識の向上 

１ 締約国は、次のことのための即時の、効果的なかつ適当な措置をとることを約束す

る。 

 （a） 障害者に関する社会全体（各家庭を含む。）の意識を向上させ、並びに障害者

の権利及び尊厳に対する尊重を育成すること。 

 （b） あらゆる活動分野における障害者に関する定型化された観念、偏見及び有害

な慣行（性及び年齢に基づくものを含む。）と戦うこと。 

 （c） 障害者の能力及び貢献に関する意識を向上させること。 

２ このため、１の措置には、次のことを含む。 

 （a） 次のことのための効果的な公衆の意識の啓発活動を開始し、及び維持するこ

と。 

  （ⅰ） 障害者の権利に対する理解を育てること。 

  （ⅱ） 障害者に対する肯定的認識及び一層の社会の啓発を促進すること。 

  （ⅲ） 障害者の技能、長所及び能力並びに職場及び労働市場に対する障害者の貢

献についての認識を促進すること。 

 （b） 教育制度の全ての段階（幼年期からの全ての児童に対する教育制度を含む。）

において、障害者の権利を尊重する態度を育成すること。 

 （c） 全ての報道機関が、この条約の目的に適合するように障害者を描写するよう

奨励すること。 

 （d） 障害者及びその権利に関する啓発のための研修計画を促進すること。 

    第九条 施設及びサービス等の利用の容易さ 

１ 締約国は、障害者が自立して生活し、及び生活のあらゆる側面に完全に参加するこ

とを可能にすることを目的として、障害者が、他の者との平等を基礎として、都市及

び農村の双方において、物理的環境、輸送機関、情報通信（情報通信機器及び情報通

信システムを含む。）並びに公衆に開放され、又は提供される他の施設及びサービス

を利用する機会を有することを確保するための適当な措置をとる。この措置は、施設

及びサービス等の利用の容易さに対する妨げ及び障壁を特定し、及び撤廃することを

含むものとし、特に次の事項について適用する。 

 （a） 建物、道路、輸送機関その他の屋内及び屋外の施設（学校、住居、医療施設

及び職場を含む。） 

 （b） 情報、通信その他のサービス（電子サービス及び緊急事態に係るサービスを

含む。） 

２ 締約国は、また、次のことのための適当な措置をとる。 

 （a） 公衆に開放され、又は提供される施設及びサービスの利用の容易さに関する

最低基準及び指針を作成し、及び公表し、並びに当該最低基準及び指針の実施

を監視すること。 

 （b） 公衆に開放され、又は提供される施設及びサービスを提供する民間の団体が、

当該施設及びサービスの障害者にとっての利用の容易さについてあらゆる側面
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を考慮することを確保すること。 

 （c） 施設及びサービス等の利用の容易さに関して障害者が直面する問題について

の研修を関係者に提供すること。 

 （d） 公衆に開放される建物その他の施設において、点字の表示及び読みやすく、

かつ、理解しやすい形式の表示を提供すること。 

 （e） 公衆に開放される建物その他の施設の利用の容易さを促進するため、人又は

動物による支援及び仲介する者（案内者、朗読者及び専門の手話通訳を含む。）

を提供すること。 

 （f） 障害者が情報を利用する機会を有することを確保するため、障害者に対する

他の適当な形態の援助及び支援を促進すること。 

 （g） 障害者が新たな情報通信機器及び情報通信システム（インターネットを含む。）

を利用する機会を有することを促進すること。 

 （h） 情報通信機器及び情報通信システムを最小限の費用で利用しやすいものとす

るため、早い段階で、利用しやすい情報通信機器及び情報通信システムの設計、

開発、生産及び流通を促進すること。 

    第十条 生命に対する権利 

 締約国は、全ての人間が生命に対する固有の権利を有することを再確認するものとし、

障害者が他の者との平等を基礎としてその権利を効果的に享有することを確保するた

めの全ての必要な措置をとる。 

    第十一条 危険な状況及び人道上の緊急事態 

 締約国は、国際法（国際人道法及び国際人権法を含む。）に基づく自国の義務に従い、

危険な状況（武力紛争、人道上の緊急事態及び自然災害の発生を含む。）において障害

者の保護及び安全を確保するための全ての必要な措置をとる。 

    第十二条 法律の前にひとしく認められる権利 

１ 締約国は、障害者が全ての場所において法律の前に人として認められる権利を有す

ることを再確認する。 

２ 締約国は、障害者が生活のあらゆる側面において他の者との平等を基礎として法的

能力を享有することを認める。 

３ 締約国は、障害者がその法的能力の行使に当たって必要とする支援を利用する機会

を提供するための適当な措置をとる。 

４ 締約国は、法的能力の行使に関連する全ての措置において、濫用を防止するための

適当かつ効果的な保障を国際人権法に従って定めることを確保する。当該保障は、法

的能力の行使に関連する措置が、障害者の権利、意思及び選好を尊重すること、利益

相反を生じさせず、及び不当な影響を及ぼさないこと、障害者の状況に応じ、かつ、

適合すること、可能な限り短い期間に適用されること並びに権限のある、独立の、か

つ、公平な当局又は司法機関による定期的な審査の対象となることを確保するものと

する。当該保障は、当該措置が障害者の権利及び利益に及ぼす影響の程度に応じたも

のとする。 
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５ 締約国は、この条の規定に従うことを条件として、障害者が財産を所有し、又は相

続し、自己の会計を管理し、及び銀行貸付け、抵当その他の形態の金融上の信用を利

用する均等な機会を有することについての平等の権利を確保するための全ての適当

かつ効果的な措置をとるものとし、障害者がその財産を恣意的に奪われないことを確

保する。 

    第十三条 司法手続の利用の機会 

１ 締約国は、障害者が全ての法的手続（捜査段階その他予備的な段階を含む。）にお

いて直接及び間接の参加者（証人を含む。）として効果的な役割を果たすことを容易

にするため、手続上の配慮及び年齢に適した配慮が提供されること等により、障害者

が他の者との平等を基礎として司法手続を利用する効果的な機会を有することを確

保する。 

２ 締約国は、障害者が司法手続を利用する効果的な機会を有することを確保すること

に役立てるため、司法に係る分野に携わる者（警察官及び刑務官を含む。）に対する

適当な研修を促進する。 

    第十四条 身体の自由及び安全 

１ 締約国は、障害者に対し、他の者との平等を基礎として、次のことを確保する。 

 （a） 身体の自由及び安全についての権利を享有すること。 

 （b） 不法に又は恣意的に自由を奪われないこと、いかなる自由の剥奪も法律に従

って行われること及びいかなる場合においても自由の剥奪が障害の存在によっ

て正当化されないこと。 

２ 締約国は、障害者がいずれの手続を通じて自由を奪われた場合であっても、当該障

害者が、他の者との平等を基礎として国際人権法による保障を受ける権利を有するこ

と並びにこの条約の目的及び原則に従って取り扱われること（合理的配慮の提供によ

るものを含む。）を確保する。 

    第十五条 拷問又は残虐な、非人道的な若しくは品位を傷つける取扱い若しく

は刑罰からの自由 

１ いかなる者も、拷問又は残虐な、非人道的な若しくは品位を傷つける取扱い若しく

は刑罰を受けない。特に、いかなる者も、その自由な同意なしに医学的又は科学的実

験を受けない。 

２ 締約国は、障害者が、他の者との平等を基礎として、拷問又は残虐な、非人道的な

若しくは品位を傷つける取扱い若しくは刑罰を受けることがないようにするため、全

ての効果的な立法上、行政上、司法上その他の措置をとる。 

    第十六条 搾取、暴力及び虐待からの自由 

１ 締約国は、家庭の内外におけるあらゆる形態の搾取、暴力及び虐待（性別に基づく

ものを含む。）から障害者を保護するための全ての適当な立法上、行政上、社会上、

教育上その他の措置をとる。 

２ また、締約国は、特に、障害者並びにその家族及び介護者に対する適当な形態の性

別及び年齢に配慮した援助及び支援（搾取、暴力及び虐待の事案を防止し、認識し、
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及び報告する方法に関する情報及び教育を提供することによるものを含む。）を確保

することにより、あらゆる形態の搾取、暴力及び虐待を防止するための全ての適当な

措置をとる。締約国は、保護事業が年齢、性別及び障害に配慮したものであることを

確保する。 

３ 締約国は、あらゆる形態の搾取、暴力及び虐待の発生を防止するため、障害者に役

立つことを意図した全ての施設及び計画が独立した当局により効果的に監視される

ことを確保する。 

４ 締約国は、あらゆる形態の搾取、暴力又は虐待の被害者となる障害者の身体的、認

知的及び心理的な回復、リハビリテーション並びに社会復帰を促進するための全ての

適当な措置（保護事業の提供によるものを含む。）をとる。このような回復及び復帰

は、障害者の健康、福祉、自尊心、尊厳及び自律を育成する環境において行われるも

のとし、性別及び年齢に応じたニーズを考慮に入れる。 

５ 締約国は、障害者に対する搾取、暴力及び虐待の事案が特定され、捜査され、及び

適当な場合には訴追されることを確保するための効果的な法令及び政策（女子及び児

童に重点を置いた法令及び政策を含む。）を策定する。 

    第十七条 個人をそのままの状態で保護すること 

 全ての障害者は、他の者との平等を基礎として、その心身がそのままの状態で尊重さ

れる権利を有する。 

    第十八条 移動の自由及び国籍についての権利 

１ 締約国は、障害者に対して次のことを確保すること等により、障害者が他の者との

平等を基礎として移動の自由、居住の自由及び国籍についての権利を有することを認

める。 

 （a） 国籍を取得し、及び変更する権利を有すること並びにその国籍を恣意的に又

は障害に基づいて奪われないこと。 

 （b） 国籍に係る文書若しくは身元に係る他の文書を入手し、所有し、及び利用す

ること又は移動の自由についての権利の行使を容易にするために必要とされる

関連手続（例えば、出入国の手続）を利用することを、障害に基づいて奪われ

ないこと。 

 （c） いずれの国（自国を含む。）からも自由に離れることができること。 

 （d） 自国に戻る権利を恣意的に又は障害に基づいて奪われないこと。 

２ 障害のある児童は、出生の後直ちに登録される。障害のある児童は、出生の時から

氏名を有する権利及び国籍を取得する権利を有するものとし、また、できる限りその

父母を知り、かつ、その父母によって養育される権利を有する。 

    第十九条 自立した生活及び地域社会への包容 

 この条約の締約国は、全ての障害者が他の者と平等の選択の機会をもって地域社会で

生活する平等の権利を有することを認めるものとし、障害者が、この権利を完全に享受

し、並びに地域社会に完全に包容され、及び参加することを容易にするための効果的か

つ適当な措置をとる。この措置には、次のことを確保することによるものを含む。 
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 （a） 障害者が、他の者との平等を基礎として、居住地を選択し、及びどこで誰と

生活するかを選択する機会を有すること並びに特定の生活施設で生活する義務

を負わないこと。 

 （b） 地域社会における生活及び地域社会への包容を支援し、並びに地域社会から

の孤立及び隔離を防止するために必要な在宅サービス、居住サービスその他の

地域社会支援サービス（個別の支援を含む。）を障害者が利用する機会を有する

こと。 

 （c） 一般住民向けの地域社会サービス及び施設が、障害者にとって他の者との平

等を基礎として利用可能であり、かつ、障害者のニーズに対応していること。 

    第二十条 個人の移動を容易にすること 

 締約国は、障害者自身ができる限り自立して移動することを容易にすることを確保す

るための効果的な措置をとる。この措置には、次のことによるものを含む。 

 （a） 障害者自身が、自ら選択する方法で、自ら選択する時に、かつ、負担しやす

い費用で移動することを容易にすること。 

 （b） 障害者が質の高い移動補助具、補装具、支援機器、人又は動物による支援及

び仲介する者を利用する機会を得やすくすること（これらを負担しやすい費用

で利用可能なものとすることを含む。）。 

 （c） 障害者及び障害者と共に行動する専門職員に対し、移動のための技能に関す

る研修を提供すること。 

 （d） 移動補助具、補装具及び支援機器を生産する事業体に対し、障害者の移動の

あらゆる側面を考慮するよう奨励すること。 

    第二十一条 表現及び意見の自由並びに情報の利用の機会 

 締約国は、障害者が、第二条に定めるあらゆる形態の意思疎通であって自ら選択する

ものにより、表現及び意見の自由（他の者との平等を基礎として情報及び考えを求め、

受け、及び伝える自由を含む。）についての権利を行使することができることを確保す

るための全ての適当な措置をとる。この措置には、次のことによるものを含む。 

 （a） 障害者に対し、様々な種類の障害に相応した利用しやすい様式及び機器によ

り、適時に、かつ、追加の費用を伴わず、一般公衆向けの情報を提供すること。 

 （b） 公的な活動において、手話、点字、補助的及び代替的な意思疎通並びに障害

者が自ら選択する他の全ての利用しやすい意思疎通の手段、形態及び様式を用

いることを受け入れ、及び容易にすること。 

 （c） 一般公衆に対してサービス（インターネットによるものを含む。）を提供する

民間の団体が情報及びサービスを障害者にとって利用しやすい又は使用可能な

様式で提供するよう要請すること。 

 （d） マスメディア（インターネットを通じて情報を提供する者を含む。）がそのサ

ービスを障害者にとって利用しやすいものとするよう奨励すること。 

 （e） 手話の使用を認め、及び促進すること。 

    第二十二条 プライバシーの尊重 
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１ いかなる障害者も、居住地又は生活施設のいかんを問わず、そのプライバシー、家

族、住居又は通信その他の形態の意思疎通に対して恣意的に又は不法に干渉されず、

また、名誉及び信用を不法に攻撃されない。障害者は、このような干渉又は攻撃に対

する法律の保護を受ける権利を有する。 

２ 締約国は、他の者との平等を基礎として、障害者の個人、健康及びリハビリテーシ

ョンに関する情報に係るプライバシーを保護する。 

    第二十三条 家庭及び家族の尊重 

１ 締約国は、他の者との平等を基礎として、婚姻、家族、親子関係及び個人的な関係

に係る全ての事項に関し、障害者に対する差別を撤廃するための効果的かつ適当な措

置をとる。この措置は、次のことを確保することを目的とする。 

 （a） 婚姻をすることができる年齢の全ての障害者が、両当事者の自由かつ完全な

合意に基づいて婚姻をし、かつ、家族を形成する権利を認められること。 

 （b） 障害者が子の数及び出産の間隔を自由にかつ責任をもって決定する権利を認

められ、また、障害者が生殖及び家族計画について年齢に適した情報及び教育

を享受する権利を認められること。さらに、障害者がこれらの権利を行使する

ことを可能とするために必要な手段を提供されること。 

 （c） 障害者（児童を含む。）が、他の者との平等を基礎として生殖能力を保持する

こと。 

２ 締約国は、子の後見、養子縁組又はこれらに類する制度が国内法令に存在する場合

には、それらの制度に係る障害者の権利及び責任を確保する。あらゆる場合において、

子の最善の利益は至上である。締約国は、障害者が子の養育についての責任を遂行す

るに当たり、当該障害者に対して適当な援助を与える。 

３ 締約国は、障害のある児童が家庭生活について平等の権利を有することを確保する。

締約国は、この権利を実現し、並びに障害のある児童の隠匿、遺棄、放置及び隔離を

防止するため、障害のある児童及びその家族に対し、包括的な情報、サービス及び支

援を早期に提供することを約束する。 

４ 締約国は、児童がその父母の意思に反してその父母から分離されないことを確保す

る。ただし、権限のある当局が司法の審査に従うことを条件として適用のある法律及

び手続に従いその分離が児童の最善の利益のために必要であると決定する場合は、こ

の限りでない。いかなる場合にも、児童は、自己の障害又は父母の一方若しくは双方

の障害に基づいて父母から分離されない。 

５ 締約国は、近親の家族が障害のある児童を監護することができない場合には、一層

広い範囲の家族の中で代替的な監護を提供し、及びこれが不可能なときは、地域社会

の中で家庭的な環境により代替的な監護を提供するようあらゆる努力を払う。 

    第二十四条 教育 

１ 締約国は、教育についての障害者の権利を認める。締約国は、この権利を差別なし

に、かつ、機会の均等を基礎として実現するため、障害者を包容するあらゆる段階の

教育制度及び生涯学習を確保する。当該教育制度及び生涯学習は、次のことを目的と
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する。 

 （a） 人間の潜在能力並びに尊厳及び自己の価値についての意識を十分に発達させ、

並びに人権、基本的自由及び人間の多様性の尊重を強化すること。 

 （b） 障害者が、その人格、才能及び創造力並びに精神的及び身体的な能力をその

可能な最大限度まで発達させること。 

 （c） 障害者が自由な社会に効果的に参加することを可能とすること。 

２ 締約国は、１の権利の実現に当たり、次のことを確保する。 

 （a） 障害者が障害に基づいて一般的な教育制度から排除されないこと及び障害の

ある児童が障害に基づいて無償のかつ義務的な初等教育から又は中等教育から

排除されないこと。 

 （b） 障害者が、他の者との平等を基礎として、自己の生活する地域社会において、

障害者を包容し、質が高く、かつ、無償の初等教育を享受することができるこ

と及び中等教育を享受することができること。 

 （c） 個人に必要とされる合理的配慮が提供されること。 

 （d） 障害者が、その効果的な教育を容易にするために必要な支援を一般的な教育

制度の下で受けること。 

 （e） 学問的及び社会的な発達を最大にする環境において、完全な包容という目標

に合致する効果的で個別化された支援措置がとられること。 

３ 締約国は、障害者が教育に完全かつ平等に参加し、及び地域社会の構成員として完

全かつ平等に参加することを容易にするため、障害者が生活する上での技能及び社会

的な発達のための技能を習得することを可能とする。このため、締約国は、次のこと

を含む適当な措置をとる。 

 （a） 点字、代替的な文字、意思疎通の補助的及び代替的な形態、手段及び様式並

びに定位及び移動のための技能の習得並びに障害者相互による支援及び助言を

容易にすること。 

 （b） 手話の習得及び聾
ろう

社会の言語的な同一性の促進を容易にすること。 

 （c） 盲人、聾
ろう

者又は盲聾
ろう

者（特に盲人、聾
ろう

者又は盲聾
ろう

者である児童）の教育が、

その個人にとって最も適当な言語並びに意思疎通の形態及び手段で、かつ、学

問的及び社会的な発達を最大にする環境において行われることを確保すること。 

４ 締約国は、１の権利の実現の確保を助長することを目的として、手話又は点字につ

いて能力を有する教員（障害のある教員を含む。）を雇用し、並びに教育に従事する

専門家及び職員（教育のいずれの段階において従事するかを問わない。）に対する研

修を行うための適当な措置をとる。この研修には、障害についての意識の向上を組み

入れ、また、適当な意思疎通の補助的及び代替的な形態、手段及び様式の使用並びに

障害者を支援するための教育技法及び教材の使用を組み入れるものとする。 

５ 締約国は、障害者が、差別なしに、かつ、他の者との平等を基礎として、一般的な

高等教育、職業訓練、成人教育及び生涯学習を享受することができることを確保する。

このため、締約国は、合理的配慮が障害者に提供されることを確保する。 
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    第二十五条 健康 

 締約国は、障害者が障害に基づく差別なしに到達可能な最高水準の健康を享受する権

利を有することを認める。締約国は、障害者が性別に配慮した保健サービス（保健に関

連するリハビリテーションを含む。）を利用する機会を有することを確保するための全

ての適当な措置をとる。締約国は、特に、次のことを行う。 

 （a） 障害者に対して他の者に提供されるものと同一の範囲、質及び水準の無償の

又は負担しやすい費用の保健及び保健計画（性及び生殖に係る健康並びに住民

のための公衆衛生計画の分野のものを含む。）を提供すること。 

 （b） 障害者が特にその障害のために必要とする保健サービス（早期発見及び適当

な場合には早期関与並びに特に児童及び高齢者の新たな障害を最小限にし、及

び防止するためのサービスを含む。）を提供すること。 

 （c） これらの保健サービスを、障害者自身が属する地域社会（農村を含む。）の可

能な限り近くにおいて提供すること。 

 （d） 保健に従事する者に対し、特に、研修を通じて及び公私の保健に関する倫理

基準を広く知らせることによって障害者の人権、尊厳、自律及びニーズに関す

る意識を高めることにより、他の者と同一の質の医療（例えば、事情を知らさ

れた上での自由な同意を基礎とした医療）を障害者に提供するよう要請するこ

と。 

 （e） 健康保険及び国内法により認められている場合には生命保険の提供に当たり、

公正かつ妥当な方法で行い、及び障害者に対する差別を禁止すること。 

 （f） 保健若しくは保健サービス又は食糧及び飲料の提供に関し、障害に基づく差

別的な拒否を防止すること。 

    第二十六条 ハビリテーション（適応のための技能の習得）及びリハビリテー

ション 

１ 締約国は、障害者が、最大限の自立並びに十分な身体的、精神的、社会的及び職業

的な能力を達成し、及び維持し、並びに生活のあらゆる側面への完全な包容及び参加

を達成し、及び維持することを可能とするための効果的かつ適当な措置（障害者相互

による支援を通じたものを含む。）をとる。このため、締約国は、特に、保健、雇用、

教育及び社会に係るサービスの分野において、ハビリテーション及びリハビリテーシ

ョンについての包括的なサービス及びプログラムを企画し、強化し、及び拡張する。

この場合において、これらのサービス及びプログラムは、次のようなものとする。 

 （a） 可能な限り初期の段階において開始し、並びに個人のニーズ及び長所に関す

る学際的な評価を基礎とするものであること。 

 （b） 地域社会及び社会のあらゆる側面への参加及び包容を支援し、自発的なもの

であり、並びに障害者自身が属する地域社会（農村を含む。）の可能な限り近く

において利用可能なものであること。 

２ 締約国は、ハビリテーション及びリハビリテーションのサービスに従事する専門家

及び職員に対する初期研修及び継続的な研修の充実を促進する。 
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３ 締約国は、障害者のために設計された補装具及び支援機器であって、ハビリテーシ

ョン及びリハビリテーションに関連するものの利用可能性、知識及び使用を促進する。 

    第二十七条 労働及び雇用 

１ 締約国は、障害者が他の者との平等を基礎として労働についての権利を有すること

を認める。この権利には、障害者に対して開放され、障害者を包容し、及び障害者に

とって利用しやすい労働市場及び労働環境において、障害者が自由に選択し、又は承

諾する労働によって生計を立てる機会を有する権利を含む。締約国は、特に次のこと

のための適当な措置（立法によるものを含む。）をとることにより、労働についての

障害者（雇用の過程で障害を有することとなった者を含む。）の権利が実現されるこ

とを保障し、及び促進する。 

 （a） あらゆる形態の雇用に係る全ての事項（募集、採用及び雇用の条件、雇用の

継続、昇進並びに安全かつ健康的な作業条件を含む。）に関し、障害に基づく差

別を禁止すること。 

 （b） 他の者との平等を基礎として、公正かつ良好な労働条件（均等な機会及び同

一価値の労働についての同一報酬を含む。）、安全かつ健康的な作業条件（嫌が

らせからの保護を含む。）及び苦情に対する救済についての障害者の権利を保護

すること。 

 （c） 障害者が他の者との平等を基礎として労働及び労働組合についての権利を行

使することができることを確保すること。 

 （d） 障害者が技術及び職業の指導に関する一般的な計画、職業紹介サービス並び

に職業訓練及び継続的な訓練を利用する効果的な機会を有することを可能とす

ること。 

 （e） 労働市場において障害者の雇用機会の増大を図り、及びその昇進を促進する

こと並びに職業を求め、これに就き、これを継続し、及びこれに復帰する際の

支援を促進すること。 

 （f） 自営活動の機会、起業家精神、協同組合の発展及び自己の事業の開始を促進

すること。 

 （g） 公的部門において障害者を雇用すること。 

 （h） 適当な政策及び措置（積極的差別是正措置、奨励措置その他の措置を含める

ことができる。）を通じて、民間部門における障害者の雇用を促進すること。 

 （i） 職場において合理的配慮が障害者に提供されることを確保すること。 

 （j） 開かれた労働市場において障害者が職業経験を得ることを促進すること。 

 （k） 障害者の職業リハビリテーション、職業の保持及び職場復帰計画を促進する

こと。 

２ 締約国は、障害者が、奴隷の状態又は隷属状態に置かれないこと及び他の者との平

等を基礎として強制労働から保護されることを確保する。 

    第二十八条 相当な生活水準及び社会的な保障 

１ 締約国は、障害者が、自己及びその家族の相当な生活水準（相当な食糧、衣類及び
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住居を含む。）についての権利並びに生活条件の不断の改善についての権利を有する

ことを認めるものとし、障害に基づく差別なしにこの権利を実現することを保障し、

及び促進するための適当な措置をとる。 

２ 締約国は、社会的な保障についての障害者の権利及び障害に基づく差別なしにこの

権利を享受することについての障害者の権利を認めるものとし、この権利の実現を保

障し、及び促進するための適当な措置をとる。この措置には、次のことを確保するた

めの措置を含む。 

 （a） 障害者が清浄な水のサービスを利用する均等な機会を有し、及び障害者が障

害に関連するニーズに係る適当なかつ費用の負担しやすいサービス、補装具そ

の他の援助を利用する機会を有すること。 

 （b） 障害者（特に、障害のある女子及び高齢者）が社会的な保障及び貧困削減に

関する計画を利用する機会を有すること。 

 （c） 貧困の状況において生活している障害者及びその家族が障害に関連する費用

についての国の援助（適当な研修、カウンセリング、財政的援助及び介護者の

休息のための一時的な介護を含む。）を利用する機会を有すること。 

 （d） 障害者が公営住宅計画を利用する機会を有すること。 

 （e） 障害者が退職に伴う給付及び計画を利用する均等な機会を有すること。 

    第二十九条 政治的及び公的活動への参加 

 締約国は、障害者に対して政治的権利を保障し、及び他の者との平等を基礎としてこ

の権利を享受する機会を保障するものとし、次のことを約束する。 

 （a） 特に次のことを行うことにより、障害者が、直接に、又は自由に選んだ代表

者を通じて、他の者との平等を基礎として、政治的及び公的活動に効果的かつ

完全に参加することができること（障害者が投票し、及び選挙される権利及び

機会を含む。）を確保すること。 

  （ⅰ） 投票の手続、設備及び資料が適当な及び利用しやすいものであり、並びに

その理解及び使用が容易であることを確保すること。 

  （ⅱ） 障害者が、選挙及び国民投票において脅迫を受けることなく秘密投票によ

って投票し、選挙に立候補し、並びに政府のあらゆる段階において実質的に

在職し、及びあらゆる公務を遂行する権利を保護すること。この場合におい

て、適当なときは支援機器及び新たな機器の使用を容易にするものとする。 

  （ⅲ） 選挙人としての障害者の意思の自由な表明を保障すること。このため、必

要な場合には、障害者の要請に応じて、当該障害者により選択される者が投

票の際に援助することを認めること。 

 （b） 障害者が、差別なしに、かつ、他の者との平等を基礎として、政治に効果的

かつ完全に参加することができる環境を積極的に促進し、及び政治への障害者

の参加を奨励すること。政治への参加には、次のことを含む。 

  （ⅰ） 国の公的及び政治的活動に関係のある非政府機関及び非政府団体に参加し、

並びに政党の活動及び運営に参加すること。 
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  （ⅱ） 国際、国内、地域及び地方の各段階において障害者を代表するための障害

者の組織を結成し、並びにこれに参加すること。 

    第三十条 文化的な生活、レクリエーション、余暇及びスポーツへの参加 

１ 締約国は、障害者が他の者との平等を基礎として文化的な生活に参加する権利を認

めるものとし、次のことを確保するための全ての適当な措置をとる。 

 （a） 障害者が、利用しやすい様式を通じて、文化的な作品を享受する機会を有す

ること。 

 （b） 障害者が、利用しやすい様式を通じて、テレビジョン番組、映画、演劇その

他の文化的な活動を享受する機会を有すること。 

 （c） 障害者が、文化的な公演又はサービスが行われる場所（例えば、劇場、博物

館、映画館、図書館、観光サービス）を利用する機会を有し、並びに自国の文

化的に重要な記念物及び場所を享受する機会をできる限り有すること。 

２ 締約国は、障害者が、自己の利益のためのみでなく、社会を豊かにするためにも、

自己の創造的、芸術的及び知的な潜在能力を開発し、及び活用する機会を有すること

を可能とするための適当な措置をとる。 

３ 締約国は、国際法に従い、知的財産権を保護する法律が、障害者が文化的な作品を

享受する機会を妨げる不当な又は差別的な障壁とならないことを確保するための全

ての適当な措置をとる。 

４ 障害者は、他の者との平等を基礎として、その独自の文化的及び言語的な同一性（手

話及び聾
ろう

文化を含む。）の承認及び支持を受ける権利を有する。 

５ 締約国は、障害者が他の者との平等を基礎としてレクリエーション、余暇及びスポ

ーツの活動に参加することを可能とすることを目的として、次のことのための適当な

措置をとる。 

 （a） 障害者があらゆる水準の一般のスポーツ活動に可能な限り参加することを奨

励し、及び促進すること。 

 （b） 障害者が障害に応じたスポーツ及びレクリエーションの活動を組織し、及び

発展させ、並びにこれらに参加する機会を有することを確保すること。このた

め、適当な指導、研修及び資源が他の者との平等を基礎として提供されるよう

奨励すること。 

 （c） 障害者がスポーツ、レクリエーション及び観光の場所を利用する機会を有す

ることを確保すること。 

 （d） 障害のある児童が遊び、レクリエーション、余暇及びスポーツの活動（学校

制度におけるこれらの活動を含む。）への参加について他の児童と均等な機会を

有することを確保すること。 

 （e） 障害者がレクリエーション、観光、余暇及びスポーツの活動の企画に関与す

る者によるサービスを利用する機会を有することを確保すること。 

    第三十一条 統計及び資料の収集 

１ 締約国は、この条約を実効的なものとするための政策を立案し、及び実施すること
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を可能とするための適当な情報（統計資料及び研究資料を含む。）を収集することを

約束する。この情報を収集し、及び保持する過程においては、次のことを満たさなけ

ればならない。 

 （a） 障害者の秘密の保持及びプライバシーの尊重を確保するため、法令に定める

保障措置（資料の保護に関する法令を含む。）を遵守すること。 

 （b） 人権及び基本的自由を保護するための国際的に受け入れられた規範並びに統

計の収集及び利用に関する倫理上の原則を遵守すること。 

２ この条の規定に従って収集された情報は、適宜分類されるものとし、この条約に基

づく締約国の義務の履行の評価に役立てるために、並びに障害者がその権利を行使す

る際に直面する障壁を特定し、及び当該障壁に対処するために利用される。 

３ 締約国は、これらの統計の普及について責任を負うものとし、これらの統計が障害

者及び他の者にとって利用しやすいことを確保する。 

    第三十二条 国際協力 

１ 締約国は、この条約の目的及び趣旨を実現するための自国の努力を支援するために

国際協力及びその促進が重要であることを認識し、この点に関し、国家間において並

びに適当な場合には関連のある国際的及び地域的機関並びに市民社会（特に障害者の

組織）と連携して、適当かつ効果的な措置をとる。これらの措置には、特に次のこと

を含むことができる。 

 （a） 国際協力（国際的な開発計画を含む。）が、障害者を包容し、かつ、障害者に

とって利用しやすいものであることを確保すること。 

 （b） 能力の開発（情報、経験、研修計画及び最良の実例の交換及び共有を通じた

ものを含む。）を容易にし、及び支援すること。 

 （c） 研究における協力を容易にし、並びに科学及び技術に関する知識を利用する

機会を得やすくすること。 

 （d） 適当な場合には、技術援助及び経済援助（利用しやすい支援機器を利用する

機会を得やすくし、及びこれらの機器の共有を容易にすることによる援助並び

に技術移転を通じた援助を含む。）を提供すること。 

２ この条の規定は、この条約に基づく義務を履行する各締約国の義務に影響を及ぼす

ものではない。 

    第三十三条 国内における実施及び監視 

１ 締約国は、自国の制度に従い、この条約の実施に関連する事項を取り扱う一又は二

以上の中央連絡先を政府内に指定する。また、締約国は、異なる部門及び段階におけ

る関連のある活動を容易にするため、政府内における調整のための仕組みの設置又は

指定に十分な考慮を払う。 

２ 締約国は、自国の法律上及び行政上の制度に従い、この条約の実施を促進し、保護

し、及び監視するための枠組み（適当な場合には、一又は二以上の独立した仕組みを

含む。）を自国内において維持し、強化し、指定し、又は設置する。締約国は、この

ような仕組みを指定し、又は設置する場合には、人権の保護及び促進のための国内機
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構の地位及び役割に関する原則を考慮に入れる。 

３ 市民社会（特に、障害者及び障害者を代表する団体）は、監視の過程に十分に関与

し、かつ、参加する。 

    第三十四条～第五十条 （略） 
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み 

（ 
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者 

基 

本 

法 

） 

生活支援 

①障害者総合支援法/児童福祉法 

②身体障害者福祉法 

③知的障害者福祉法 

④発達障害者支援法 

⑤精神保健福祉法 

⑥福祉用具の研究開発・普及促進法 

(⑦社会福祉法【参考】) 

生活環境の

改善(バリア

フリー化等） 

教育 

雇用・就業 
①障害者雇用促進法 

②障害者優先調達推進法 

権利擁護 

①障害者差別解消法 

②障害者雇用促進法 

③障害者虐待防止法【関連】 

年金等 

①特別児童扶養手当等支給法 

②障害年金に関する法律（国民年金法、

厚生年金保険法等） 

③特定障害者に対する特別障害給付金

支給法 

主な法制の展開 

①身体障害者補助犬法 

②高齢者、障害者等の移動等の円滑化促

進法（バリアフリー新法） 

③通信・放送身体障害者利用円滑化事業

の推進に関する法律（情報バリアフリ

ー事業推進法） 

①障害のある児童・生徒のための教科用

特定図書等の普及促進法 

②特別支援学校への就学奨励法 

③特別支援学校の幼稚部・高等部学校給

食法 

④教育基本法・学校教育法【関連】 

(注)法律名については、便宜上、略称化した 
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○障害者基本法（昭和 45年法律第 84号） 

目次 

 第一章 総則（第一条―第十三条） 

 第二章 障害者の自立及び社会参加の支援等のための基本的施策（第十四条―第三十条） 

 第三章 障害の原因となる傷病の予防に関する基本的施策（第三十一条） 

 第四章 障害者政策委員会等（第三十二条―第三十六条） 

 附則 

   第一章 総則 

 （目的） 

第一条 この法律は、全ての国民が、障害の有無にかかわらず、等しく基本的人権を享有す

るかけがえのない個人として尊重されるものであるとの理念にのつとり、全ての国民が、

障害の有無によつて分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生

する社会を実現するため、障害者の自立及び社会参加の支援等のための施策に関し、基本

原則を定め、及び国、地方公共団体等の責務を明らかにするとともに、障害者の自立及び

社会参加の支援等のための施策の基本となる事項を定めること等により、障害者の自立及

び社会参加の支援等のための施策を総合的かつ計画的に推進することを目的とする。 

 （定義） 

第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めると

ころによる。 

 一 障害者 身体障害、知的障害、精神障害（発達障害を含む。）その他の心身の機能の障

害（以下「障害」と総称する。）がある者であつて、障害及び社会的障壁により継続的に

日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるものをいう。 

 二 社会的障壁 障害がある者にとつて日常生活又は社会生活を営む上で障壁となるよう

な社会における事物、制度、慣行、観念その他一切のものをいう。 

 （地域社会における共生等） 

第三条 第一条に規定する社会の実現は、全ての障害者が、障害者でない者と等しく、基本

的人権を享有する個人としてその尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい生活を保障さ

れる権利を有することを前提としつつ、次に掲げる事項を旨として図られなければならな

い。 

 一 全て障害者は、社会を構成する一員として社会、経済、文化その他あらゆる分野の活

動に参加する機会が確保されること。 

 二 全て障害者は、可能な限り、どこで誰と生活するかについての選択の機会が確保され、

地域社会において他の人々と共生することを妨げられないこと。 

 三 全て障害者は、可能な限り、言語（手話を含む。）その他の意思疎通のための手段につ

いての選択の機会が確保されるとともに、情報の取得又は利用のための手段についての

選択の機会の拡大が図られること。 

 （差別の禁止） 

第四条 何人も、障害者に対して、障害を理由として、差別することその他の権利利益を侵

参考資料３－２ 
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害する行為をしてはならない。 

２ 社会的障壁の除去は、それを必要としている障害者が現に存し、かつ、その実施に伴う

負担が過重でないときは、それを怠ることによつて前項の規定に違反することとならない

よう、その実施について必要かつ合理的な配慮がされなければならない。 

３ 国は、第一項の規定に違反する行為の防止に関する啓発及び知識の普及を図るため、当

該行為の防止を図るために必要となる情報の収集、整理及び提供を行うものとする。 

 （国際的協調） 

第五条 第一条に規定する社会の実現は、そのための施策が国際社会における取組と密接な

関係を有していることに鑑み、国際的協調の下に図られなければならない。 

 （国及び地方公共団体の責務） 

第六条 国及び地方公共団体は、第一条に規定する社会の実現を図るため、前三条に定める

基本原則（以下「基本原則」という。）にのつとり、障害者の自立及び社会参加の支援等の

ための施策を総合的かつ計画的に実施する責務を有する。 

 （国民の理解） 

第七条 国及び地方公共団体は、基本原則に関する国民の理解を深めるよう必要な施策を講

じなければならない。 

 （国民の責務） 

第八条 国民は、基本原則にのつとり、第一条に規定する社会の実現に寄与するよう努めな

ければならない。 

 （障害者週間） 

第九条 国民の間に広く基本原則に関する関心と理解を深めるとともに、障害者が社会、経

済、文化その他あらゆる分野の活動に参加することを促進するため、障害者週間を設ける。 

２ 障害者週間は、十二月三日から十二月九日までの一週間とする。 

３ 国及び地方公共団体は、障害者の自立及び社会参加の支援等に関する活動を行う民間の

団体等と相互に緊密な連携協力を図りながら、障害者週間の趣旨にふさわしい事業を実施

するよう努めなければならない。 

 （施策の基本方針） 

第十条 障害者の自立及び社会参加の支援等のための施策は、障害者の性別、年齢、障害の

状態及び生活の実態に応じて、かつ、有機的連携の下に総合的に、策定され、及び実施さ

れなければならない。 

２ 国及び地方公共団体は、障害者の自立及び社会参加の支援等のための施策を講ずるに当

たつては、障害者その他の関係者の意見を聴き、その意見を尊重するよう努めなければな

らない。 

 （障害者基本計画等） 

第十一条 政府は、障害者の自立及び社会参加の支援等のための施策の総合的かつ計画的な

推進を図るため、障害者のための施策に関する基本的な計画（以下「障害者基本計画」と

いう。）を策定しなければならない。 

２ 都道府県は、障害者基本計画を基本とするとともに、当該都道府県における障害者の状
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況等を踏まえ、当該都道府県における障害者のための施策に関する基本的な計画（以下「都

道府県障害者計画」という。）を策定しなければならない。 

３ 市町村は、障害者基本計画及び都道府県障害者計画を基本とするとともに、当該市町村

における障害者の状況等を踏まえ、当該市町村における障害者のための施策に関する基本

的な計画（以下「市町村障害者計画」という。）を策定しなければならない。 

４ 内閣総理大臣は、関係行政機関の長に協議するとともに、障害者政策委員会の意見を聴

いて、障害者基本計画の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。 

５ 都道府県は、都道府県障害者計画を策定するに当たつては、第三十六条第一項の合議制

の機関の意見を聴かなければならない。 

６ 市町村は、市町村障害者計画を策定するに当たつては、第三十六条第四項の合議制の機

関を設置している場合にあつてはその意見を、その他の場合にあつては障害者その他の関

係者の意見を聴かなければならない。 

７ 政府は、障害者基本計画を策定したときは、これを国会に報告するとともに、その要旨

を公表しなければならない。 

８ 第二項又は第三項の規定により都道府県障害者計画又は市町村障害者計画が策定された

ときは、都道府県知事又は市町村長は、これを当該都道府県の議会又は当該市町村の議会

に報告するとともに、その要旨を公表しなければならない。 

９ 第四項及び第七項の規定は障害者基本計画の変更について、第五項及び前項の規定は都

道府県障害者計画の変更について、第六項及び前項の規定は市町村障害者計画の変更につ

いて準用する。 

 （法制上の措置等） 

第十二条 政府は、この法律の目的を達成するため、必要な法制上及び財政上の措置を講じ

なければならない。 

 （年次報告） 

第十三条 政府は、毎年、国会に、障害者のために講じた施策の概況に関する報告書を提出

しなければならない。 

   第二章 障害者の自立及び社会参加の支援等のための基本的施策 

 （医療、介護等） 

第十四条 国及び地方公共団体は、障害者が生活機能を回復し、取得し、又は維持するため

に必要な医療の給付及びリハビリテーションの提供を行うよう必要な施策を講じなければ

ならない。 

２ 国及び地方公共団体は、前項に規定する医療及びリハビリテーションの研究、開発及び

普及を促進しなければならない。 

３ 国及び地方公共団体は、障害者が、その性別、年齢、障害の状態及び生活の実態に応じ、

医療、介護、保健、生活支援その他自立のための適切な支援を受けられるよう必要な施策

を講じなければならない。 

４ 国及び地方公共団体は、第一項及び前項に規定する施策を講ずるために必要な専門的技

術職員その他の専門的知識又は技能を有する職員を育成するよう努めなければならない。 
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５ 国及び地方公共団体は、医療若しくは介護の給付又はリハビリテーションの提供を行う

に当たつては、障害者が、可能な限りその身近な場所においてこれらを受けられるよう必

要な施策を講ずるものとするほか、その人権を十分に尊重しなければならない。 

６ 国及び地方公共団体は、福祉用具及び身体障害者補助犬の給付又は貸与その他障害者が

日常生活及び社会生活を営むのに必要な施策を講じなければならない。 

７ 国及び地方公共団体は、前項に規定する施策を講ずるために必要な福祉用具の研究及び

開発、身体障害者補助犬の育成等を促進しなければならない。 

 （年金等） 

第十五条 国及び地方公共団体は、障害者の自立及び生活の安定に資するため、年金、手当

等の制度に関し必要な施策を講じなければならない。 

 （教育） 

第十六条 国及び地方公共団体は、障害者が、その年齢及び能力に応じ、かつ、その特性を

踏まえた十分な教育が受けられるようにするため、可能な限り障害者である児童及び生徒

が障害者でない児童及び生徒と共に教育を受けられるよう配慮しつつ、教育の内容及び方

法の改善及び充実を図る等必要な施策を講じなければならない。 

２ 国及び地方公共団体は、前項の目的を達成するため、障害者である児童及び生徒並びに

その保護者に対し十分な情報の提供を行うとともに、可能な限りその意向を尊重しなけれ

ばならない。 

３ 国及び地方公共団体は、障害者である児童及び生徒と障害者でない児童及び生徒との交

流及び共同学習を積極的に進めることによつて、その相互理解を促進しなければならない。 

４ 国及び地方公共団体は、障害者の教育に関し、調査及び研究並びに人材の確保及び資質

の向上、適切な教材等の提供、学校施設の整備その他の環境の整備を促進しなければなら

ない。 

 （療育） 

第十七条 国及び地方公共団体は、障害者である子どもが可能な限りその身近な場所におい

て療育その他これに関連する支援を受けられるよう必要な施策を講じなければならない。 

２ 国及び地方公共団体は、療育に関し、研究、開発及び普及の促進、専門的知識又は技能

を有する職員の育成その他の環境の整備を促進しなければならない。 

 （職業相談等） 

第十八条 国及び地方公共団体は、障害者の職業選択の自由を尊重しつつ、障害者がその能

力に応じて適切な職業に従事することができるようにするため、障害者の多様な就業の機

会を確保するよう努めるとともに、個々の障害者の特性に配慮した職業相談、職業指導、

職業訓練及び職業紹介の実施その他必要な施策を講じなければならない。 

２ 国及び地方公共団体は、障害者の多様な就業の機会の確保を図るため、前項に規定する

施策に関する調査及び研究を促進しなければならない。 

３ 国及び地方公共団体は、障害者の地域社会における作業活動の場及び障害者の職業訓練

のための施設の拡充を図るため、これに必要な費用の助成その他必要な施策を講じなけれ

ばならない。 
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 （雇用の促進等） 

第十九条 国及び地方公共団体は、国及び地方公共団体並びに事業者における障害者の雇用

を促進するため、障害者の優先雇用その他の施策を講じなければならない。 

２ 事業主は、障害者の雇用に関し、その有する能力を正当に評価し、適切な雇用の機会を

確保するとともに、個々の障害者の特性に応じた適正な雇用管理を行うことによりその雇

用の安定を図るよう努めなければならない。 

３ 国及び地方公共団体は、障害者を雇用する事業主に対して、障害者の雇用のための経済

的負担を軽減し、もつてその雇用の促進及び継続を図るため、障害者が雇用されるのに伴

い必要となる施設又は設備の整備等に要する費用の助成その他必要な施策を講じなければ

ならない。 

 （住宅の確保） 

第二十条 国及び地方公共団体は、障害者が地域社会において安定した生活を営むことがで

きるようにするため、障害者のための住宅を確保し、及び障害者の日常生活に適するよう

な住宅の整備を促進するよう必要な施策を講じなければならない。 

 （公共的施設のバリアフリー化） 

第二十一条 国及び地方公共団体は、障害者の利用の便宜を図ることによつて障害者の自立

及び社会参加を支援するため、自ら設置する官公庁施設、交通施設（車両、船舶、航空機

等の移動施設を含む。次項において同じ。）その他の公共的施設について、障害者が円滑に

利用できるような施設の構造及び設備の整備等の計画的推進を図らなければならない。 

２ 交通施設その他の公共的施設を設置する事業者は、障害者の利用の便宜を図ることによ

つて障害者の自立及び社会参加を支援するため、当該公共的施設について、障害者が円滑

に利用できるような施設の構造及び設備の整備等の計画的推進に努めなければならない。 

３ 国及び地方公共団体は、前二項の規定により行われる公共的施設の構造及び設備の整備

等が総合的かつ計画的に推進されるようにするため、必要な施策を講じなければならない。 

４ 国、地方公共団体及び公共的施設を設置する事業者は、自ら設置する公共的施設を利用

する障害者の補助を行う身体障害者補助犬の同伴について障害者の利用の便宜を図らなけ

ればならない。 

 （情報の利用におけるバリアフリー化等） 

第二十二条 国及び地方公共団体は、障害者が円滑に情報を取得し及び利用し、その意思を

表示し、並びに他人との意思疎通を図ることができるようにするため、障害者が利用しや

すい電子計算機及びその関連装置その他情報通信機器の普及、電気通信及び放送の役務の

利用に関する障害者の利便の増進、障害者に対して情報を提供する施設の整備、障害者の

意思疎通を仲介する者の養成及び派遣等が図られるよう必要な施策を講じなければならな

い。 

２ 国及び地方公共団体は、災害その他非常の事態の場合に障害者に対しその安全を確保す

るため必要な情報が迅速かつ的確に伝えられるよう必要な施策を講ずるものとするほか、

行政の情報化及び公共分野における情報通信技術の活用の推進に当たつては、障害者の利

用の便宜が図られるよう特に配慮しなければならない。 



28 
 

３ 電気通信及び放送その他の情報の提供に係る役務の提供並びに電子計算機及びその関連

装置その他情報通信機器の製造等を行う事業者は、当該役務の提供又は当該機器の製造等

に当たつては、障害者の利用の便宜を図るよう努めなければならない。 

 （相談等） 

第二十三条 国及び地方公共団体は、障害者の意思決定の支援に配慮しつつ、障害者及びそ

の家族その他の関係者に対する相談業務、成年後見制度その他の障害者の権利利益の保護

等のための施策又は制度が、適切に行われ又は広く利用されるようにしなければならない。 

２ 国及び地方公共団体は、障害者及びその家族その他の関係者からの各種の相談に総合的

に応ずることができるようにするため、関係機関相互の有機的連携の下に必要な相談体制

の整備を図るとともに、障害者の家族に対し、障害者の家族が互いに支え合うための活動

の支援その他の支援を適切に行うものとする。 

 （経済的負担の軽減） 

第二十四条 国及び地方公共団体は、障害者及び障害者を扶養する者の経済的負担の軽減を

図り、又は障害者の自立の促進を図るため、税制上の措置、公共的施設の利用料等の減免

その他必要な施策を講じなければならない。 

 （文化的諸条件の整備等） 

第二十五条 国及び地方公共団体は、障害者が円滑に文化芸術活動、スポーツ又はレクリエ

ーションを行うことができるようにするため、施設、設備その他の諸条件の整備、文化芸

術、スポーツ等に関する活動の助成その他必要な施策を講じなければならない。 

 （防災及び防犯） 

第二十六条 国及び地方公共団体は、障害者が地域社会において安全にかつ安心して生活を

営むことができるようにするため、障害者の性別、年齢、障害の状態及び生活の実態に応

じて、防災及び防犯に関し必要な施策を講じなければならない。 

 （消費者としての障害者の保護） 

第二十七条 国及び地方公共団体は、障害者の消費者としての利益の擁護及び増進が図られ

るようにするため、適切な方法による情報の提供その他必要な施策を講じなければならな

い。 

２ 事業者は、障害者の消費者としての利益の擁護及び増進が図られるようにするため、適

切な方法による情報の提供等に努めなければならない。 

 （選挙等における配慮） 

第二十八条 国及び地方公共団体は、法律又は条例の定めるところにより行われる選挙、国

民審査又は投票において、障害者が円滑に投票できるようにするため、投票所の施設又は

設備の整備その他必要な施策を講じなければならない。 

 （司法手続における配慮等） 

第二十九条 国又は地方公共団体は、障害者が、刑事事件若しくは少年の保護事件に関する

手続その他これに準ずる手続の対象となつた場合又は裁判所における民事事件、家事事件

若しくは行政事件に関する手続の当事者その他の関係人となつた場合において、障害者が

その権利を円滑に行使できるようにするため、個々の障害者の特性に応じた意思疎通の手
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段を確保するよう配慮するとともに、関係職員に対する研修その他必要な施策を講じなけ

ればならない。 

 （国際協力） 

第三十条 国は、障害者の自立及び社会参加の支援等のための施策を国際的協調の下に推進

するため、外国政府、国際機関又は関係団体等との情報の交換その他必要な施策を講ずる

ように努めるものとする。 

   第三章 障害の原因となる傷病の予防に関する基本的施策 

第三十一条 国及び地方公共団体は、障害の原因となる傷病及びその予防に関する調査及び

研究を促進しなければならない。 

２ 国及び地方公共団体は、障害の原因となる傷病の予防のため、必要な知識の普及、母子

保健等の保健対策の強化、当該傷病の早期発見及び早期治療の推進その他必要な施策を講

じなければならない。 

３ 国及び地方公共団体は、障害の原因となる難病等の予防及び治療が困難であることに鑑

み、障害の原因となる難病等の調査及び研究を推進するとともに、難病等に係る障害者に

対する施策をきめ細かく推進するよう努めなければならない。 

   第四章 障害者政策委員会等 

 （障害者政策委員会の設置） 

第三十二条 内閣府に、障害者政策委員会（以下「政策委員会」という。）を置く。 

２ 政策委員会は、次に掲げる事務をつかさどる。 

 一 障害者基本計画に関し、第十一条第四項（同条第九項において準用する場合を含む。）

に規定する事項を処理すること。 

 二 前号に規定する事項に関し、調査審議し、必要があると認めるときは、内閣総理大臣

又は関係各大臣に対し、意見を述べること。 

 三 障害者基本計画の実施状況を監視し、必要があると認めるときは、内閣総理大臣又は

内閣総理大臣を通じて関係各大臣に勧告すること。 

 四 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律（平成二十五年法律第六十五号）の

規定によりその権限に属させられた事項を処理すること。 

３ 内閣総理大臣又は関係各大臣は、前項第三号の規定による勧告に基づき講じた施策につ

いて政策委員会に報告しなければならない。 

 （政策委員会の組織及び運営） 

第三十三条 政策委員会は、委員三十人以内で組織する。 

２ 政策委員会の委員は、障害者、障害者の自立及び社会参加に関する事業に従事する者並

びに学識経験のある者のうちから、内閣総理大臣が任命する。この場合において、委員の

構成については、政策委員会が様々な障害者の意見を聴き障害者の実情を踏まえた調査審

議を行うことができることとなるよう、配慮されなければならない。 

３ 政策委員会の委員は、非常勤とする。 

第三十四条 政策委員会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係

行政機関の長に対し、資料の提出、意見の表明、説明その他必要な協力を求めることがで
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きる。 

２ 政策委員会は、その所掌事務を遂行するため特に必要があると認めるときは、前項に規

定する者以外の者に対しても、必要な協力を依頼することができる。 

第三十五条 前二条に定めるもののほか、政策委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、

政令で定める。 

 （都道府県等における合議制の機関） 

第三十六条 都道府県（地方自治法（昭和二十二年法律第六十七号）第二百五十二条の十九

第一項の指定都市（以下「指定都市」という。）を含む。以下同じ。）に、次に掲げる事務

を処理するため、審議会その他の合議制の機関を置く。 

 一 都道府県障害者計画に関し、第十一条第五項（同条第九項において準用する場合を含

む。）に規定する事項を処理すること。 

 二 当該都道府県における障害者に関する施策の総合的かつ計画的な推進について必要な

事項を調査審議し、及びその施策の実施状況を監視すること。 

 三 当該都道府県における障害者に関する施策の推進について必要な関係行政機関相互の

連絡調整を要する事項を調査審議すること。 

２ 前項の合議制の機関の委員の構成については、当該機関が様々な障害者の意見を聴き障

害者の実情を踏まえた調査審議を行うことができることとなるよう、配慮されなければな

らない。 

３ 前項に定めるもののほか、第一項の合議制の機関の組織及び運営に関し必要な事項は、

条例で定める。 

４ 市町村（指定都市を除く。）は、条例で定めるところにより、次に掲げる事務を処理する

ため、審議会その他の合議制の機関を置くことができる。 

 一 市町村障害者計画に関し、第十一条第六項（同条第九項において準用する場合を含む。）

に規定する事項を処理すること。 

 二 当該市町村における障害者に関する施策の総合的かつ計画的な推進について必要な事

項を調査審議し、及びその施策の実施状況を監視すること。 

 三 当該市町村における障害者に関する施策の推進について必要な関係行政機関相互の連

絡調整を要する事項を調査審議すること。 

５ 第二項及び第三項の規定は、前項の規定により合議制の機関が置かれた場合に準用する。 

   附 則 （略） 
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障害者基本法における基本的施策 

 

１ 障害者の自立・社会参加の支援等のための施策（17項目） 
 

項目 施策の主な内容 

(1)医療、介護等 

①医療の給付・リハビリテーションの提供 

②医療・リハビリテーションの研究、開発等の促進 

③医療、介護、保健、生活支援等自立のための適切な支援を受

けられる施策の実施 

④リハビリテーションの提供、生活支援等のために必要な専門

的技術職員の育成 

⑤福祉用具、身体障害者補助犬の給付、貸与等 

⑥福祉用具の研究・開発、身体障害者補助犬の育成等 

(2)年金等 ・年金、手当等の制度の整備 

(3)教育 

①障害者が、年齢、能力に応じ、その特性を踏まえた十分な教

育が受けられるよう、教育の内容、方法の改善等を実施 

②障害者である児童、生徒、その保護者に対する十分な情報の

提供 

③障害者である児童、生徒と障害者でない児童、生徒との交流

等の推進による相互理解の促進 

④障害者の教育に関する調査研究、人材の確保・資質の向上、

適切な教材等の提供等の環境整備 

(4)療育 

①障害者である子どもが身近な場所で療育や支援を受けられ

る施策を実施 

②療育に関し、研究、開発、普及の促進、専門的知識等を有す

る職員の育成などの環境整備の促進 

(5)職業相談等 

①障害者の多様な就業の機会の確保、個々の障害者の特性に配

慮した職業相談、職業指導、職業訓練、職業紹介の実施等 

②障害者の地域社会における作業活動の場、障害者の職業訓練

のための施設の拡充を図るための費用の助成等 

(6)雇用の促進等 

 

①国・地方公共団体、事業者における障害者の優先雇用等の実

施 

②事業主は、障害者の能力を正当に評価し、適切な雇用の機会

を確保するとともに、個々の障害者の特性に応じた適正な雇

用管理を実施 

③障害者を雇用する事業主に対し、障害者の雇用に伴い必要な

施設、設備の整備等に要する費用の助成等を実施 

 

参考資料３－３ 
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項目 施策の主な内容 

(7)住宅の確保 
・障害者のための住宅の確保、障害者の日常生活に適する住宅

の整備を促進 

(8)公共的施設のバ

リアフリー化 

 

①官公庁施設、交通施設などの公共的施設の円滑な利用のた

め、施設の構造、設備の整備等を計画的に推進 

②交通施設などの公共的施設を設置する事業者は、公共的施設

の円滑な利用のため、施設の構造、設備の整備等を計画的に

推進 

③公共的施設の構造、設備の整備等が総合的・計画的に推進さ

れるよう、必要な施策を実施 

④公共的施設を利用する障害者の補助を行う身体障害者補助

犬の同伴について利用の便宜を図る 

(9)情報の利用にお

けるバリアフリ

ー化等 

 

①円滑に情報の取得、利用、意思表示を行い、他人との意思疎

通を図ることができるようにするため、電子計算機等の情報

通信機器の普及、電気通信、放送の役務の利用について利便

の増進等の施策を実施 

②災害等の場合に、障害者に対し安全確保のために必要な情報

が迅速かつ的確に伝えられるよう必要な施策を実施 

③電気通信、放送など情報提供に係る役務の提供等を行う事業

者は、役務の提供等に当たり、障害者の利用の便宜を図るよ

う努める 

(10)相談等 

 

①障害者等に対する相談業務、成年後見制度等の施策又は制度

が、適切に行われ、広く利用されるようにする 

②相談体制の整備を図るとともに、障害者の家族が互いに支え

合うための活動の支援等を実施 

(11)経済的負担の

軽減 

 

・障害者、障害者を扶養する者の経済的負担の軽減、税制上の

措置、公共的施設の利用料等の減免等を実施 

(12)文化的諸条件

の整備等 

・文化芸術活動、スポーツ、レクリエーションを行うための施

設、設備等の整備、これらの活動への助成等を実施 

(13)防災・防犯 

 

・障害者の性別、年齢、障害の状態、生活の実態に応じて、防

災、防犯に関し必要な施策の実施 

(14)消費者として

の障害者の保護 

 

①障害者の消費者としての利益の擁護、増進のための情報の提

供等を実施 

②事業者は、障害者の消費者としての利益の擁護、増進のため

の情報の提供等に努める 

(15)選挙等におけ

る配慮 

・選挙、国民審査などでの円滑な投票のため、投票所の施設、

設備の整備等を実施 
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項目 施策の主な内容 

(16)司法手続にお

ける配慮等 

 

・障害者が、刑事事件、少年保護事件、民事事件等の当事者と

なった場合の意思疎通の手段の確保、関係職員に対する研修

等の実施 

(17)国際協力 ・外国政府、国際機関、関係団体等との情報の交換等の実施 

 

 

２ 障害の原因となる傷病の予防に関する基本的施策 

 

 【施策の主な内容】 

   ①障害の原因となる傷病、その予防に関する調査、研究を促進 

   ②障害の原因となる傷病の予防のため、必要な知識の普及、母子保健等の保健

対策の強化、当該傷病の早期発見、早期治療の推進等を実施 

   ③障害の原因となる難病等の調査、研究の推進、難病等に係る障害者に対する

施策のきめ細かな推進に努める 
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○障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律（平成 25年法律第 65号） 

目次 

 第一章 総則（第一条―第五条） 

 第二章 障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針（第六条） 

 第三章 行政機関等及び事業者における障害を理由とする差別を解消するための措置（第

七条―第十三条） 

 第四章 障害を理由とする差別を解消するための支援措置（第十四条―第二十条） 

 第五章 雑則（第二十一条―第二十四条） 

 第六章 罰則（第二十五条・第二十六条） 

 附則 

   第一章 総則 

 （目的） 

第一条 この法律は、障害者基本法（昭和四十五年法律第八十四号）の基本的な理念にのっ

とり、全ての障害者が、障害者でない者と等しく、基本的人権を享有する個人としてその

尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい生活を保障される権利を有することを踏まえ、

障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本的な事項、行政機関等及び事業者におけ

る障害を理由とする差別を解消するための措置等を定めることにより、障害を理由とする

差別の解消を推進し、もって全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、

相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に資することを目的とする。 

 （定義） 

第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めると

ころによる。 

 一 障害者 身体障害、知的障害、精神障害（発達障害を含む。）その他の心身の機能の障

害（以下「障害」と総称する。）がある者であって、障害及び社会的障壁により継続的に

日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるものをいう。 

 二 社会的障壁 障害がある者にとって日常生活又は社会生活を営む上で障壁となるよう

な社会における事物、制度、慣行、観念その他一切のものをいう。 

 三 行政機関等 国の行政機関、独立行政法人等、地方公共団体（地方公営企業法（昭和

二十七年法律第二百九十二号）第三章の規定の適用を受ける地方公共団体の経営する企

業を除く。第七号、第十条及び附則第四条第一項において同じ。）及び地方独立行政法人

をいう。 

 四 国の行政機関 次に掲げる機関をいう。 

  イ 法律の規定に基づき内閣に置かれる機関（内閣府を除く。）及び内閣の所轄の下に置

かれる機関 

  ロ 内閣府、宮内庁並びに内閣府設置法（平成十一年法律第八十九号）第四十九条第一

項及び第二項に規定する機関（これらの機関のうちニの政令で定める機関が置かれる

機関にあっては、当該政令で定める機関を除く。） 

  ハ 国家行政組織法（昭和二十三年法律第百二十号）第三条第二項に規定する機関（ホ

参考資料４－２ 



38 
 

の政令で定める機関が置かれる機関にあっては、当該政令で定める機関を除く。） 

  ニ 内閣府設置法第三十九条及び第五十五条並びに宮内庁法（昭和二十二年法律第七十

号）第十六条第二項の機関並びに内閣府設置法第四十条及び第五十六条（宮内庁法第

十八条第一項において準用する場合を含む。）の特別の機関で、政令で定めるもの 

  ホ 国家行政組織法第八条の二の施設等機関及び同法第八条の三の特別の機関で、政令

で定めるもの 

  ヘ 会計検査院 

 五 独立行政法人等 次に掲げる法人をいう。 

  イ 独立行政法人（独立行政法人通則法（平成十一年法律第百三号）第二条第一項に規

定する独立行政法人をいう。ロにおいて同じ。） 

  ロ 法律により直接に設立された法人、特別の法律により特別の設立行為をもって設立

された法人（独立行政法人を除く。）又は特別の法律により設立され、かつ、その設立

に関し行政庁の認可を要する法人のうち、政令で定めるもの 

 六 地方独立行政法人 地方独立行政法人法（平成十五年法律第百十八号）第二条第一項

に規定する地方独立行政法人（同法第二十一条第三号に掲げる業務を行うものを除く。）

をいう。 

 七 事業者 商業その他の事業を行う者（国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独

立行政法人を除く。）をいう。 

 （国及び地方公共団体の責務） 

第三条 国及び地方公共団体は、この法律の趣旨にのっとり、障害を理由とする差別の解消

の推進に関して必要な施策を策定し、及びこれを実施しなければならない。 

 （国民の責務） 

第四条 国民は、第一条に規定する社会を実現する上で障害を理由とする差別の解消が重要

であることに鑑み、障害を理由とする差別の解消の推進に寄与するよう努めなければなら

ない。 

 （社会的障壁の除去の実施についての必要かつ合理的な配慮に関する環境の整備） 

第五条 行政機関等及び事業者は、社会的障壁の除去の実施についての必要かつ合理的な配

慮を的確に行うため、自ら設置する施設の構造の改善及び設備の整備、関係職員に対する

研修その他の必要な環境の整備に努めなければならない。 

   第二章 障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針 

第六条 政府は、障害を理由とする差別の解消の推進に関する施策を総合的かつ一体的に実

施するため、障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針（以下「基本方針」と

いう。）を定めなければならない。 

２ 基本方針は、次に掲げる事項について定めるものとする。 

 一 障害を理由とする差別の解消の推進に関する施策に関する基本的な方向 

 二 行政機関等が講ずべき障害を理由とする差別を解消するための措置に関する基本的な

事項 

 三 事業者が講ずべき障害を理由とする差別を解消するための措置に関する基本的な事項 
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 四 その他障害を理由とする差別の解消の推進に関する施策に関する重要事項 

３ 内閣総理大臣は、基本方針の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。 

４ 内閣総理大臣は、基本方針の案を作成しようとするときは、あらかじめ、障害者その他

の関係者の意見を反映させるために必要な措置を講ずるとともに、障害者政策委員会の意

見を聴かなければならない。 

５ 内閣総理大臣は、第三項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、基本方針

を公表しなければならない。 

６ 前三項の規定は、基本方針の変更について準用する。 

   第三章 行政機関等及び事業者における障害を理由とする差別を解消するための措置 

 （行政機関等における障害を理由とする差別の禁止） 

第七条 行政機関等は、その事務又は事業を行うに当たり、障害を理由として障害者でない

者と不当な差別的取扱いをすることにより、障害者の権利利益を侵害してはならない。 

２ 行政機関等は、その事務又は事業を行うに当たり、障害者から現に社会的障壁の除去を

必要としている旨の意思の表明があった場合において、その実施に伴う負担が過重でない

ときは、障害者の権利利益を侵害することとならないよう、当該障害者の性別、年齢及び

障害の状態に応じて、社会的障壁の除去の実施について必要かつ合理的な配慮をしなけれ

ばならない。 

 （事業者における障害を理由とする差別の禁止） 

第八条 事業者は、その事業を行うに当たり、障害を理由として障害者でない者と不当な差

別的取扱いをすることにより、障害者の権利利益を侵害してはならない。 

２ 事業者は、その事業を行うに当たり、障害者から現に社会的障壁の除去を必要としてい

る旨の意思の表明があった場合において、その実施に伴う負担が過重でないときは、障害

者の権利利益を侵害することとならないよう、当該障害者の性別、年齢及び障害の状態に

応じて、社会的障壁の除去の実施について必要かつ合理的な配慮をするように努めなけれ

ばならない。 

 （国等職員対応要領） 

第九条 国の行政機関の長及び独立行政法人等は、基本方針に即して、第七条に規定する事

項に関し、当該国の行政機関及び独立行政法人等の職員が適切に対応するために必要な要

領（以下この条及び附則第三条において「国等職員対応要領」という。）を定めるものとす

る。 

２ 国の行政機関の長及び独立行政法人等は、国等職員対応要領を定めようとするときは、

あらかじめ、障害者その他の関係者の意見を反映させるために必要な措置を講じなければ

ならない。 

３ 国の行政機関の長及び独立行政法人等は、国等職員対応要領を定めたときは、遅滞なく、

これを公表しなければならない。 

４ 前二項の規定は、国等職員対応要領の変更について準用する。 

 （地方公共団体等職員対応要領） 

第十条 地方公共団体の機関及び地方独立行政法人は、基本方針に即して、第七条に規定す
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る事項に関し、当該地方公共団体の機関及び地方独立行政法人の職員が適切に対応するた

めに必要な要領（以下この条及び附則第四条において「地方公共団体等職員対応要領」と

いう。）を定めるよう努めるものとする。 

２ 地方公共団体の機関及び地方独立行政法人は、地方公共団体等職員対応要領を定めよう

とするときは、あらかじめ、障害者その他の関係者の意見を反映させるために必要な措置

を講ずるよう努めなければならない。 

３ 地方公共団体の機関及び地方独立行政法人は、地方公共団体等職員対応要領を定めたと

きは、遅滞なく、これを公表するよう努めなければならない。 

４ 国は、地方公共団体の機関及び地方独立行政法人による地方公共団体等職員対応要領の

作成に協力しなければならない。 

５ 前三項の規定は、地方公共団体等職員対応要領の変更について準用する。 

 （事業者のための対応指針） 

第十一条 主務大臣は、基本方針に即して、第八条に規定する事項に関し、事業者が適切に

対応するために必要な指針（以下「対応指針」という。）を定めるものとする。 

２ 第九条第二項から第四項までの規定は、対応指針について準用する。 

 （報告の徴収並びに助言、指導及び勧告） 

第十二条 主務大臣は、第八条の規定の施行に関し、特に必要があると認めるときは、対応

指針に定める事項について、当該事業者に対し、報告を求め、又は助言、指導若しくは勧

告をすることができる。 

 （事業主による措置に関する特例） 

第十三条 行政機関等及び事業者が事業主としての立場で労働者に対して行う障害を理由と

する差別を解消するための措置については、障害者の雇用の促進等に関する法律（昭和三

十五年法律第百二十三号）の定めるところによる。 

   第四章 障害を理由とする差別を解消するための支援措置 

 （相談及び紛争の防止等のための体制の整備） 

第十四条 国及び地方公共団体は、障害者及びその家族その他の関係者からの障害を理由と

する差別に関する相談に的確に応ずるとともに、障害を理由とする差別に関する紛争の防

止又は解決を図ることができるよう必要な体制の整備を図るものとする。 

 （啓発活動） 

第十五条 国及び地方公共団体は、障害を理由とする差別の解消について国民の関心と理解

を深めるとともに、特に、障害を理由とする差別の解消を妨げている諸要因の解消を図る

ため、必要な啓発活動を行うものとする。 

 （情報の収集、整理及び提供） 

第十六条 国は、障害を理由とする差別を解消するための取組に資するよう、国内外におけ

る障害を理由とする差別及びその解消のための取組に関する情報の収集、整理及び提供を

行うものとする。 

 （障害者差別解消支援地域協議会） 

第十七条 国及び地方公共団体の機関であって、医療、介護、教育その他の障害者の自立と
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社会参加に関連する分野の事務に従事するもの（以下この項及び次条第二項において「関

係機関」という。）は、当該地方公共団体の区域において関係機関が行う障害を理由とする

差別に関する相談及び当該相談に係る事例を踏まえた障害を理由とする差別を解消するた

めの取組を効果的かつ円滑に行うため、関係機関により構成される障害者差別解消支援地

域協議会（以下「協議会」という。）を組織することができる。 

２ 前項の規定により協議会を組織する国及び地方公共団体の機関は、必要があると認める

ときは、協議会に次に掲げる者を構成員として加えることができる。 

 一 特定非営利活動促進法（平成十年法律第七号）第二条第二項に規定する特定非営利活

動法人その他の団体 

 二 学識経験者 

 三 その他当該国及び地方公共団体の機関が必要と認める者 

 （協議会の事務等） 

第十八条 協議会は、前条第一項の目的を達するため、必要な情報を交換するとともに、障

害者からの相談及び当該相談に係る事例を踏まえた障害を理由とする差別を解消するため

の取組に関する協議を行うものとする。 

２ 関係機関及び前条第二項の構成員（次項において「構成機関等」という。）は、前項の協

議の結果に基づき、当該相談に係る事例を踏まえた障害を理由とする差別を解消するため

の取組を行うものとする。 

３ 協議会は、第一項に規定する情報の交換及び協議を行うため必要があると認めるとき、

又は構成機関等が行う相談及び当該相談に係る事例を踏まえた障害を理由とする差別を解

消するための取組に関し他の構成機関等から要請があった場合において必要があると認め

るときは、構成機関等に対し、相談を行った障害者及び差別に係る事案に関する情報の提

供、意見の表明その他の必要な協力を求めることができる。 

４ 協議会の庶務は、協議会を構成する地方公共団体において処理する。 

５ 協議会が組織されたときは、当該地方公共団体は、内閣府令で定めるところにより、そ

の旨を公表しなければならない。 

 （秘密保持義務） 

第十九条 協議会の事務に従事する者又は協議会の事務に従事していた者は、正当な理由な

く、協議会の事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 

 （協議会の定める事項） 

第二十条 前三条に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、協議会

が定める。 

   第五章 雑則 

 （主務大臣） 

第二十一条 この法律における主務大臣は、対応指針の対象となる事業者の事業を所管する

大臣又は国家公安委員会とする。 

 （地方公共団体が処理する事務） 

第二十二条 第十二条に規定する主務大臣の権限に属する事務は、政令で定めるところによ
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り、地方公共団体の長その他の執行機関が行うこととすることができる。 

 （権限の委任） 

第二十三条 この法律の規定により主務大臣の権限に属する事項は、政令で定めるところに

より、その所属の職員に委任することができる。 

 （政令への委任） 

第二十四条 この法律に定めるもののほか、この法律の実施のため必要な事項は、政令で定

める。 

   第六章 罰則 

第二十五条 第十九条の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処

する。 

第二十六条 第十二条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、二十万円以下

の過料に処する。 

   附 則 

 （施行期日） 

第一条 この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。ただし、次条から附則第六条ま

での規定は、公布の日から施行する。 

第二条～第九条 （略） 
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障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律案に対する附帯決議 

 

 政府は、本法の施行に当たっては、次の諸点について適切な措置を講ずべきである。 

一 本法が、これまで我が国が取り組んできた国連障害者権利条約の締結に向けた国内

法整備の一環として制定されることを踏まえ、同条約の早期締結に向け、早急に必要

な手続を進めること。 

二 基本方針、対応要領及び対応指針は障害者基本法に定められた分野別の障害者施策

の基本的事項を踏まえて作成すること。また、対応要領や対応指針が基本方針に即し

て作成されることに鑑み、基本方針をできる限り早期に作成するよう努めること。 

三 対応要領や対応指針においては、不当な差別的取扱いの具体的事例、合理的配慮の

好事例や合理的配慮を行う上での視点等を示すこととし、基本方針においてこれらの

基となる基本的な考え方等を示すこと。また、法施行後の障害者差別に関する具体的

な相談事例や裁判例の集積等を踏まえ、不当な差別的取扱いや合理的配慮に関する対

応要領や対応指針の内容の充実を図ること。 

四 合理的配慮に関する過重な負担の判断においては、事業者の事業規模、事業規模か

ら見た負担の程度、事業者の財政状況、業務遂行に及ぼす影響等を総合的に考慮する

こととし、中小零細企業への影響に配慮すること。また、意思の表明について、障害

者本人が自ら意思を表明することが困難な場合にはその家族等が本人を補佐して行

うことも可能であることを周知すること。 

五 国及び地方公共団体において、グループホームやケアホーム等を含む、障害者関連

施設の認可等に際して周辺住民の同意を求めないことを徹底するとともに、住民の理

解を得るために積極的な啓発活動を行うこと。 

六 障害を理由とする差別に関する相談について「制度の谷間」や「たらい回し」が生

じない体制を構築するため、障害者差別解消支援地域協議会の設置状況等を公表する

など、その設置を促進するための方策を講じるとともに、相談・紛争解決制度の活用・

充実及び本法に規定される報告徴収等の権限の活用等を図ることにより、実効性の確

保に努めること。 

七 附則第七条に規定する検討に資するため、障害を理由とする差別に関する具体的な

相談事例や裁判例の集積等を図ること。また、同条の検討に際しては、民間事業者に

おける合理的配慮の義務付けの在り方、実効性の確保の仕組み、救済の仕組み等につ

いて留意すること。本法の施行後、特に必要性が生じた場合には、施行後三年を待つ

ことなく、本法の施行状況について検討を行い、できるだけ早期に見直しを検討する

こと。 

平成 25年 5月 29日 

衆議院内閣委員会 

参考資料４－３ 
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八 本法が、地方公共団体による、いわゆる上乗せ・横出し条例を含む障害を理由とす

る差別に関する条例の制定等を妨げ又は拘束するものではないことを周知すること。 
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障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律案に対する附帯決議 

 

 政府は、本法の施行に当たっては、次の諸点について適切な措置を講ずべきである。 

一 本法が、これまで我が国が取り組んできた国連障害者権利条約の締結に向けた国内

法整備の一環として制定されることを踏まえ、同条約の早期締結に向け、早急に必要

な手続を進めること。また、同条約の趣旨に沿うよう、障害女性や障害児に対する複

合的な差別の現状を認識し、障害女性や障害児の人権の擁護を図ること。 

二 基本方針、対応要領及び対応指針は、国連障害者権利条約で定めた差別の定義等に

基づくとともに、障害者基本法に定められた分野別の障害者施策の基本的事項を踏ま

えて作成すること。また、対応要領や対応指針が基本方針に即して作成されることに

鑑み、基本方針をできる限り早期に作成するよう努めること。 

三 対応要領や対応指針においては、不当な差別的取扱いの具体的事例、合理的配慮の

好事例や合理的配慮を行う上での視点等を示すこととし、基本方針においてこれらの

基となる基本的な考え方等を示すこと。また、法施行後の障害者差別に関する具体的

な相談事例や裁判例の集積等を踏まえ、不当な差別的取扱いや合理的配慮に関する対

応要領や対応指針の内容の充実を図ること。 

四 合理的配慮に関する過重な負担の判断においては、その水準が本法の趣旨を不当に

ゆがめることのない合理的な範囲で設定されるべきであることを念頭に、事業者の事

業規模、事業規模から見た負担の程度、事業者の財政状況、業務遂行に及ぼす影響等

を総合的に考慮することとし、中小零細企業への影響に配慮すること。また、意思の

表明について、障害者本人が自ら意思を表明することが困難な場合にはその家族等が

本人を補佐して行うことも可能であることを周知すること。 

五 本法の規定に基づき、主務大臣が事業者に対して行った助言、指導及び勧告につい

ては、取りまとめて毎年国会に報告すること。 

六 国及び地方公共団体において、グループホームやケアホーム等を含む、障害者関連

施設の認可等に際して周辺住民の同意を求めないことを徹底するとともに、住民の理

解を得るために積極的な啓発活動を行うこと。 

七 本法の規定に基づいて行う啓発活動については、障害者への支援を行っている団体

等とも連携を図り、効果的に行うこと。 

八 障害を理由とする差別に関する相談について「制度の谷間」や「たらい回し」が生

じない体制を構築するため、障害者差別解消支援地域協議会の設置状況等を公表する

など、財政措置も含め、その設置を促進するための方策を講じるとともに、相談・紛

争解決制度の活用・充実を図ること。また、国の出先機関等が地域協議会に積極的に

平成 25年 6月 18日 

参議院内閣委員会 
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参加するとともに、本法に規定される報告徴収等の権限の活用等を図ることにより、

実効性の確保に努めること。 

九 附則第七条に規定する検討に資するため、障害を理由とする差別に関する具体的な

相談事例や裁判例の集積等を図ること。また、同条の検討に際しては、民間事業者に

おける合理的配慮の義務付けの在り方、実効性の確保の仕組み、救済の仕組み等につ

いて留意すること。本法の施行後、特に必要性が生じた場合には、施行後三年を待つ

ことなく、本法の施行状況について検討を行い、できるだけ早期に見直しを検討する

こと。 

十 本法が、地方公共団体による、いわゆる上乗せ・横出し条例を含む障害を理由とす

る差別に関する条例の制定等を妨げ又は拘束するものではないことを周知すること。 

十一 本法施行後、障害を理由とする差別に関する具体的な相談事例や裁判例の集積等

を踏まえ、「不当な差別的取扱い」や「合理的配慮の不提供」の定義を検討すること。 

十二 本法第十六条に基づく国の「障害を理由とする差別及びその解消のための取組に

関する情報の収集、整理及び提供」に関する措置のうち、特に内閣府においては、障

害者差別解消支援地域協議会と連携するなどして、差別に関する個別事案を収集し、

国民に公開し、有効に活用すること。 

 

  右決議する。 
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○障害者の雇用の促進等に関する法律（昭和 35年法律第 123号） 

目次 

 第一章 総則（第一条―第七条） 

 第二章 職業リハビリテーションの推進 

  第一節 通則（第八条） 

  第二節 職業紹介等（第九条―第十八条） 

  第三節 障害者職業センター（第十九条―第二十六条） 

  第四節 障害者就業・生活支援センター（第二十七条―第三十三条） 

 第二章の二 障害者に対する差別の禁止等（第三十四条―第三十六条の六） 

 第三章 身体障害者又は知的障害者の雇用義務等に基づく雇用の促進等 

  第一節 身体障害者又は知的障害者の雇用義務等（第三十七条―第四十八条） 

  第二節 障害者雇用調整金の支給等及び障害者雇用納付金の徴収 

   第一款 障害者雇用調整金の支給等（第四十九条―第五十二条） 

   第二款 障害者雇用納付金の徴収（第五十三条―第六十八条） 

  第三節 精神障害者に関する特例（第六十九条―第七十三条） 

  第四節 身体障害者、知的障害者及び精神障害者以外の障害者に関する特例（第七十四

条） 

  第五節 障害者の在宅就業に関する特例（第七十四条の二・第七十四条の三） 

 第三章の二 紛争の解決 

  第一節 紛争の解決の援助（第七十四条の四―第七十四条の六） 

  第二節 調停（第七十四条の七・第七十四条の八） 

 第四章 雑則（第七十五条―第八十五条の三） 

 第五章 罰則 （略） 

 附則 

   第一章 総則 

 （目的） 

第一条 この法律は、身体障害者又は知的障害者の雇用義務等に基づく雇用の促進等のため

の措置、雇用の分野における障害者と障害者でない者との均等な機会及び待遇の確保並び

に障害者がその有する能力を有効に発揮することができるようにするための措置、職業リ

ハビリテーションの措置その他障害者がその能力に適合する職業に就くこと等を通じてそ

の職業生活において自立することを促進するための措置を総合的に講じ、もつて障害者の

職業の安定を図ることを目的とする。 

 （用語の意義） 

第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによ

る。 

 一 障害者 身体障害、知的障害、精神障害（発達障害を含む。第六号において同じ。）そ

の他の心身の機能の障害（以下「障害」と総称する。）があるため、長期にわたり、職業

生活に相当の制限を受け、又は職業生活を営むことが著しく困難な者をいう。 

参考資料５－２ 
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 二 身体障害者 障害者のうち、身体障害がある者であつて別表に掲げる障害があるもの

をいう。 

 三 重度身体障害者 身体障害者のうち、身体障害の程度が重い者であつて厚生労働省令

で定めるものをいう。 

 四 知的障害者 障害者のうち、知的障害がある者であつて厚生労働省令で定めるものを

いう。 

 五 重度知的障害者 知的障害者のうち、知的障害の程度が重い者であつて厚生労働省令

で定めるものをいう。 

 六 精神障害者 障害者のうち、精神障害がある者であつて厚生労働省令で定めるものを

いう。 

 七 職業リハビリテーション 障害者に対して職業指導、職業訓練、職業紹介その他この

法律に定める措置を講じ、その職業生活における自立を図ることをいう。 

 （基本的理念） 

第三条 障害者である労働者は、経済社会を構成する労働者の一員として、職業生活におい

てその能力を発揮する機会を与えられるものとする。 

第四条 障害者である労働者は、職業に従事する者としての自覚を持ち、自ら進んで、その

能力の開発及び向上を図り、有為な職業人として自立するように努めなければならない。 

 （事業主の責務） 

第五条 すべて事業主は、障害者の雇用に関し、社会連帯の理念に基づき、障害者である労

働者が有為な職業人として自立しようとする努力に対して協力する責務を有するものであ

つて、その有する能力を正当に評価し、適当な雇用の場を与えるとともに適正な雇用管理

を行うことによりその雇用の安定を図るように努めなければならない。 

 （国及び地方公共団体の責務） 

第六条 国及び地方公共団体は、障害者の雇用について事業主その他国民一般の理解を高め

るとともに、事業主、障害者その他の関係者に対する援助の措置及び障害者の特性に配慮

した職業リハビリテーションの措置を講ずる等障害者の雇用の促進及びその職業の安定を

図るために必要な施策を、障害者の福祉に関する施策との有機的な連携を図りつつ総合的

かつ効果的に推進するように努めなければならない。 

 （障害者雇用対策基本方針） 

第七条 厚生労働大臣は、障害者の雇用の促進及びその職業の安定に関する施策の基本とな

るべき方針（以下「障害者雇用対策基本方針」という。）を策定するものとする。 

２ 障害者雇用対策基本方針に定める事項は、次のとおりとする。 

 一 障害者の就業の動向に関する事項 

 二 職業リハビリテーションの措置の総合的かつ効果的な実施を図るため講じようとする

施策の基本となるべき事項 

 三 前二号に掲げるもののほか、障害者の雇用の促進及びその職業の安定を図るため講じ

ようとする施策の基本となるべき事項 

３ 厚生労働大臣は、障害者雇用対策基本方針を定めるに当たつては、あらかじめ、労働政
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策審議会の意見を聴くほか、都道府県知事の意見を求めるものとする。 

４ 厚生労働大臣は、障害者雇用対策基本方針を定めたときは、遅滞なく、その概要を公表

しなければならない。 

５ 前二項の規定は、障害者雇用対策基本方針の変更について準用する。 

   第二章 職業リハビリテーションの推進 

    第一節 通則 

 （職業リハビリテーションの原則） 

第八条 職業リハビリテーションの措置は、障害者各人の障害の種類及び程度並びに希望、

適性、職業経験等の条件に応じ、総合的かつ効果的に実施されなければならない。 

２ 職業リハビリテーションの措置は、必要に応じ、医学的リハビリテーション及び社会的

リハビリテーションの措置との適切な連携の下に実施されるものとする。 

    第二節 職業紹介等 

 （求人の開拓等） 

第九条 公共職業安定所は、障害者の雇用を促進するため、障害者の求職に関する情報を収

集し、事業主に対して当該情報の提供、障害者の雇入れの勧奨等を行うとともに、その内

容が障害者の能力に適合する求人の開拓に努めるものとする。 

 （求人の条件等） 

第十条 公共職業安定所は、障害者にその能力に適合する職業を紹介するため必要があると

きは、求人者に対して、身体的又は精神的な条件その他の求人の条件について指導するも

のとする。 

２ 公共職業安定所は、障害者について職業紹介を行う場合において、求人者から求めがあ

るときは、その有する当該障害者の職業能力に関する資料を提供するものとする。 

 （職業指導等） 

第十一条 公共職業安定所は、障害者がその能力に適合する職業に就くことができるように

するため、適性検査を実施し、雇用情報を提供し、障害者に適応した職業指導を行う等必

要な措置を講ずるものとする。 

 （障害者職業センターとの連携） 

第十二条 公共職業安定所は、前条の適性検査、職業指導等を特に専門的な知識及び技術に

基づいて行う必要があると認める障害者については、第十九条第一項に規定する障害者職

業センターとの密接な連携の下に当該適性検査、職業指導等を行い、又は当該障害者職業

センターにおいて当該適性検査、職業指導等を受けることについてあつせんを行うものと

する。 

 （適応訓練） 

第十三条 都道府県は、必要があると認めるときは、求職者である障害者（身体障害者、知

的障害者又は精神障害者に限る。次条及び第十五条第二項において同じ。）について、その

能力に適合する作業の環境に適応することを容易にすることを目的として、適応訓練を行

うものとする。 

２ 適応訓練は、前項に規定する作業でその環境が標準的なものであると認められるものを
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行う事業主に委託して実施するものとする。 

 （適応訓練のあつせん） 

第十四条 公共職業安定所は、その雇用の促進のために必要があると認めるときは、障害者

に対して、適応訓練を受けることについてあつせんするものとする。 

 （適応訓練を受ける者に対する措置） 

第十五条 適応訓練は、無料とする。 

２ 都道府県は、適応訓練を受ける障害者に対して、雇用対策法（昭和四十一年法律第百三

十二号）の規定に基づき、手当を支給することができる。 

 （厚生労働省令への委任） 

第十六条 前三条に規定するもののほか、訓練期間その他適応訓練の基準については、厚生

労働省令で定める。 

 （就職後の助言及び指導） 

第十七条 公共職業安定所は、障害者の職業の安定を図るために必要があると認めるときは、

その紹介により就職した障害者その他事業主に雇用されている障害者に対して、その作業

の環境に適応させるために必要な助言又は指導を行うことができる。 

 （事業主に対する助言及び指導） 

第十八条 公共職業安定所は、障害者の雇用の促進及びその職業の安定を図るために必要が

あると認めるときは、障害者を雇用し、又は雇用しようとする者に対して、雇入れ、配置、

作業補助具、作業の設備又は環境その他障害者の雇用に関する技術的事項（次節において

「障害者の雇用管理に関する事項」という。）についての助言又は指導を行うことができる。 

    第三節 障害者職業センター 

 （障害者職業センターの設置等の業務） 

第十九条 厚生労働大臣は、障害者の職業生活における自立を促進するため、次に掲げる施

設（以下「障害者職業センター」という。）の設置及び運営の業務を行う。 

 一 障害者職業総合センター 

 二 広域障害者職業センター 

 三 地域障害者職業センター 

２ 厚生労働大臣は、前項に規定する業務の全部又は一部を独立行政法人高齢・障害・求職

者雇用支援機構（以下「機構」という。）に行わせるものとする。 

 （障害者職業総合センター） 

第二十条 障害者職業総合センターは、次に掲げる業務を行う。 

 一 職業リハビリテーション（職業訓練を除く。第五号イ及び第二十五条第三項を除き、

以下この節において同じ。）に関する調査及び研究を行うこと。 

 二 障害者の雇用に関する情報の収集、分析及び提供を行うこと。 

 三 第二十四条の障害者職業カウンセラー及び職場適応援助者（身体障害者、知的障害者、

精神障害者その他厚生労働省令で定める障害者（以下「知的障害者等」という。）が職場

に適応することを容易にするための援助を行う者をいう。以下同じ。）の養成及び研修を

行うこと。 
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 四 広域障害者職業センター、地域障害者職業センター、第二十七条第二項の障害者就業・

生活支援センターその他の関係機関に対する職業リハビリテーションに関する技術的事

項についての助言、指導その他の援助を行うこと。 

 五 前各号に掲げる業務に付随して、次に掲げる業務を行うこと。 

  イ 障害者に対する職業評価（障害者の職業能力、適性等を評価し、及び必要な職業リ

ハビリテーションの措置を判定することをいう。以下同じ。）、職業指導、基本的な労

働の習慣を体得させるための訓練（第二十二条第一号及び第二十八条第二号において

「職業準備訓練」という。）並びに職業に必要な知識及び技能を習得させるための講習

（以下「職業講習」という。）を行うこと。 

  ロ 事業主に雇用されている知的障害者等に対する職場への適応に関する事項について

の助言又は指導を行うこと。 

  ハ 事業主に対する障害者の雇用管理に関する事項についての助言その他の援助を行う

こと。 

 六 前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。 

 （広域障害者職業センター） 

第二十一条 広域障害者職業センターは、広範囲の地域にわたり、系統的に職業リハビリテ

ーションの措置を受けることを必要とする障害者に関して、障害者職業能力開発校又は独

立行政法人労働者健康安全機構法（平成十四年法律第百七十一号）第十二条第一項第一号

に掲げる療養施設その他の厚生労働省令で定める施設との密接な連携の下に、次に掲げる

業務を行う。 

 一 厚生労働省令で定める障害者に対する職業評価、職業指導及び職業講習を系統的に行

うこと。 

 二 前号の措置を受けた障害者を雇用し、又は雇用しようとする事業主に対する障害者の

雇用管理に関する事項についての助言その他の援助を行うこと。 

 三 前二号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。 

 （地域障害者職業センター） 

第二十二条 地域障害者職業センターは、都道府県の区域内において、次に掲げる業務を行

う。 

 一 障害者に対する職業評価、職業指導、職業準備訓練及び職業講習を行うこと。 

 二 事業主に雇用されている知的障害者等に対する職場への適応に関する事項についての

助言又は指導を行うこと。 

 三 事業主に対する障害者の雇用管理に関する事項についての助言その他の援助を行うこ

と。 

 四 職場適応援助者の養成及び研修を行うこと。 

 五 第二十七条第二項の障害者就業・生活支援センターその他の関係機関に対する職業リ

ハビリテーションに関する技術的事項についての助言その他の援助を行うこと。 

 六 前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。 

 （名称使用の制限） 
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第二十三条 障害者職業センターでないものは、その名称中に障害者職業総合センター又は

障害者職業センターという文字を用いてはならない。 

 （障害者職業カウンセラー） 

第二十四条 機構は、障害者職業センターに、障害者職業カウンセラーを置かなければなら

ない。 

２ 障害者職業カウンセラーは、厚生労働大臣が指定する試験に合格し、かつ、厚生労働大

臣が指定する講習を修了した者その他厚生労働省令で定める資格を有する者でなければな

らない。 

 （障害者職業センター相互の連絡及び協力等） 

第二十五条 障害者職業センターは、相互に密接に連絡し、及び協力して、障害者の職業生

活における自立の促進に努めなければならない。 

２ 障害者職業センターは、精神障害者について、第二十条第五号、第二十一条第一号若し

くは第二号又は第二十二条第一号から第三号までに掲げる業務を行うに当たつては、医師

その他の医療関係者との連携に努めるものとする。 

３ 障害者職業センターは、公共職業安定所の行う職業紹介等の措置、第二十七条第二項の

障害者就業・生活支援センターの行う業務並びに職業能力開発促進法（昭和四十四年法律

第六十四号）第十五条の七第三項の公共職業能力開発施設及び同法第二十七条の職業能力

開発総合大学校（第八十三条において「公共職業能力開発施設等」という。）の行う職業訓

練と相まつて、効果的に職業リハビリテーションが推進されるように努めるものとする。 

 （職業リハビリテーションの措置の無料実施） 

第二十六条 障害者職業センターにおける職業リハビリテーションの措置は、無料とするも

のとする。 

    第四節 障害者就業・生活支援センター 

 （指定） 

第二十七条 都道府県知事は、職業生活における自立を図るために就業及びこれに伴う日常

生活又は社会生活上の支援を必要とする障害者（以下この節において「支援対象障害者」

という。）の職業の安定を図ることを目的とする一般社団法人若しくは一般財団法人、社会

福祉法（昭和二十六年法律第四十五号）第二十二条に規定する社会福祉法人又は特定非営

利活動促進法（平成十年法律第七号）第二条第二項に規定する特定非営利活動法人その他

厚生労働省令で定める法人であつて、次条に規定する業務に関し次に掲げる基準に適合す

ると認められるものを、その申請により、同条に規定する業務を行う者として指定するこ

とができる。 

 一 職員、業務の方法その他の事項についての業務の実施に関する計画が適正なものであ

り、かつ、その計画を確実に遂行するに足りる経理的及び技術的な基礎を有すると認め

られること。 

 二 前号に定めるもののほか、業務の運営が適正かつ確実に行われ、支援対象障害者の雇

用の促進その他福祉の増進に資すると認められること。 

２ 都道府県知事は、前項の規定による指定をしたときは、同項の規定による指定を受けた
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者（以下「障害者就業・生活支援センター」という。）の名称及び住所並びに事務所の所在

地を公示しなければならない。 

３ 障害者就業・生活支援センターは、その名称及び住所並びに事務所の所在地を変更しよ

うとするときは、あらかじめ、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。 

４ 都道府県知事は、前項の規定による届出があつたときは、当該届出に係る事項を公示し

なければならない。 

 （業務） 

第二十八条 障害者就業・生活支援センターは、次に掲げる業務を行うものとする。 

 一 支援対象障害者からの相談に応じ、必要な指導及び助言を行うとともに、公共職業安

定所、地域障害者職業センター、社会福祉施設、医療施設、特別支援学校その他の関係

機関との連絡調整その他厚生労働省令で定める援助を総合的に行うこと。 

 二 支援対象障害者が障害者職業総合センター、地域障害者職業センターその他厚生労働

省令で定める事業主により行われる職業準備訓練を受けることについてあつせんするこ

と。 

 三 前二号に掲げるもののほか、支援対象障害者がその職業生活における自立を図るため

に必要な業務を行うこと。 

 （地域障害者職業センターとの関係） 

第二十九条 障害者就業・生活支援センターは、地域障害者職業センターの行う支援対象障

害者に対する職業評価に基づき、前条第二号に掲げる業務を行うものとする。 

 （事業計画等） 

第三十条 障害者就業・生活支援センターは、毎事業年度、厚生労働省令で定めるところに

より、事業計画書及び収支予算書を作成し、都道府県知事に提出しなければならない。こ

れを変更しようとするときも、同様とする。 

２ 障害者就業・生活支援センターは、厚生労働省令で定めるところにより、毎事業年度終

了後、事業報告書及び収支決算書を作成し、都道府県知事に提出しなければならない。 

 （監督命令） 

第三十一条 都道府県知事は、この節の規定を施行するために必要な限度において、障害者

就業・生活支援センターに対し、第二十八条に規定する業務に関し監督上必要な命令をす

ることができる。 

 （指定の取消し等） 

第三十二条 都道府県知事は、障害者就業・生活支援センターが次の各号のいずれかに該当

するときは、第二十七条第一項の規定による指定（以下この条において「指定」という。）

を取り消すことができる。 

 一 第二十八条に規定する業務を適正かつ確実に実施することができないと認められると

き。 

 二 指定に関し不正の行為があつたとき。 

 三 この節の規定又は当該規定に基づく命令若しくは処分に違反したとき。 

２ 都道府県知事は、前項の規定により、指定を取り消したときは、その旨を公示しなけれ
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ばならない。 

 （秘密保持義務） 

第三十三条 障害者就業・生活支援センターの役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者

は、第二十八条第一号に掲げる業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 

   第二章の二 障害者に対する差別の禁止等 

 （障害者に対する差別の禁止） 

第三十四条 事業主は、労働者の募集及び採用について、障害者に対して、障害者でない者

と均等な機会を与えなければならない。 

第三十五条 事業主は、賃金の決定、教育訓練の実施、福利厚生施設の利用その他の待遇に

ついて、労働者が障害者であることを理由として、障害者でない者と不当な差別的取扱い

をしてはならない。 

 （障害者に対する差別の禁止に関する指針） 

第三十六条 厚生労働大臣は、前二条の規定に定める事項に関し、事業主が適切に対処する

ために必要な指針（次項において「差別の禁止に関する指針」という。）を定めるものとす

る。 

２ 第七条第三項及び第四項の規定は、差別の禁止に関する指針の策定及び変更について準

用する。この場合において、同条第三項中「聴くほか、都道府県知事の意見を求める」と

あるのは、「聴く」と読み替えるものとする。 

 （雇用の分野における障害者と障害者でない者との均等な機会の確保等を図るための措置） 

第三十六条の二 事業主は、労働者の募集及び採用について、障害者と障害者でない者との

均等な機会の確保の支障となつている事情を改善するため、労働者の募集及び採用に当た

り障害者からの申出により当該障害者の障害の特性に配慮した必要な措置を講じなければ

ならない。ただし、事業主に対して過重な負担を及ぼすこととなるときは、この限りでな

い。 

第三十六条の三 事業主は、障害者である労働者について、障害者でない労働者との均等な

待遇の確保又は障害者である労働者の有する能力の有効な発揮の支障となつている事情を

改善するため、その雇用する障害者である労働者の障害の特性に配慮した職務の円滑な遂

行に必要な施設の整備、援助を行う者の配置その他の必要な措置を講じなければならない。

ただし、事業主に対して過重な負担を及ぼすこととなるときは、この限りでない。 

第三十六条の四 事業主は、前二条に規定する措置を講ずるに当たつては、障害者の意向を

十分に尊重しなければならない。 

２ 事業主は、前条に規定する措置に関し、その雇用する障害者である労働者からの相談に

応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなけ

ればならない。 

 （雇用の分野における障害者と障害者でない者との均等な機会の確保等に関する指針） 

第三十六条の五 厚生労働大臣は、前三条の規定に基づき事業主が講ずべき措置に関して、

その適切かつ有効な実施を図るために必要な指針（次項において「均等な機会の確保等に

関する指針」という。）を定めるものとする。 
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２ 第七条第三項及び第四項の規定は、均等な機会の確保等に関する指針の策定及び変更に

ついて準用する。この場合において、同条第三項中「聴くほか、都道府県知事の意見を求

める」とあるのは、「聴く」と読み替えるものとする。 

 （助言、指導及び勧告） 

第三十六条の六 厚生労働大臣は、第三十四条、第三十五条及び第三十六条の二から第三十

六条の四までの規定の施行に関し必要があると認めるときは、事業主に対して、助言、指

導又は勧告をすることができる。 

   第三章 身体障害者又は知的障害者の雇用義務等に基づく雇用の促進等 

    第一節 身体障害者又は知的障害者の雇用義務等 

 （身体障害者又は知的障害者の雇用に関する事業主の責務） 

第三十七条 すべて事業主は、身体障害者又は知的障害者の雇用に関し、社会連帯の理念に

基づき、適当な雇用の場を与える共同の責務を有するものであつて、進んで身体障害者又

は知的障害者の雇入れに努めなければならない。 

 （雇用に関する国及び地方公共団体の義務） 

第三十八条 国及び地方公共団体の任命権者（委任を受けて任命権を行う者を除く。以下同

じ。）は、職員（当該機関（当該任命権者の委任を受けて任命権を行う者に係る機関を含む。

以下同じ。）に常時勤務する職員であつて、警察官、自衛官その他の政令で定める職員以外

のものに限る。以下この節及び第三十九条の十一において同じ。）の採用について、当該機

関に勤務する身体障害者又は知的障害者である職員の数が、当該機関の職員の総数に、第

四十三条第二項に規定する障害者雇用率を下回らない率であつて政令で定めるものを乗じ

て得た数（その数に一人未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。）未満である

場合には、身体障害者又は知的障害者である職員の数がその率を乗じて得た数以上となる

ようにするため、政令で定めるところにより、身体障害者又は知的障害者の採用に関する

計画を作成しなければならない。 

２ 前項の職員の総数の算定に当たつては、短時間勤務職員（一週間の勤務時間が、当該機

関に勤務する通常の職員の一週間の勤務時間に比し短く、かつ、第四十三条第三項の厚生

労働大臣の定める時間数未満である常時勤務する職員をいう。以下同じ。）は、その一人を

もつて、厚生労働省令で定める数の職員に相当するものとみなす。 

３ 第一項の身体障害者又は知的障害者である職員の数の算定に当たつては、身体障害者又

は知的障害者である短時間勤務職員は、その一人をもつて、厚生労働省令で定める数の身

体障害者又は知的障害者である職員に相当するものとみなす。 

４ 第一項の身体障害者又は知的障害者である職員の数の算定に当たつては、重度身体障害

者又は重度知的障害者である職員（短時間勤務職員を除く。）は、その一人をもつて、政令

で定める数の身体障害者又は知的障害者である職員に相当するものとみなす。 

５ 第一項の身体障害者又は知的障害者である職員の数の算定に当たつては、第三項の規定

にかかわらず、重度身体障害者又は重度知的障害者である短時間勤務職員は、その一人を

もつて、前項の政令で定める数に満たない範囲内において厚生労働省令で定める数の身体

障害者又は知的障害者である職員に相当するものとみなす。 
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 （採用状況の通報等） 

第三十九条 国及び地方公共団体の任命権者は、政令で定めるところにより、前条第一項の

計画及びその実施状況を厚生労働大臣に通報しなければならない。 

２ 厚生労働大臣は、特に必要があると認めるときは、前条第一項の計画を作成した国及び

地方公共団体の任命権者に対して、その適正な実施に関し、勧告をすることができる。 

 （任免に関する状況の通報） 

第四十条 国及び地方公共団体の任命権者は、毎年一回、政令で定めるところにより、当該

機関における身体障害者又は知的障害者である職員の任免に関する状況を厚生労働大臣に

通報しなければならない。 

 （国に勤務する職員に関する特例） 

第四十一条 省庁（内閣府設置法（平成十一年法律第八十九号）第四十九条第一項に規定す

る機関又は国家行政組織法（昭和二十三年法律第百二十号）第三条第二項に規定する省若

しくは庁をいう。以下同じ。）で、当該省庁の任命権者及び当該省庁に置かれる外局等（内

閣府設置法第四十九条第二項に規定する機関、国家行政組織法第三条第二項に規定する委

員会若しくは庁又は同法第八条の三に規定する特別の機関をいう。以下同じ。）の任命権者

の申請に基づいて、一体として身体障害者又は知的障害者である職員の採用の促進を図る

ことができるものとして厚生労働大臣の承認を受けたもの（以下「承認省庁」という。）に

係る第三十八条第一項及び前条の規定の適用については、当該外局等に勤務する職員は当

該承認省庁のみに勤務する職員と、当該外局等は当該承認省庁とみなす。 

２ 厚生労働大臣は、前項の規定による承認をした後において、承認省庁若しくは外局等が

廃止されたとき、又は承認省庁若しくは外局等における身体障害者若しくは知的障害者で

ある職員の採用の促進を図ることができなくなつたと認めるときは、当該承認を取り消す

ことができる。 

 （地方公共団体に勤務する職員に関する特例） 

第四十二条 地方公共団体の機関で、当該機関の任命権者及び当該機関以外の地方公共団体

の機関（以下「その他機関」という。）の任命権者の申請に基づいて当該機関及び当該その

他機関について次に掲げる基準に適合する旨の厚生労働大臣の認定を受けたもの（以下「認

定地方機関」という。）に係る第三十八条第一項及び第四十条の規定の適用については、当

該その他機関に勤務する職員は当該認定地方機関のみに勤務する職員と、当該その他機関

は当該認定地方機関とみなす。 

 一 当該認定地方機関と当該その他機関との人的関係が緊密であること。 

 二 当該認定地方機関及び当該その他機関において、身体障害者又は知的障害者である職

員の採用の促進が確実に達成されると認められること。 

２ 厚生労働大臣は、前項の規定による認定をした後において、認定地方機関若しくはその

他機関が廃止されたとき、又は前項各号に掲げる基準に適合しなくなつたと認めるときは、

当該認定を取り消すことができる。 

 （一般事業主の雇用義務等） 

第四十三条 事業主（常時雇用する労働者（以下単に「労働者」という。）を雇用する事業主
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をいい、国及び地方公共団体を除く。次章を除き、以下同じ。）は、厚生労働省令で定める

雇用関係の変動がある場合には、その雇用する身体障害者又は知的障害者である労働者の

数が、その雇用する労働者の数に障害者雇用率を乗じて得た数（その数に一人未満の端数

があるときは、その端数は、切り捨てる。第四十六条第一項において「法定雇用障害者数」

という。）以上であるようにしなければならない。 

２ 前項の障害者雇用率は、労働者（労働の意思及び能力を有するにもかかわらず、安定し

た職業に就くことができない状態にある者を含む。第五十四条第三項において同じ。）の総

数に対する身体障害者又は知的障害者である労働者（労働の意思及び能力を有するにもか

かわらず、安定した職業に就くことができない状態にある身体障害者及び知的障害者を含

む。第五十四条第三項において同じ。）の総数の割合を基準として設定するものとし、少な

くとも五年ごとに、当該割合の推移を勘案して政令で定める。 

３ 第一項の身体障害者又は知的障害者である労働者の数及び前項の身体障害者又は知的障

害者である労働者の総数の算定に当たつては、身体障害者又は知的障害者である短時間労

働者（一週間の所定労働時間が、当該事業主の事業所に雇用する通常の労働者の一週間の

所定労働時間に比し短く、かつ、厚生労働大臣の定める時間数未満である常時雇用する労

働者をいう。以下同じ。）は、その一人をもつて、厚生労働省令で定める数の身体障害者又

は知的障害者である労働者に相当するものとみなす。 

４ 第一項の身体障害者又は知的障害者である労働者の数及び第二項の身体障害者又は知的

障害者である労働者の総数の算定に当たつては、重度身体障害者又は重度知的障害者であ

る労働者（短時間労働者を除く。）は、その一人をもつて、政令で定める数の身体障害者又

は知的障害者である労働者に相当するものとみなす。 

５ 第一項の身体障害者又は知的障害者である労働者の数及び第二項の身体障害者又は知的

障害者である労働者の総数の算定に当たつては、第三項の規定にかかわらず、重度身体障

害者又は重度知的障害者である短時間労働者は、その一人をもつて、前項の政令で定める

数に満たない範囲内において厚生労働省令で定める数の身体障害者又は知的障害者である

労働者に相当するものとみなす。 

６ 第二項の規定にかかわらず、特殊法人（法律により直接に設立された法人、特別の法律

により特別の設立行為をもつて設立された法人又は特別の法律により地方公共団体が設立

者となつて設立された法人のうち、その資本金の全部若しくは大部分が国若しくは地方公

共団体からの出資による法人又はその事業の運営のために必要な経費の主たる財源を国若

しくは地方公共団体からの交付金若しくは補助金によつて得ている法人であつて、政令で

定めるものをいう。以下同じ。）に係る第一項の障害者雇用率は、第二項の規定による率を

下回らない率であつて政令で定めるものとする。 

７ 事業主（その雇用する労働者の数が常時厚生労働省令で定める数以上である事業主に限

る。）は、毎年一回、厚生労働省令で定めるところにより、身体障害者又は知的障害者であ

る労働者の雇用に関する状況を厚生労働大臣に報告しなければならない。 

８ 第一項及び前項の雇用する労働者の数並びに第二項の労働者の総数の算定に当たつては、

短時間労働者は、その一人をもつて、厚生労働省令で定める数の労働者に相当するものと
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みなす。 

 （子会社に雇用される労働者に関する特例） 

第四十四条 特定の株式会社（第四十五条の三第一項の認定に係る組合員たる事業主である

ものを除く。）と厚生労働省令で定める特殊の関係のある事業主で、当該事業主及び当該株

式会社（以下「子会社」という。）の申請に基づいて当該子会社について次に掲げる基準に

適合する旨の厚生労働大臣の認定を受けたもの（以下「親事業主」という。）に係る前条第

一項及び第七項の規定の適用については、当該子会社が雇用する労働者は当該親事業主の

みが雇用する労働者と、当該子会社の事業所は当該親事業主の事業所とみなす。 

 一 当該子会社の行う事業と当該事業主の行う事業との人的関係が緊密であること。 

 二 当該子会社が雇用する身体障害者又は知的障害者である労働者の数及びその数の当該

子会社が雇用する労働者の総数に対する割合が、それぞれ、厚生労働大臣が定める数及

び率以上であること。 

 三 当該子会社がその雇用する身体障害者又は知的障害者である労働者の雇用管理を適正

に行うに足りる能力を有するものであること。 

 四 前二号に掲げるもののほか、当該子会社の行う事業において、当該子会社が雇用する

重度身体障害者又は重度知的障害者その他の身体障害者又は知的障害者である労働者の

雇用の促進及びその雇用の安定が確実に達成されると認められること。 

２ 前項第二号の労働者の総数の算定に当たつては、短時間労働者は、その一人をもつて、

厚生労働省令で定める数の労働者に相当するものとみなす。 

３ 第一項第二号の身体障害者又は知的障害者である労働者の数の算定に当たつては、身体

障害者又は知的障害者である短時間労働者は、その一人をもつて、厚生労働省令で定める

数の身体障害者又は知的障害者である労働者に相当するものとみなす。 

４ 厚生労働大臣は、第一項の規定による認定をした後において、親事業主が同項に定める

特殊の関係についての要件を満たさなくなつたとき若しくは事業を廃止したとき、又は当

該認定に係る子会社について同項各号に掲げる基準に適合しなくなつたと認めるときは、

当該認定を取り消すことができる。 

第四十五条 親事業主であつて、特定の株式会社（当該親事業主の子会社及び第四十五条の

三第一項の認定に係る組合員たる事業主であるものを除く。）と厚生労働省令で定める特殊

の関係にあるもので、当該親事業主、当該子会社及び当該株式会社（以下「関係会社」と

いう。）の申請に基づいて当該親事業主及び当該関係会社について次に掲げる基準に適合す

る旨の厚生労働大臣の認定を受けたものに係る第四十三条第一項及び第七項の規定の適用

については、当該関係会社が雇用する労働者は当該親事業主のみが雇用する労働者と、当

該関係会社の事業所は当該親事業主の事業所とみなす。 

 一 当該関係会社の行う事業と当該子会社の行う事業との人的関係若しくは営業上の関係

が緊密であること、又は当該関係会社が当該子会社に出資していること。 

 二 当該親事業主が第七十八条第一項各号に掲げる業務を担当する者を同項の規定により

選任しており、かつ、その者が当該子会社及び当該関係会社についても同項第一号に掲

げる業務を行うこととしていること。 
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 三 当該親事業主が、自ら雇用する身体障害者又は知的障害者である労働者並びに当該子

会社及び当該関係会社に雇用される身体障害者又は知的障害者である労働者の雇用の促

進及び雇用の安定を確実に達成することができると認められること。 

２ 関係会社が、前条第一項又は次条第一項の認定を受けたものである場合は、前項の申請

をすることができない。 

３ 前条第四項の規定は、第一項の場合について準用する。 

 （関係子会社に雇用される労働者に関する特例） 

第四十五条の二 事業主であつて、当該事業主及びそのすべての子会社の申請に基づいて当

該事業主及び当該申請に係る子会社（以下「関係子会社」という。）について次に掲げる基

準に適合する旨の厚生労働大臣の認定を受けたもの（以下「関係親事業主」という。）に係

る第四十三条第一項及び第七項の規定の適用については、当該関係子会社が雇用する労働

者は当該関係親事業主のみが雇用する労働者と、当該関係子会社の事業所は当該関係親事

業主の事業所とみなす。 

 一 当該事業主が第七十八条第一項各号に掲げる業務を担当する者を同項の規定により選

任しており、かつ、その者が当該関係子会社についても同項第一号に掲げる業務を行う

こととしていること。 

 二 当該事業主が、自ら雇用する身体障害者又は知的障害者である労働者及び当該関係子

会社に雇用される身体障害者又は知的障害者である労働者の雇用の促進及び雇用の安定

を確実に達成することができると認められること。 

 三 当該関係子会社が雇用する身体障害者又は知的障害者である労働者の数が、厚生労働

大臣が定める数以上であること。 

 四 当該関係子会社がその雇用する身体障害者若しくは知的障害者である労働者の雇用管

理を適正に行うに足りる能力を有し、又は他の関係子会社が雇用する身体障害者若しく

は知的障害者である労働者の行う業務に関し、その行う事業と当該他の関係子会社の行

う事業との人的関係若しくは営業上の関係が緊密であること。 

２ 関係子会社が第四十四条第一項又は前条第一項の認定を受けたものである場合について

は、これらの規定にかかわらず、当該子会社又は当該関係会社を関係子会社とみなして、

前項（第三号及び第四号を除く。）の規定を適用する。 

３ 事業主であつて、その関係子会社に第一項の認定を受けたものがあるものは、同項の認

定を受けることができない。 

４ 第一項第三号の身体障害者又は知的障害者である労働者の数の算定に当たつては、身体

障害者又は知的障害者である短時間労働者は、その一人をもつて、厚生労働省令で定める

数の身体障害者又は知的障害者である労働者に相当するものとみなす。 

５ 第一項第三号の身体障害者又は知的障害者である労働者の数の算定に当たつては、重度

身体障害者又は重度知的障害者である労働者（短時間労働者を除く。）は、その一人をもつ

て、政令で定める数の身体障害者又は知的障害者である労働者に相当するものとみなす。 

６ 第一項第三号の身体障害者又は知的障害者である労働者の数の算定に当たつては、第四

項の規定にかかわらず、重度身体障害者又は重度知的障害者である短時間労働者は、その
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一人をもつて、前項の政令で定める数に満たない範囲内において厚生労働省令で定める数

の身体障害者又は知的障害者である労働者に相当するものとみなす。 

７ 第四十四条第四項の規定は、第一項の場合について準用する。 

 （特定事業主に雇用される労働者に関する特例） 

第四十五条の三 事業協同組合等であつて、当該事業協同組合等及び複数のその組合員たる

事業主（その雇用する労働者の数が常時第四十三条第七項の厚生労働省令で定める数以上

である事業主に限り、第四十四条第一項、第四十五条第一項、前条第一項又はこの項の認

定に係る子会社、関係会社、関係子会社又は組合員たる事業主であるものを除く。以下「特

定事業主」という。）の申請に基づいて当該事業協同組合等及び当該特定事業主について次

に掲げる基準に適合する旨の厚生労働大臣の認定を受けたもの（以下「特定組合等」とい

う。）に係る第四十三条第一項及び第七項の規定の適用については、当該特定事業主が雇用

する労働者は当該特定組合等のみが雇用する労働者と、当該特定事業主の事業所は当該特

定組合等の事業所とみなす。 

 一 当該事業協同組合等が自ら雇用する身体障害者又は知的障害者である労働者が行う業

務に関し、当該事業協同組合等の行う事業と当該特定事業主の行う事業との人的関係又

は営業上の関係が緊密であること。 

 二 当該事業協同組合等の定款、規約その他これらに準ずるものにおいて、当該事業協同

組合等が第五十三条第一項の障害者雇用納付金を徴収された場合に、特定事業主の身体

障害者又は知的障害者である労働者の雇用状況に応じて当該障害者雇用納付金に係る経

費を特定事業主に賦課する旨の定めがあること。 

 三 当該事業協同組合等が、自ら雇用する身体障害者又は知的障害者である労働者及び当

該特定事業主に雇用される身体障害者又は知的障害者である労働者の雇用の促進及び雇

用の安定に関する事業（第三項において「雇用促進事業」という。）を適切に実施するた

めの計画（以下この号及び同項において「実施計画」という。）を作成し、実施計画に従

つて、当該身体障害者又は知的障害者である労働者の雇用の促進及び雇用の安定を確実

に達成することができると認められること。 

 四 当該事業協同組合等が自ら雇用する身体障害者又は知的障害者である労働者の数及び

その数の当該事業協同組合等が雇用する労働者の総数に対する割合が、それぞれ、厚生

労働大臣が定める数及び率以上であること。 

 五 当該事業協同組合等が自ら雇用する身体障害者又は知的障害者である労働者の雇用管

理を適正に行うに足りる能力を有するものであること。 

 六 当該特定事業主が雇用する身体障害者又は知的障害者である労働者の数が、厚生労働

大臣が定める数以上であること。 

２ この条において「事業協同組合等」とは、事業協同組合その他の特別の法律により設立

された組合であつて厚生労働省令で定めるものをいう。 

３ 実施計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 

 一 雇用促進事業の目標（事業協同組合等及び特定事業主がそれぞれ雇用しようとする身

体障害者又は知的障害者である労働者の数に関する目標を含む。） 
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 二 雇用促進事業の内容 

 三 雇用促進事業の実施時期 

４ 特定事業主が、第四十四条第一項、前条第一項又は第一項の認定を受けたものである場

合は、同項の申請をすることができない。 

５ 第四十三条第八項の規定は、第一項の雇用する労働者の数及び同項第四号の労働者の総

数の算定について準用する。 

６ 前条第四項の規定は第一項第四号の身体障害者又は知的障害者である労働者の数の算定

について、同条第四項から第六項までの規定は第一項第六号の身体障害者又は知的障害者

である労働者の数の算定について準用する。 

７ 厚生労働大臣は、第一項の規定による認定をした後において、当該認定に係る事業協同

組合等及び特定事業主について同項各号に掲げる基準に適合しなくなつたと認めるときは、

当該認定を取り消すことができる。 

 （一般事業主の身体障害者又は知的障害者の雇入れに関する計画） 

第四十六条 厚生労働大臣は、身体障害者又は知的障害者の雇用を促進するため必要がある

と認める場合には、その雇用する身体障害者又は知的障害者である労働者の数が法定雇用

障害者数未満である事業主（特定組合等及び前条第一項の認定に係る特定事業主であるも

のを除く。以下この条及び次条において同じ。）に対して、身体障害者又は知的障害者であ

る労働者の数がその法定雇用障害者数以上となるようにするため、厚生労働省令で定める

ところにより、身体障害者又は知的障害者の雇入れに関する計画の作成を命ずることがで

きる。 

２ 第四十五条の二第四項から第六項までの規定は、前項の身体障害者又は知的障害者であ

る労働者の数の算定について準用する。 

３ 親事業主又は関係親事業主に係る第一項の規定の適用については、当該子会社及び当該

関係会社が雇用する労働者は当該親事業主のみが雇用する労働者と、当該関係子会社が雇

用する労働者は当該関係親事業主のみが雇用する労働者とみなす。 

４ 事業主は、第一項の計画を作成したときは、厚生労働省令で定めるところにより、これ

を厚生労働大臣に提出しなければならない。これを変更したときも、同様とする。 

５ 厚生労働大臣は、第一項の計画が著しく不適当であると認めるときは、当該計画を作成

した事業主に対してその変更を勧告することができる。 

６ 厚生労働大臣は、特に必要があると認めるときは、第一項の計画を作成した事業主に対

して、その適正な実施に関し、勧告をすることができる。 

 （一般事業主についての公表） 

第四十七条 厚生労働大臣は、前条第一項の計画を作成した事業主が、正当な理由がなく、

同条第五項又は第六項の勧告に従わないときは、その旨を公表することができる。 

 （特定身体障害者） 

第四十八条 国及び地方公共団体の任命権者は、特定職種（労働能力はあるが、別表に掲げ

る障害の程度が重いため通常の職業に就くことが特に困難である身体障害者の能力にも適

合すると認められる職種で政令で定めるものをいう。以下この条において同じ。）の職員（短
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時間勤務職員を除く。以下この項及び第三項において同じ。）の採用について、当該機関に

勤務する特定身体障害者（身体障害者のうち特定職種ごとに政令で定める者に該当する者

をいう。以下この条において同じ。）である当該職種の職員の数が、当該機関に勤務する当

該職種の職員の総数に、職種に応じて政令で定める特定身体障害者雇用率を乗じて得た数

（その数に一人未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。）未満である場合には、

特定身体障害者である当該職種の職員の数がその特定身体障害者雇用率を乗じて得た数以

上となるようにするため、政令で定めるところにより、特定身体障害者の採用に関する計

画を作成しなければならない。 

２ 第三十九条の規定は、前項の計画について準用する。 

３ 承認省庁又は認定地方機関に係る第一項の規定の適用については、当該外局等又は当該

その他機関に勤務する職員は、当該承認省庁又は当該認定地方機関のみに勤務する職員と

みなす。 

４ 事業主は、特定職種の労働者（短時間労働者を除く。以下この項及び次項において同じ。）

の雇入れについては、その雇用する特定身体障害者である当該職種の労働者の数が、その

雇用する当該職種の労働者の総数に、職種に応じて厚生労働省令で定める特定身体障害者

雇用率を乗じて得た数（その数に一人未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。）

以上であるように努めなければならない。 

５ 厚生労働大臣は、特定身体障害者の雇用を促進するため特に必要があると認める場合に

は、その雇用する特定身体障害者である特定職種の労働者の数が前項の規定により算定し

た数未満であり、かつ、その数を増加するのに著しい困難を伴わないと認められる事業主

（その雇用する当該職種の労働者の数が職種に応じて厚生労働省令で定める数以上である

ものに限る。）に対して、特定身体障害者である当該職種の労働者の数が同項の規定により

算定した数以上となるようにするため、厚生労働省令で定めるところにより、特定身体障

害者の雇入れに関する計画の作成を命ずることができる。 

６ 親事業主、関係親事業主又は特定組合等に係る前二項の規定の適用については、当該子

会社及び当該関係会社が雇用する労働者は当該親事業主のみが雇用する労働者と、当該関

係子会社が雇用する労働者は当該関係親事業主のみが雇用する労働者と、当該特定事業主

が雇用する労働者は当該特定組合等のみが雇用する労働者とみなす。 

７ 第四十六条第四項及び第五項の規定は、第五項の計画について準用する。 

    第二節 障害者雇用調整金の支給等及び障害者雇用納付金の徴収 

     第一款 障害者雇用調整金の支給等 

 （納付金関係業務） 

第四十九条 厚生労働大臣は、身体障害者又は知的障害者の雇用に伴う経済的負担の調整並

びにその雇用の促進及び継続を図るため、次に掲げる業務（以下「納付金関係業務」とい

う。）を行う。 

 一 事業主（特殊法人を除く。以下この節及び第五節において同じ。）で次条第一項の規定

に該当するものに対して、同項の障害者雇用調整金を支給すること。 

 二 身体障害者若しくは知的障害者を労働者として雇い入れる事業主又は身体障害者若し
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くは知的障害者である労働者を雇用する事業主に対して、これらの者の雇入れ又は雇用

の継続のために必要となる施設又は設備の設置又は整備に要する費用に充てるための助

成金を支給すること。 

 三 身体障害者又は知的障害者である労働者を雇用する事業主又は当該事業主の加入して

いる事業主の団体に対して、身体障害者又は知的障害者である労働者の福祉の増進を図

るための施設の設置又は整備に要する費用に充てるための助成金を支給すること。 

 四 身体障害者又は知的障害者である労働者を雇用する事業主であつて、次のいずれかを

行うものに対して、その要する費用に充てるための助成金を支給すること。 

  イ 身体障害者となつた労働者の雇用の継続のために必要となる当該労働者が職場に適

応することを容易にするための措置 

  ロ 身体障害者又は知的障害者である労働者の雇用に伴い必要となる介助その他その雇

用の安定を図るために必要な業務（身体障害者又は知的障害者である労働者の通勤を

容易にするための業務を除く。）を行う者を置くこと（次号ロに掲げるものを除く。）。 

 四の二 身体障害者又は知的障害者に対する職場適応援助者による援助であつて、次のい

ずれかを行う者に対して、その要する費用に充てるための助成金を支給すること。 

  イ 社会福祉法第二十二条に規定する社会福祉法人その他身体障害者又は知的障害者の

雇用の促進に係る事業を行う法人が行う職場適応援助者による援助の事業 

  ロ 身体障害者又は知的障害者である労働者を雇用する事業主が身体障害者又は知的障

害者である労働者の雇用に伴い必要となる援助を行う職場適応援助者を置くこと。 

 五 身体障害者（重度身体障害者その他の厚生労働省令で定める身体障害者に限る。以下

この号において同じ。）若しくは知的障害者である労働者を雇用する事業主又は当該事業

主の加入している事業主の団体に対して、身体障害者又は知的障害者である労働者の通

勤を容易にするための措置に要する費用に充てるための助成金を支給すること。 

 六 重度身体障害者又は知的障害者である労働者を多数雇用する事業所の事業主に対して、

当該事業所の事業の用に供する施設又は設備の設置又は整備に要する費用に充てるため

の助成金を支給すること。 

 七 身体障害者又は知的障害者の職業に必要な能力を開発し、及び向上させるための教育

訓練（厚生労働大臣が定める基準に適合するものに限る。以下この号において同じ。）の

事業を行う次に掲げるものに対して、当該事業に要する費用に充てるための助成金を支

給すること並びに身体障害者又は知的障害者である労働者を雇用する事業主に対して、

身体障害者又は知的障害者である労働者の教育訓練の受講を容易にするための措置に要

する費用に充てるための助成金を支給すること。 

  イ 事業主又はその団体 

  ロ 学校教育法（昭和二十二年法律第二十六号）第百二十四条に規定する専修学校又は

同法第百三十四条第一項に規定する各種学校を設置する私立学校法（昭和二十四年法

律第二百七十号）第三条に規定する学校法人又は同法第六十四条第四項に規定する法

人 

  ハ 社会福祉法第二十二条に規定する社会福祉法人 
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  ニ その他身体障害者又は知的障害者の雇用の促進に係る事業を行う法人 

 八 障害者の技能に関する競技大会に係る業務を行うこと。 

 九 身体障害者若しくは知的障害者の雇用に関する技術的事項についての研究、調査若し

くは講習の業務又は身体障害者若しくは知的障害者の雇用について事業主その他国民一

般の理解を高めるための啓発の業務を行うこと（前号に掲げる業務を除く。）。 

 十 第五十三条第一項に規定する障害者雇用納付金の徴収を行うこと。 

 十一 前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。 

２ 厚生労働大臣は、前項各号に掲げる業務の全部又は一部を機構に行わせるものとする。 

 （障害者雇用調整金の支給） 

第五十条 機構は、政令で定めるところにより、各年度（四月一日から翌年三月三十一日ま

でをいう。以下同じ。）ごとに、第五十四条第二項に規定する調整基礎額に当該年度に属す

る各月（当該年度の中途に事業を開始し、又は廃止した事業主にあつては、当該事業を開

始した日の属する月の翌月以後の各月又は当該事業を廃止した日の属する月の前月以前の

各月に限る。以下同じ。）ごとの初日におけるその雇用する身体障害者又は知的障害者であ

る労働者の数の合計数を乗じて得た額が同条第一項の規定により算定した額を超える事業

主に対して、その差額に相当する額を当該調整基礎額で除して得た数を単位調整額に乗じ

て得た額に相当する金額を、当該年度分の障害者雇用調整金（以下「調整金」という。）と

して支給する。 

２ 前項の単位調整額は、事業主がその雇用する労働者の数に第五十四条第三項に規定する

基準雇用率を乗じて得た数を超えて新たに身体障害者又は知的障害者である者を雇用する

ものとした場合に当該身体障害者又は知的障害者である者一人につき通常追加的に必要と

される一月当たりの同条第二項に規定する特別費用の額の平均額を基準として、政令で定

める金額とする。 

３ 第四十三条第八項の規定は、前項の雇用する労働者の数の算定について準用する。 

４ 第四十五条の二第四項から第六項までの規定は第一項の身体障害者又は知的障害者であ

る労働者の数の算定について、第四十八条第六項の規定は親事業主、関係親事業主又は特

定組合等に係る第一項の規定の適用について準用する。 

５ 親事業主、関係親事業主又は特定組合等に係る第一項の規定の適用については、機構は、

厚生労働省令で定めるところにより、当該親事業主、当該子会社若しくは当該関係会社、

当該関係親事業主若しくは当該関係子会社又は当該特定組合等若しくは当該特定事業主に

対して調整金を支給することができる。 

６ 第二項から前項までに定めるもののほか、法人である事業主が合併した場合又は個人で

ある事業主について相続（包括遺贈を含む。第六十八条において同じ。）があつた場合にお

ける調整金の額の算定の特例その他調整金に関し必要な事項は、政令で定める。 

 （助成金の支給） 

第五十一条 機構は、厚生労働省令で定める支給要件、支給額その他の支給の基準に従つて

第四十九条第一項第二号から第七号までの助成金を支給する。 

２ 前項の助成金の支給については、身体障害者又は知的障害者の職業の安定を図るため講
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じられるその他の措置と相まつて、身体障害者又は知的障害者の雇用が最も効果的かつ効

率的に促進され、及び継続されるように配慮されなければならない。 

 （資料の提出等） 

第五十二条 機構は、第四十九条第一項第十号に掲げる業務に関して必要な限度において、

事業主に対し、身体障害者又は知的障害者である労働者の雇用の状況その他の事項につい

ての文書その他の物件の提出を求めることができる。 

２ 機構は、納付金関係業務に関し必要があると認めるときは、事業主、その団体、第四十

九条第一項第四号の二イに規定する法人又は同項第七号ロからニまでに掲げる法人（第八

十二条第一項において「事業主等」という。）に対し、必要な事項についての報告を求める

ことができる。 

     第二款 障害者雇用納付金の徴収 

 （障害者雇用納付金の徴収及び納付義務） 

第五十三条 機構は、第四十九条第一項第一号の調整金及び同項第二号から第七号までの助

成金の支給に要する費用、同項第八号及び第九号の業務の実施に要する費用並びに同項各

号に掲げる業務に係る事務の処理に要する費用に充てるため、この款に定めるところによ

り、事業主から、毎年度、障害者雇用納付金（以下「納付金」という。）を徴収する。 

２ 事業主は、納付金を納付する義務を負う。 

 （納付金の額等） 

第五十四条 事業主が納付すべき納付金の額は、各年度につき、調整基礎額に、当該年度に

属する各月ごとにその初日におけるその雇用する労働者の数に基準雇用率を乗じて得た数

（その数に一人未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。）の合計数を乗じて得

た額とする。 

２ 前項の調整基礎額は、事業主がその雇用する労働者の数に基準雇用率を乗じて得た数に

達するまでの数の身体障害者又は知的障害者である者を雇用するものとした場合に当該身

体障害者又は知的障害者である者一人につき通常必要とされる一月当たりの特別費用（身

体障害者又は知的障害者である者を雇用する場合に必要な施設又は設備の設置又は整備そ

の他の身体障害者又は知的障害者である者の適正な雇用管理に必要な措置に通常要する費

用その他身体障害者又は知的障害者である者を雇用するために特別に必要とされる費用を

いう。）の額の平均額を基準として、政令で定める金額とする。 

３ 前二項の基準雇用率は、労働者の総数に対する身体障害者又は知的障害者である労働者

の総数の割合を基準として設定するものとし、少なくとも五年ごとに、当該割合の推移を

勘案して政令で定める。 

４ 第四十三条第八項の規定は、第一項及び第二項の雇用する労働者の数並びに前項の労働

者の総数の算定について準用する。 

５ 第四十五条の二第四項から第六項までの規定は第三項の身体障害者又は知的障害者であ

る労働者の総数の算定について、第四十八条第六項の規定は親事業主、関係親事業主又は

特定組合等に係る第一項の規定の適用について準用する。 

第五十五条 前条第一項の場合において、当該事業主が当該年度において身体障害者又は知



68 
 

的障害者である労働者を雇用しており、かつ、同条第二項に規定する調整基礎額に当該年

度に属する各月ごとの初日における当該事業主の雇用する身体障害者又は知的障害者であ

る労働者の数の合計数を乗じて得た額が同条第一項の規定により算定した額に達しないと

きは、当該事業主が納付すべき納付金の額は、同項の規定にかかわらず、その差額（第七

十四条の二第四項及び第五項において「算定額」という。）に相当する金額とする。 

２ 前条第一項の場合において、当該事業主が当該年度において身体障害者又は知的障害者

である労働者を雇用しており、かつ、同条第二項に規定する調整基礎額に当該年度に属す

る各月ごとの初日における当該事業主の雇用する身体障害者又は知的障害者である労働者

の数の合計数を乗じて得た額が同条第一項の規定により算定した額以上であるときは、当

該事業主については、同項の規定にかかわらず、納付金は、徴収しない。 

３ 第四十五条の二第四項から第六項までの規定は前二項の身体障害者又は知的障害者であ

る労働者の数の算定について、第四十八条第六項の規定は親事業主、関係親事業主又は特

定組合等に係る前二項の規定の適用について準用する。 

 （納付金の納付等） 

第五十六条 事業主は、各年度ごとに、当該年度に係る納付金の額その他の厚生労働省令で

定める事項を記載した申告書を翌年度の初日（当該年度の中途に事業を廃止した事業主に

あつては、当該事業を廃止した日）から四十五日以内に機構に提出しなければならない。 

２ 事業主は、前項の申告に係る額の納付金を、同項の申告書の提出期限までに納付しなけ

ればならない。 

３ 第一項の申告書には、当該年度に属する各月ごとの初日における各事業所ごとの労働者

の数及び身体障害者又は知的障害者である労働者の数その他の厚生労働省令で定める事項

を記載した書類を添付しなければならない。 

４ 機構は、事業主が第一項の申告書の提出期限までに同項の申告書を提出しないとき、又

は同項の申告書の記載に誤りがあると認めたときは、納付金の額を決定し、事業主に納入

の告知をする。 

５ 前項の規定による納入の告知を受けた事業主は、第一項の申告書を提出していないとき

（納付すべき納付金の額がない旨の記載をした申告書を提出しているときを含む。）は前項

の規定により機構が決定した額の納付金の全額を、第一項の申告に係る納付金の額が前項

の規定により機構が決定した納付金の額に足りないときはその不足額を、その通知を受け

た日から十五日以内に機構に納付しなければならない。 

６ 事業主が納付した納付金の額が、第四項の規定により機構が決定した納付金の額を超え

る場合には、機構は、その超える額について、未納の納付金その他この款の規定による徴

収金があるときはこれに充当し、なお残余があれば還付し、未納の納付金その他この款の

規定による徴収金がないときはこれを還付しなければならない。 

７ 第四十八条第六項の規定は、親事業主、関係親事業主又は特定組合等に係る第一項、第

三項及び第四項の規定の適用について準用する。この場合において、同条第六項中「とみ

なす」とあるのは、「と、当該子会社及び当該関係会社の事業所は当該親事業主の事業所と、

当該関係子会社の事業所は当該関係親事業主の事業所と、当該特定事業主の事業所は当該
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特定組合等の事業所とみなす」と読み替えるものとする。 

 （納付金の延納） 

第五十七条 （略） 

 （追徴金） 

第五十八条 （略） 

 （徴収金の督促及び滞納処分） 

第五十九条 （略） 

 （延滞金） 

第六十条 （略） 

 （先取特権の順位） 

第六十一条 （略） 

 （徴収金の徴収手続等） 

第六十二条 （略） 

 （時効） 

第六十三条 （略） 

 （徴収金の帰属） 

第六十四条 （略） 

 （徴収金の徴収に関する審査請求） 

第六十五条 （略） 

第六十六条 削除 

 （行政手続法の適用除外） 

第六十七条 （略） 

 （政令への委任） 

第六十八条 この款に定めるもののほか、法人である事業主が合併した場合又は個人である

事業主について相続があつた場合における納付金の額の算定の特例その他この款に定める

納付金その他の徴収金に関し必要な事項は、政令で定める。 

    第三節 精神障害者に関する特例 

 （雇用義務等及び納付金関係業務に係る規定の適用に関する特例） 

第六十九条 精神障害者のうち精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（昭和二十五年法

律第百二十三号）第四十五条第二項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けて

いる者（第七十三条、次節及び第七十九条を除き、以下「精神障害者」という。）である職

員及び精神障害者である労働者については、この条から第七十二条までに定めるところに

より、身体障害者又は知的障害者である職員及び身体障害者又は知的障害者である労働者

に関する前二節（第三十七条、第三十八条第三項から第五項まで、第四十三条第二項から

第六項まで、第四十四条第三項、第四十五条の二第四項から第六項まで（第四十五条の三

第六項、第四十六条第二項、第五十条第四項、第五十四条第五項及び第五十五条第三項に

おいて準用する場合を含む。）、第四十八条、第四十九条第一項第二号から第九号まで、第

五十条第二項並びに第五十四条第二項及び第三項を除く。）の規定を適用するものとする。 
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 （雇用義務等に係る規定の精神障害者である職員についての適用に関する特例） 

第七十条 第三十八条第一項に規定する場合において、当該機関に精神障害者である職員が

勤務するときにおける同項の規定の適用については、同項の計画の作成前に、当該機関の

任命権者が身体障害者又は知的障害者である職員以外の職員に替えて当該精神障害者であ

る職員の数に相当する数（精神障害者である短時間勤務職員にあつては、その一人をもつ

て、厚生労働省令で定める数に相当する数）の身体障害者又は知的障害者である職員を採

用したものとみなす。 

２ 国及び地方公共団体の任命権者は、第三十八条第一項の身体障害者又は知的障害者の採

用に関する計画を作成し、又は実施する場合においては、精神障害者である職員の採用は

身体障害者又は知的障害者である職員の採用に含まれるものとして、当該作成又は実施を

することができる。 

３ 第四十条の規定の適用については、精神障害者である職員は、身体障害者又は知的障害

者である職員とみなす。 

４ 第四十一条及び第四十二条第一項の規定の適用については、第四十一条第一項及び第四

十二条第一項第二号中「又は知的障害者である職員」とあるのは「、知的障害者又は第六

十九条に規定する精神障害者である職員」と、第四十一条第二項中「若しくは知的障害者

である職員」とあるのは「、知的障害者若しくは第六十九条に規定する精神障害者である

職員」とする。 

 （雇用義務等に係る規定の精神障害者である労働者についての適用に関する特例） 

第七十一条 第四十三条第一項の場合において、当該事業主が精神障害者である労働者を雇

用しているときにおける同項の規定の適用については、当該雇用関係の変動がある時に、

当該事業主が身体障害者又は知的障害者である労働者以外の労働者に替えて当該精神障害

者である労働者の数に相当する数（精神障害者である短時間労働者にあつては、その一人

をもつて、厚生労働省令で定める数に相当する数）の身体障害者又は知的障害者である労

働者を雇い入れたものとみなす。 

２ 第四十三条第七項の規定の適用については、精神障害者である労働者は、身体障害者又

は知的障害者である労働者とみなす。 

３ 第四十四条第一項、第四十五条第一項、第四十五条の二第一項並びに第四十五条の三第

一項及び第三項の規定の適用については、精神障害者である労働者は、第四十四条第一項

第二号、第四十五条の二第一項第三号並びに第四十五条の三第一項第四号及び第六号にお

いて身体障害者又は知的障害者である労働者とみなし、これらの規定の身体障害者又は知

的障害者である労働者の数の算定に当たつては、精神障害者である短時間労働者は、その

一人をもつて、厚生労働省令で定める数の身体障害者又は知的障害者である労働者に相当

するものとみなし、第四十四条第一項第三号及び第四号、第四十五条第一項第三号、第四

十五条の二第一項第二号並びに第四十五条の三第一項（第四号及び第六号を除く。）及び第

三項第一号中「又は知的障害者である労働者」とあるのは「、知的障害者又は第六十九条

に規定する精神障害者である労働者」と、第四十五条の二第一項第四号中「若しくは知的

障害者である労働者」とあるのは「、知的障害者若しくは第六十九条に規定する精神障害
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者である労働者」とする。 

４ 第四十六条第一項の規定の適用については、精神障害者である労働者は、身体障害者又

は知的障害者である労働者とみなし、同項の身体障害者又は知的障害者である労働者の数

の算定に当たつては、精神障害者である短時間労働者は、その一人をもつて、厚生労働省

令で定める数の身体障害者又は知的障害者である労働者に相当するものとみなす。 

５ 事業主は、第四十六条第一項の身体障害者又は知的障害者の雇入れに関する計画を作成

し、又は実施する場合においては、精神障害者の雇入れは身体障害者又は知的障害者の雇

入れに含まれるものとして、当該作成又は実施をすることができる。 

 （精神障害者である労働者に関する納付金関係業務の実施等） 

第七十二条 第五十条第一項並びに第五十五条第一項及び第二項の規定の適用については、

精神障害者である労働者は、身体障害者又は知的障害者である労働者とみなし、これらの

規定の身体障害者又は知的障害者である労働者の数の算定に当たつては、精神障害者であ

る短時間労働者は、その一人をもつて、厚生労働省令で定める数の身体障害者又は知的障

害者である労働者に相当するものとみなす。 

２ 第五十二条第一項及び第五十六条第三項の規定（第五十二条第一項に係る罰則の規定を

含む。）の適用については、精神障害者である労働者は、身体障害者又は知的障害者である

労働者とみなす。 

 （精神障害者に関する助成金の支給業務の実施等） 

第七十三条 厚生労働大臣は、精神障害者である労働者に関しても、第四十九条第一項第二

号から第九号まで及び第十一号に掲げる業務に相当する業務を行うことができる。 

２ 厚生労働大臣は、前項に規定する業務の全部又は一部を機構に行わせるものとする。 

３ 前項の場合においては、当該業務は、第四十九条第一項第二号から第九号まで及び第十

一号に掲げる業務に含まれるものとみなして、第五十一条及び第五十三条の規定を適用す

る。この場合において、第五十一条第二項中「身体障害者又は知的障害者」とあるのは、

「身体障害者、知的障害者又は精神障害者」とする。 

    第四節 身体障害者、知的障害者及び精神障害者以外の障害者に関する特例 

第七十四条 厚生労働大臣は、障害者（身体障害者、知的障害者及び精神障害者を除く。）の

うち厚生労働省令で定める者に関しても、第四十九条第一項第二号から第九号まで及び第

十一号に掲げる業務であつて厚生労働省令で定めるものに相当する業務を行うことができ

る。 

２ 厚生労働大臣は、前項に規定する業務の全部又は一部を機構に行わせるものとする。 

３ 前項の場合においては、当該業務は、第四十九条第一項第二号から第九号まで及び第十

一号に掲げる業務に含まれるものとみなして、第五十一条及び第五十三条の規定を適用す

る。 

    第五節 障害者の在宅就業に関する特例 

 （在宅就業障害者特例調整金） 

第七十四条の二 厚生労働大臣は、在宅就業障害者の就業機会の確保を支援するため、事業

主で次項の規定に該当するものに対して、同項の在宅就業障害者特例調整金を支給する業
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務を行うことができる。 

２ 厚生労働大臣は、厚生労働省令で定めるところにより、各年度ごとに、在宅就業障害者

との間で書面により在宅就業契約を締結した事業主（次条第一項に規定する在宅就業支援

団体を除く。以下この節において同じ。）であつて、在宅就業障害者に在宅就業契約に基づ

く業務の対価を支払つたものに対して、調整額に、当該年度に支払つた当該対価の総額（以

下「対象額」という。）を評価額で除して得た数（その数に一未満の端数があるときは、そ

の端数は切り捨てる。）を乗じて得た額に相当する金額を、当該年度分の在宅就業障害者特

例調整金として支給する。ただし、在宅就業単位調整額に当該年度に属する各月ごとの初

日における当該事業主の雇用する身体障害者、知的障害者又は精神障害者である労働者の

数の合計数を乗じて得た額に相当する金額を超えることができない。 

３ この節、第四章、第五章及び附則第四条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当

該各号に定めるところによる。 

 一 在宅就業障害者 身体障害者、知的障害者又は精神障害者であつて、自宅その他厚生

労働省令で定める場所において物品の製造、役務の提供その他これらに類する業務を自

ら行うもの（雇用されている者を除く。） 

 二 在宅就業契約 在宅就業障害者が物品の製造、役務の提供その他これらに類する業務

を行う旨の契約 

 三 在宅就業単位調整額 第五十条第二項に規定する単位調整額以下の額で政令で定める

額 

 四 調整額 在宅就業単位調整額に評価基準月数（在宅就業障害者の就業機会の確保に資

する程度その他の状況を勘案して政令で定める月数をいう。以下同じ。）を乗じて得た額 

 五 評価額 障害者である労働者の平均的な給与の状況その他の状況を勘案して政令で定

める額に評価基準月数を乗じて得た額 

４ 第五十五条第一項の場合において、当該事業主が当該年度において在宅就業障害者に在

宅就業契約に基づく業務の対価を支払つており、かつ、第二項の規定により算定した在宅

就業障害者特例調整金の額が算定額に達しないときは、当該事業主が納付すべき納付金の

額は、同条第一項の規定にかかわらず、その差額に相当する金額とする。この場合におい

ては、当該事業主については、第二項の規定にかかわらず、在宅就業障害者特例調整金は

支給しない。 

５ 第五十五条第一項の場合において、当該事業主が当該年度において在宅就業障害者に在

宅就業契約に基づく業務の対価を支払つており、かつ、第二項の規定により算定した在宅

就業障害者特例調整金の額が算定額以上であるときは、同項の規定にかかわらず、当該事

業主に対して、その差額に相当する金額を、当該年度分の在宅就業障害者特例調整金とし

て支給する。この場合においては、当該事業主については、同条第一項の規定にかかわら

ず、納付金は徴収しない。 

６ 厚生労働大臣は、第一項に規定する業務の全部又は一部を機構に行わせるものとする。 

７ 機構は、第一項に規定する業務に関し必要があると認めるときは、事業主又は在宅就業

障害者に対し、必要な事項についての報告を求めることができる。 
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８ 第六項の場合における第五十三条の規定の適用については、同条第一項中「並びに同項

各号に掲げる業務」とあるのは、「、第七十四条の二第一項の在宅就業障害者特例調整金の

支給に要する費用並びに第四十九条第一項各号に掲げる業務及び第七十四条の二第一項に

規定する業務」とする。 

９ 親事業主、関係親事業主又は特定組合等に係る第二項、第四項及び第五項並びに第五十

六条第一項及び第四項の規定の適用については、在宅就業契約に基づく業務の対価として

在宅就業障害者に対して支払つた額に関し、当該子会社及び当該関係会社が支払つた額は

当該親事業主のみが支払つた額と、当該関係子会社が支払つた額は当該関係親事業主のみ

が支払つた額と、当該特定事業主が支払つた額は当該特定組合等のみが支払つた額とみな

す。 

10 第四十五条の二第四項から第六項までの規定は第二項の身体障害者、知的障害者又は精

神障害者である労働者の数の算定について、第五十条第五項及び第六項の規定は第一項の

在宅就業障害者特例調整金について準用する。この場合において、第四十五条の二第四項

中「又は知的障害者である労働者の」とあるのは「、知的障害者又は第六十九条に規定す

る精神障害者である労働者の」と、「又は知的障害者である短時間労働者」とあるのは「、

知的障害者又は同条に規定する精神障害者である短時間労働者」と読み替えるものとする。 

 （在宅就業支援団体） 

第七十四条の三 各年度ごとに、事業主に在宅就業対価相当額（事業主が厚生労働大臣の登

録を受けた法人（以下「在宅就業支援団体」という。）との間で締結した物品の製造、役務

の提供その他これらに類する業務に係る契約に基づき当該事業主が在宅就業支援団体に対

して支払つた金額のうち、当該契約の履行に当たり在宅就業支援団体が在宅就業障害者と

の間で締結した在宅就業契約に基づく業務の対価として支払つた部分の金額に相当する金

額をいう。以下同じ。）があるときは、その総額を当該年度の対象額に加算する。この場合

において、前条の規定の適用については、同条第二項中「当該対価の総額」とあるのは「当

該対価の総額と次条第一項に規定する在宅就業対価相当額の総額とを合計した額」と、同

条第九項中「に関し、」とあるのは「に関し」と、「とみなす」とあるのは「と、当該子会

社及び当該関係会社に係る次条第一項に規定する在宅就業対価相当額（以下この項におい

て「在宅就業対価相当額」という。）は当該親事業主のみに係る在宅就業対価相当額と、当

該関係子会社に係る在宅就業対価相当額は当該関係親事業主のみに係る在宅就業対価相当

額と、当該特定事業主に係る在宅就業対価相当額は当該特定組合等のみに係る在宅就業対

価相当額とみなす」とする。 

２ 前項の登録は、在宅就業障害者の希望に応じた就業の機会を確保し、及び在宅就業障害

者に対して組織的に提供することその他の在宅就業障害者に対する援助の業務を行う法人

の申請により行う。 

３ 次の各号のいずれかに該当する法人は、第一項の登録を受けることができない。 

 一 この法律の規定その他労働に関する法律の規定であつて政令で定めるもの又は出入国

管理及び難民認定法（昭和二十六年政令第三百十九号）第七十三条の二第一項の規定及

び同項の規定に係る同法第七十六条の二の規定により、罰金の刑に処せられ、その執行
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を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない法人 

 二 第十八項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない法人 

 三 役員のうちに、禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定その他労働に関する法

律の規定であつて政令で定めるもの若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関す

る法律（平成三年法律第七十七号）の規定（同法第五十条（第二号に係る部分に限る。）

及び第五十二条の規定を除く。）により、若しくは刑法（明治四十年法律第四十五号）第

二百四条、第二百六条、第二百八条、第二百八条の二、第二百二十二条若しくは第二百

四十七条の罪、暴力行為等処罰に関する法律（大正十五年法律第六十号）の罪若しくは

出入国管理及び難民認定法第七十三条の二第一項の罪を犯したことにより、罰金の刑に

処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から五年を経過し

ない者のある法人 

４ 厚生労働大臣は、第二項の規定により登録を申請した法人が次に掲げる要件のすべてに

適合しているときは、その登録をしなければならない。この場合において、登録に関して

必要な手続は、厚生労働省令で定める。 

 一 常時十人以上の在宅就業障害者に対して、次に掲げる業務のすべてを継続的に実施し

ていること。 

  イ 在宅就業障害者の希望に応じた就業の機会を確保し、及び在宅就業障害者に対して

組織的に提供すること。 

  ロ 在宅就業障害者に対して、その業務を適切に行うために必要な知識及び技能を習得

するための職業講習又は情報提供を行うこと。 

  ハ 在宅就業障害者に対して、その業務を適切に行うために必要な助言その他の援助を

行うこと。 

  ニ 雇用による就業を希望する在宅就業障害者に対して、必要な助言その他の援助を行

うこと。 

 二 前号イからニまでに掲げる業務（以下「実施業務」という。）の対象である障害者に係

る障害に関する知識及び当該障害に係る障害者の援助を行う業務に従事した経験並びに

在宅就業障害者に対して提供する就業の機会に係る業務の内容に関する知識を有する者

（次号において「従事経験者」という。）が実施業務を実施し、その人数が二人以上であ

ること。 

 三 前号に掲げる者のほか、実施業務を適正に行うための専任の管理者（従事経験者であ

る者に限る。）が置かれていること。 

 四 実施業務を行うために必要な施設及び設備を有すること。 

５ 登録は、在宅就業支援団体登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。 

 一 登録年月日及び登録番号 

 二 在宅就業支援団体の名称及び住所並びにその代表者の氏名 

 三 在宅就業支援団体が在宅就業障害者に係る業務を行う事業所の所在地 

６ 第一項の登録は、三年以内において政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、

その期間の経過によつて、その効力を失う。 
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７ 第二項から第五項までの規定は、前項の登録の更新について準用する。 

８ 在宅就業支援団体は、物品の製造、役務の提供その他これらに類する業務に係る契約に

基づき事業主から対価の支払を受けたときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該

事業主に対し、在宅就業対価相当額を証する書面を交付しなければならない。 

９ 在宅就業支援団体は、前項に定めるもののほか、第四項各号に掲げる要件及び厚生労働

省令で定める基準に適合する方法により在宅就業障害者に係る業務を行わなければならな

い。 

10 在宅就業支援団体は、第五項第二号又は第三号に掲げる事項を変更しようとするときは、

変更しようとする日の二週間前までに、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。 

11 在宅就業支援団体は、在宅就業障害者に係る業務に関する規程（次項において「業務規

程」という。）を定め、当該業務の開始前に、厚生労働大臣に届け出なければならない。こ

れを変更しようとするときも、同様とする。 

12 業務規程には、在宅就業障害者に係る業務の実施方法その他の厚生労働省令で定める事

項を定めておかなければならない。 

13 在宅就業支援団体は、在宅就業障害者に係る業務の全部又は一部を休止し、又は廃止し

ようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を厚生労働

大臣に届け出なければならない。 

14 在宅就業支援団体は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対

照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書（その作成に代えて電磁的記録（電

子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られ

る記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。）の作

成がされている場合における当該電磁的記録を含む。以下「財務諸表等」という。）を作成

し、五年間事業所に備えて置かなければならない。 

15 在宅就業障害者その他の利害関係人は、在宅就業支援団体の業務時間内は、いつでも、

次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号の請求をするには、在宅

就業支援団体の定めた費用を支払わなければならない。 

 一 財務諸表等が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求 

 二 前号の書面の謄本又は抄本の請求 

 三 財務諸表等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録され

た事項を厚生労働省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求 

 四 前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて厚生労働省令で定めるもの

により提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求 

16 厚生労働大臣は、在宅就業支援団体が第四項各号のいずれかに適合しなくなつたと認め

るときは、当該在宅就業支援団体に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとる

べきことを命ずることができる。 

17 厚生労働大臣は、在宅就業支援団体が第九項の規定に違反していると認めるときは、当

該在宅就業支援団体に対し、在宅就業障害者に係る業務を行うべきこと又は当該業務の実

施の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができ
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る。 

18 厚生労働大臣は、在宅就業支援団体が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録

を取り消し、又は期間を定めて在宅就業障害者に係る業務の全部若しくは一部の停止を命

ずることができる。 

 一 第三項第一号又は第三号に該当するに至つたとき。 

 二 第八項、第十項から第十四項まで又は次項の規定に違反したとき。 

 三 正当な理由がないのに第十五項各号の規定による請求を拒んだとき。 

 四 前二項の規定による命令に違反したとき。 

 五 不正の手段により第一項の登録を受けたとき。 

19 在宅就業支援団体は、厚生労働省令で定めるところにより、帳簿を備え、在宅就業障害

者に係る業務に関し厚生労働省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。 

20 機構は、第一項において読み替えて適用する前条第二項の場合における同条第一項の業

務に関し必要があると認めるときは、事業主、在宅就業障害者又は在宅就業支援団体に対

し、必要な事項についての報告を求めることができる。 

21 在宅就業支援団体は、毎年一回、厚生労働省令で定めるところにより、在宅就業障害者

に係る業務に関し厚生労働省令で定める事項を厚生労働大臣に報告しなければならない。 

22 厚生労働大臣は、次に掲げる場合には、その旨を官報に公示しなければならない。 

 一 第一項の登録をしたとき。 

 二 第十項の規定による届出があつたとき。 

 三 第十三項の規定による届出があつたとき。 

 四 第十八項の規定により第一項の登録を取り消し、又は在宅就業障害者に係る業務の停

止を命じたとき。 

   第三章の二 紛争の解決 

    第一節 紛争の解決の援助 

 （苦情の自主的解決） 

第七十四条の四 事業主は、第三十五条及び第三十六条の三に定める事項に関し、障害者で

ある労働者から苦情の申出を受けたときは、苦情処理機関（事業主を代表する者及び当該

事業所の労働者を代表する者を構成員とする当該事業所の労働者の苦情を処理するための

機関をいう。）に対し当該苦情の処理を委ねる等その自主的な解決を図るように努めなけれ

ばならない。 

 （紛争の解決の促進に関する特例） 

第七十四条の五 第三十四条、第三十五条、第三十六条の二及び第三十六条の三に定める事

項についての障害者である労働者と事業主との間の紛争については、個別労働関係紛争の

解決の促進に関する法律（平成十三年法律第百十二号）第四条、第五条及び第十二条から

第十九条までの規定は適用せず、次条から第七十四条の八までに定めるところによる。 

 （紛争の解決の援助） 

第七十四条の六 都道府県労働局長は、前条に規定する紛争に関し、当該紛争の当事者の双

方又は一方からその解決につき援助を求められた場合には、当該紛争の当事者に対し、必
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要な助言、指導又は勧告をすることができる。 

２ 事業主は、障害者である労働者が前項の援助を求めたことを理由として、当該労働者に

対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。 

    第二節 調停 

 （調停の委任） 

第七十四条の七 都道府県労働局長は、第七十四条の五に規定する紛争（労働者の募集及び

採用についての紛争を除く。）について、当該紛争の当事者の双方又は一方から調停の申請

があつた場合において当該紛争の解決のために必要があると認めるときは、個別労働関係

紛争の解決の促進に関する法律第六条第一項の紛争調整委員会に調停を行わせるものとす

る。 

２ 前条第二項の規定は、障害者である労働者が前項の申請をした場合について準用する。 

 （調停） 

第七十四条の八 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律（昭

和四十七年法律第百十三号）第十九条、第二十条第一項及び第二十一条から第二十六条ま

での規定は、前条第一項の調停の手続について準用する。この場合において、同法第十九

条第一項中「前条第一項」とあるのは「障害者の雇用の促進等に関する法律第七十四条の

七第一項」と、同法第二十条第一項中「関係当事者」とあるのは「関係当事者又は障害者

の医療に関する専門的知識を有する者その他の参考人」と、同法第二十五条第一項中「第

十八条第一項」とあるのは「障害者の雇用の促進等に関する法律第七十四条の七第一項」

と読み替えるものとする。 

   第四章 雑則 

 （障害者の雇用の促進等に関する研究等） 

第七十五条 国は、障害者の能力に適合する職業、その就業上必要な作業設備及び作業補助

具その他障害者の雇用の促進及びその職業の安定に関し必要な事項について、調査、研究

及び資料の整備に努めるものとする。 

 （障害者の雇用に関する広報啓発） 

第七十六条 国及び地方公共団体は、障害者の雇用を妨げている諸要因の解消を図るため、

障害者の雇用について事業主その他国民一般の理解を高めるために必要な広報その他の啓

発活動を行うものとする。 

第七十七条 削除 

 （障害者雇用推進者） 

第七十八条 事業主は、その雇用する労働者の数が常時第四十三条第七項の厚生労働省令で

定める数以上であるときは、厚生労働省令で定めるところにより、次に掲げる業務を担当

する者を選任するように努めなければならない。 

 一 障害者の雇用の促進及びその雇用の継続を図るために必要な施設又は設備の設置又は

整備その他の諸条件の整備を図るための業務 

 二 第四十三条第七項の規定による報告及び第八十一条第一項の規定による届出を行う業

務 
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 三 第四十六条第一項の規定による命令を受けたとき、又は同条第五項若しくは第六項の

規定による勧告を受けたときは、当該命令若しくは勧告に係る国との連絡に関する業務

又は同条第一項の計画の作成及び当該計画の円滑な実施を図るための業務 

２ 第四十三条第八項の規定は、前項の雇用する労働者の数の算定について準用する。 

 （障害者職業生活相談員） 

第七十九条 事業主は、厚生労働省令で定める数以上の障害者（身体障害者、知的障害者及

び精神障害者（厚生労働省令で定める者に限る。以下この項において同じ。）に限る。以下

この項及び第八十一条において同じ。）である労働者を雇用する事業所においては、その雇

用する労働者であつて、厚生労働大臣が行う講習（以下この条において「資格認定講習」

という。）を修了したものその他厚生労働省令で定める資格を有するもののうちから、厚生

労働省令で定めるところにより、障害者職業生活相談員を選任し、その者に当該事業所に

雇用されている障害者である労働者の職業生活に関する相談及び指導を行わせなければな

らない。 

２ 厚生労働大臣は、資格認定講習に関する業務の全部又は一部を、第四十九条第一項第九

号に掲げる業務として機構に行わせることができる。 

 （障害者である短時間労働者の待遇に関する措置） 

第八十条 事業主は、その雇用する障害者である短時間労働者が、当該事業主の雇用する労

働者の所定労働時間労働すること等の希望を有する旨の申出をしたときは、当該短時間労

働者に対し、その有する能力に応じた適切な待遇を行うように努めなければならない。 

 （解雇の届出） 

第八十一条 事業主は、障害者である労働者を解雇する場合（労働者の責めに帰すべき理由

により解雇する場合その他厚生労働省令で定める場合を除く。）には、厚生労働省令で定め

るところにより、その旨を公共職業安定所長に届け出なければならない。 

２ 前項の届出があつたときは、公共職業安定所は、同項の届出に係る障害者である労働者

について、速やかに求人の開拓、職業紹介等の措置を講ずるように努めるものとする。 

 （報告等） 

第八十二条 厚生労働大臣又は公共職業安定所長は、この法律を施行するため必要な限度に

おいて、厚生労働省令で定めるところにより、事業主等、在宅就業障害者又は在宅就業支

援団体に対し、障害者の雇用の状況その他の事項についての報告を命じ、又はその職員に、

事業主等若しくは在宅就業支援団体の事業所若しくは在宅就業障害者が業務を行う場所に

立ち入り、関係者に対して質問させ、若しくは帳簿書類その他の物件の検査をさせること

ができる。 

２ 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提

示しなければならない。 

３ 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈しては

ならない。 

 （連絡及び協力） 

第八十三条 公共職業安定所、機構、障害者就業・生活支援センター、公共職業能力開発施
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設等、社会福祉法に定める福祉に関する事務所、精神保健及び精神障害者福祉に関する法

律第六条第一項に規定する精神保健福祉センターその他の障害者に対する援護の機関等の

関係機関及び関係団体は、障害者の雇用の促進及びその職業の安定を図るため、相互に、

密接に連絡し、及び協力しなければならない。 

 （権限の委任） 

第八十四条 この法律に定める厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、

その一部を都道府県労働局長に委任することができる。 

２ 前項の規定により都道府県労働局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところ

により、公共職業安定所長に委任することができる。 

 （厚生労働省令への委任） 

第八十五条 この法律に規定するもののほか、この法律の実施のため必要な手続その他の事

項は、厚生労働省令で定める。 

 （船員に関する特例） 

第八十五条の二 第七十四条の八の規定は、船員職業安定法（昭和二十三年法律第百三十号）

第六条第一項に規定する船員及び同項に規定する船員になろうとする者（次項において「船

員等」という。）に関しては、適用しない。 

２ 船員等に関しては、第三十六条第一項、第三十六条の五第一項、第三十六条の六及び第

八十四条第一項中「厚生労働大臣」とあるのは「国土交通大臣」と、第三十六条第二項及

び第三十六条の五第二項中「同条第三項中」とあるのは「同条第三項及び第四項中「厚生

労働大臣」とあるのは「国土交通大臣」と、同条第三項中「労働政策審議会」とあるのは

「交通政策審議会」と、」と、第七十四条の五中「から第七十四条の八まで」とあるのは「、

第七十四条の七及び第八十五条の二第三項」と、第七十四条の六第一項、第七十四条の七

第一項及び第八十四条第一項中「都道府県労働局長」とあるのは「地方運輸局長（運輸監

理部長を含む。）」と、第七十四条の七第一項中「第六条第一項の紛争調整委員会」とある

のは「第二十一条第三項のあつせん員候補者名簿に記載されている者のうちから指名する

調停員」と、第八十二条第一項中「厚生労働大臣又は公共職業安定所長」とあるのは「国

土交通大臣」と、「事業主等、在宅就業障害者又は在宅就業支援団体」とあるのは「事業主」

と、「事業主等若しくは在宅就業支援団体の事業所若しくは在宅就業障害者が業務を行う場

所」とあるのは「事業主の事業所」と、同項、第八十四条第一項及び前条中「厚生労働省

令」とあるのは「国土交通省令」とする。 

３ 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律第二十条第一項、

第二十一条から第二十六条まで並びに第三十一条第三項及び第四項の規定は、前項の規定

により読み替えて適用する第七十四条の七第一項の規定により指名を受けて調停員が行う

調停について準用する。この場合において、同法第二十条第一項、第二十一条から第二十

三条まで及び第二十六条中「委員会は」とあるのは「調停員は」と、同項中「関係当事者」

とあるのは「関係当事者又は障害者の医療に関する専門的知識を有する者その他の参考人」

と、同法第二十一条中「当該委員会が置かれる都道府県労働局」とあるのは「当該調停員

を指名した地方運輸局長（運輸監理部長を含む。）が置かれる地方運輸局（運輸監理部を含
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む。）」と、同法第二十五条第一項中「第十八条第一項」とあるのは「障害者の雇用の促進

等に関する法律第七十四条の七第一項」と、同法第二十六条中「当該委員会に係属してい

る」とあるのは「当該調停員が取り扱つている」と、同法第三十一条第三項中「前項」と

あるのは「障害者の雇用の促進等に関する法律第七十四条の七第一項」と読み替えるもの

とする。 

 （適用除外） 

第八十五条の三 第三十四条から第三十六条まで、第三十六条の六及び前章の規定は、国家

公務員及び地方公務員に、第三十六条の二から第三十六条の五までの規定は、一般職の国

家公務員（行政執行法人の労働関係に関する法律（昭和二十三年法律第二百五十七号）第

二条第二号の職員を除く。）、裁判所職員臨時措置法（昭和二十六年法律第二百九十九号）

の適用を受ける裁判所職員、国会職員法（昭和二十二年法律第八十五号）の適用を受ける

国会職員及び自衛隊法（昭和二十九年法律第百六十五号）第二条第五項に規定する隊員に

関しては、適用しない。 

   第五章 罰則 （略） 

   附 則 （略） 
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○障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律（平成 23年法律第 79号） 

目次 

 第一章 総則（第一条―第六条） 

 第二章 養護者による障害者虐待の防止、養護者に対する支援等（第七条―第十四条） 

 第三章 障害者福祉施設従事者等による障害者虐待の防止等（第十五条―第二十条） 

 第四章 使用者による障害者虐待の防止等（第二十一条―第二十八条） 

 第五章 就学する障害者等に対する虐待の防止等（第二十九条―第三十一条） 

 第六章 市町村障害者虐待防止センター及び都道府県障害者権利擁護センター（第三十二

条―第三十九条） 

 第七章 雑則（第四十条―第四十四条） 

 第八章 罰則（第四十五条・第四十六条） 

 附則 

   第一章 総則 

 （目的） 

第一条 この法律は、障害者に対する虐待が障害者の尊厳を害するものであり、障害者の自

立及び社会参加にとって障害者に対する虐待を防止することが極めて重要であること等に

鑑み、障害者に対する虐待の禁止、障害者虐待の予防及び早期発見その他の障害者虐待の

防止等に関する国等の責務、障害者虐待を受けた障害者に対する保護及び自立の支援のた

めの措置、養護者の負担の軽減を図ること等の養護者に対する養護者による障害者虐待の

防止に資する支援（以下「養護者に対する支援」という。）のための措置等を定めることに

より、障害者虐待の防止、養護者に対する支援等に関する施策を促進し、もって障害者の

権利利益の擁護に資することを目的とする。 

 （定義） 

第二条 この法律において「障害者」とは、障害者基本法（昭和四十五年法律第八十四号）

第二条第一号に規定する障害者をいう。 

２ この法律において「障害者虐待」とは、養護者による障害者虐待、障害者福祉施設従事

者等による障害者虐待及び使用者による障害者虐待をいう。 

３ この法律において「養護者」とは、障害者を現に養護する者であって障害者福祉施設従

事者等及び使用者以外のものをいう。 

４ この法律において「障害者福祉施設従事者等」とは、障害者の日常生活及び社会生活を

総合的に支援するための法律（平成十七年法律第百二十三号）第五条第十一項に規定する

障害者支援施設（以下「障害者支援施設」という。）若しくは独立行政法人国立重度知的障

害者総合施設のぞみの園法（平成十四年法律第百六十七号）第十一条第一号の規定により

独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が設置する施設（以下「のぞみの園」

という。）（以下「障害者福祉施設」という。）又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的

に支援するための法律第五条第一項に規定する障害福祉サービス事業、同条第十六項に規

定する一般相談支援事業若しくは特定相談支援事業、同条第二十四項に規定する移動支援

事業、同条第二十五項に規定する地域活動支援センターを経営する事業若しくは同条第二

参考資料６－２ 
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十六項に規定する福祉ホームを経営する事業その他厚生労働省令で定める事業（以下「障

害福祉サービス事業等」という。）に係る業務に従事する者をいう。 

５ この法律において「使用者」とは、障害者を雇用する事業主（当該障害者が派遣労働者

（労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律（昭和六十年

法律第八十八号）第二条第二号に規定する派遣労働者をいう。以下同じ。）である場合にお

いて当該派遣労働者に係る労働者派遣（同条第一号に規定する労働者派遣をいう。）の役務

の提供を受ける事業主その他これに類するものとして政令で定める事業主を含み、国及び

地方公共団体を除く。以下同じ。）又は事業の経営担当者その他その事業の労働者に関する

事項について事業主のために行為をする者をいう。 

６ この法律において「養護者による障害者虐待」とは、次のいずれかに該当する行為をい

う。 

 一 養護者がその養護する障害者について行う次に掲げる行為 

  イ 障害者の身体に外傷が生じ、若しくは生じるおそれのある暴行を加え、又は正当な

理由なく障害者の身体を拘束すること。 

  ロ 障害者にわいせつな行為をすること又は障害者をしてわいせつな行為をさせること。 

  ハ 障害者に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応その他の障害者に著しい心理的

外傷を与える言動を行うこと。 

  ニ 障害者を衰弱させるような著しい減食又は長時間の放置、養護者以外の同居人によ

るイからハまでに掲げる行為と同様の行為の放置等養護を著しく怠ること。 

 二 養護者又は障害者の親族が当該障害者の財産を不当に処分することその他当該障害者

から不当に財産上の利益を得ること。 

７ この法律において「障害者福祉施設従事者等による障害者虐待」とは、障害者福祉施設

従事者等が、当該障害者福祉施設に入所し、その他当該障害者福祉施設を利用する障害者

又は当該障害福祉サービス事業等に係るサービスの提供を受ける障害者について行う次の

いずれかに該当する行為をいう。 

 一 障害者の身体に外傷が生じ、若しくは生じるおそれのある暴行を加え、又は正当な理

由なく障害者の身体を拘束すること。 

 二 障害者にわいせつな行為をすること又は障害者をしてわいせつな行為をさせること。 

 三 障害者に対する著しい暴言、著しく拒絶的な対応又は不当な差別的言動その他の障害

者に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。 

 四 障害者を衰弱させるような著しい減食又は長時間の放置、当該障害者福祉施設に入所

し、その他当該障害者福祉施設を利用する他の障害者又は当該障害福祉サービス事業等

に係るサービスの提供を受ける他の障害者による前三号に掲げる行為と同様の行為の放

置その他の障害者を養護すべき職務上の義務を著しく怠ること。 

 五 障害者の財産を不当に処分することその他障害者から不当に財産上の利益を得ること。 

８ この法律において「使用者による障害者虐待」とは、使用者が当該事業所に使用される

障害者について行う次のいずれかに該当する行為をいう。 

 一 障害者の身体に外傷が生じ、若しくは生じるおそれのある暴行を加え、又は正当な理



85 
 

由なく障害者の身体を拘束すること。 

 二 障害者にわいせつな行為をすること又は障害者をしてわいせつな行為をさせること。 

 三 障害者に対する著しい暴言、著しく拒絶的な対応又は不当な差別的言動その他の障害

者に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。 

 四 障害者を衰弱させるような著しい減食又は長時間の放置、当該事業所に使用される他

の労働者による前三号に掲げる行為と同様の行為の放置その他これらに準ずる行為を行

うこと。 

 五 障害者の財産を不当に処分することその他障害者から不当に財産上の利益を得ること。 

 （障害者に対する虐待の禁止） 

第三条 何人も、障害者に対し、虐待をしてはならない。 

 （国及び地方公共団体の責務等） 

第四条 国及び地方公共団体は、障害者虐待の予防及び早期発見その他の障害者虐待の防止、

障害者虐待を受けた障害者の迅速かつ適切な保護及び自立の支援並びに適切な養護者に対

する支援を行うため、関係省庁相互間その他関係機関及び民間団体の間の連携の強化、民

間団体の支援その他必要な体制の整備に努めなければならない。 

２ 国及び地方公共団体は、障害者虐待の防止、障害者虐待を受けた障害者の保護及び自立

の支援並びに養護者に対する支援が専門的知識に基づき適切に行われるよう、これらの職

務に携わる専門的知識及び技術を有する人材その他必要な人材の確保及び資質の向上を図

るため、関係機関の職員の研修等必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 

３ 国及び地方公共団体は、障害者虐待の防止、障害者虐待を受けた障害者の保護及び自立

の支援並びに養護者に対する支援に資するため、障害者虐待に係る通報義務、人権侵犯事

件に係る救済制度等について必要な広報その他の啓発活動を行うものとする。 

 （国民の責務） 

第五条 国民は、障害者虐待の防止、養護者に対する支援等の重要性に関する理解を深める

とともに、国又は地方公共団体が講ずる障害者虐待の防止、養護者に対する支援等のため

の施策に協力するよう努めなければならない。 

 （障害者虐待の早期発見等） 

第六条 国及び地方公共団体の障害者の福祉に関する事務を所掌する部局その他の関係機関

は、障害者虐待を発見しやすい立場にあることに鑑み、相互に緊密な連携を図りつつ、障

害者虐待の早期発見に努めなければならない。 

２ 障害者福祉施設、学校、医療機関、保健所その他障害者の福祉に業務上関係のある団体

並びに障害者福祉施設従事者等、学校の教職員、医師、歯科医師、保健師、弁護士その他

障害者の福祉に職務上関係のある者及び使用者は、障害者虐待を発見しやすい立場にある

ことを自覚し、障害者虐待の早期発見に努めなければならない。 

３ 前項に規定する者は、国及び地方公共団体が講ずる障害者虐待の防止のための啓発活動

並びに障害者虐待を受けた障害者の保護及び自立の支援のための施策に協力するよう努め

なければならない。 

   第二章 養護者による障害者虐待の防止、養護者に対する支援等 
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 （養護者による障害者虐待に係る通報等） 

第七条 養護者による障害者虐待（十八歳未満の障害者について行われるものを除く。以下

この章において同じ。）を受けたと思われる障害者を発見した者は、速やかに、これを市町

村に通報しなければならない。 

２ 刑法（明治四十年法律第四十五号）の秘密漏示罪の規定その他の守秘義務に関する法律

の規定は、前項の規定による通報をすることを妨げるものと解釈してはならない。 

第八条 市町村が前条第一項の規定による通報又は次条第一項に規定する届出を受けた場合

においては、当該通報又は届出を受けた市町村の職員は、その職務上知り得た事項であっ

て当該通報又は届出をした者を特定させるものを漏らしてはならない。 

 （通報等を受けた場合の措置） 

第九条 市町村は、第七条第一項の規定による通報又は障害者からの養護者による障害者虐

待を受けた旨の届出を受けたときは、速やかに、当該障害者の安全の確認その他当該通報

又は届出に係る事実の確認のための措置を講ずるとともに、第三十五条の規定により当該

市町村と連携協力する者（以下「市町村障害者虐待対応協力者」という。）とその対応につ

いて協議を行うものとする。 

２ 市町村は、第七条第一項の規定による通報又は前項に規定する届出があった場合には、

当該通報又は届出に係る障害者に対する養護者による障害者虐待の防止及び当該障害者の

保護が図られるよう、養護者による障害者虐待により生命又は身体に重大な危険が生じて

いるおそれがあると認められる障害者を一時的に保護するため迅速に当該市町村の設置す

る障害者支援施設又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五

条第六項の厚生労働省令で定める施設（以下「障害者支援施設等」という。）に入所させる

等、適切に、身体障害者福祉法（昭和二十四年法律第二百八十三号）第十八条第一項若し

くは第二項又は知的障害者福祉法（昭和三十五年法律第三十七号）第十五条の四若しくは

第十六条第一項第二号の規定による措置を講ずるものとする。この場合において、当該障

害者が身体障害者福祉法第四条に規定する身体障害者（以下「身体障害者」という。）及び

知的障害者福祉法にいう知的障害者（以下「知的障害者」という。）以外の障害者であると

きは、当該障害者を身体障害者又は知的障害者とみなして、身体障害者福祉法第十八条第

一項若しくは第二項又は知的障害者福祉法第十五条の四若しくは第十六条第一項第二号の

規定を適用する。 

３ 市町村長は、第七条第一項の規定による通報又は第一項に規定する届出があった場合に

は、当該通報又は届出に係る障害者に対する養護者による障害者虐待の防止並びに当該障

害者の保護及び自立の支援が図られるよう、適切に、精神保健及び精神障害者福祉に関す

る法律（昭和二十五年法律第百二十三号）第五十一条の十一の二又は知的障害者福祉法第

二十八条の規定により審判の請求をするものとする。 

 （居室の確保） 

第十条 市町村は、養護者による障害者虐待を受けた障害者について前条第二項の措置を採

るために必要な居室を確保するための措置を講ずるものとする。 

 （立入調査） 
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第十一条 市町村長は、養護者による障害者虐待により障害者の生命又は身体に重大な危険

が生じているおそれがあると認めるときは、障害者の福祉に関する事務に従事する職員を

して、当該障害者の住所又は居所に立ち入り、必要な調査又は質問をさせることができる。 

２ 前項の規定による立入り及び調査又は質問を行う場合においては、当該職員は、その身

分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。 

３ 第一項の規定による立入り及び調査又は質問を行う権限は、犯罪捜査のために認められ

たものと解釈してはならない。 

 （警察署長に対する援助要請等） 

第十二条 市町村長は、前条第一項の規定による立入り及び調査又は質問をさせようとする

場合において、これらの職務の執行に際し必要があると認めるときは、当該障害者の住所

又は居所の所在地を管轄する警察署長に対し援助を求めることができる。 

２ 市町村長は、障害者の生命又は身体の安全の確保に万全を期する観点から、必要に応じ

適切に、前項の規定により警察署長に対し援助を求めなければならない。 

３ 警察署長は、第一項の規定による援助の求めを受けた場合において、障害者の生命又は

身体の安全を確保するため必要と認めるときは、速やかに、所属の警察官に、同項の職務

の執行を援助するために必要な警察官職務執行法（昭和二十三年法律第百三十六号）その

他の法令の定めるところによる措置を講じさせるよう努めなければならない。 

 （面会の制限） 

第十三条 養護者による障害者虐待を受けた障害者について第九条第二項の措置が採られた

場合においては、市町村長又は当該措置に係る障害者支援施設等若しくはのぞみの園の長

若しくは当該措置に係る身体障害者福祉法第十八条第二項に規定する指定医療機関の管理

者は、養護者による障害者虐待の防止及び当該障害者の保護の観点から、当該養護者によ

る障害者虐待を行った養護者について当該障害者との面会を制限することができる。 

 （養護者の支援） 

第十四条 市町村は、第三十二条第二項第二号に規定するもののほか、養護者の負担の軽減

のため、養護者に対する相談、指導及び助言その他必要な措置を講ずるものとする。 

２ 市町村は、前項の措置として、養護者の心身の状態に照らしその養護の負担の軽減を図

るため緊急の必要があると認める場合に障害者が短期間養護を受けるために必要となる居

室を確保するための措置を講ずるものとする。 

   第三章 障害者福祉施設従事者等による障害者虐待の防止等 

 （障害者福祉施設従事者等による障害者虐待の防止等のための措置） 

第十五条 障害者福祉施設の設置者又は障害福祉サービス事業等を行う者は、障害者福祉施

設従事者等の研修の実施、当該障害者福祉施設に入所し、その他当該障害者福祉施設を利

用し、又は当該障害福祉サービス事業等に係るサービスの提供を受ける障害者及びその家

族からの苦情の処理の体制の整備その他の障害者福祉施設従事者等による障害者虐待の防

止等のための措置を講ずるものとする。 

 （障害者福祉施設従事者等による障害者虐待に係る通報等） 

第十六条 障害者福祉施設従事者等による障害者虐待を受けたと思われる障害者を発見した
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者は、速やかに、これを市町村に通報しなければならない。 

２ 障害者福祉施設従事者等による障害者虐待を受けた障害者は、その旨を市町村に届け出

ることができる。 

３ 刑法の秘密漏示罪の規定その他の守秘義務に関する法律の規定は、第一項の規定による

通報（虚偽であるもの及び過失によるものを除く。次項において同じ。）をすることを妨げ

るものと解釈してはならない。 

４ 障害者福祉施設従事者等は、第一項の規定による通報をしたことを理由として、解雇そ

の他不利益な取扱いを受けない。 

第十七条 市町村は、前条第一項の規定による通報又は同条第二項の規定による届出を受け

たときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該通報又は届出に係る障害者福祉施設

従事者等による障害者虐待に関する事項を、当該障害者福祉施設従事者等による障害者虐

待に係る障害者福祉施設又は当該障害者福祉施設従事者等による障害者虐待に係る障害福

祉サービス事業等の事業所の所在地の都道府県に報告しなければならない。 

第十八条 市町村が第十六条第一項の規定による通報又は同条第二項の規定による届出を受

けた場合においては、当該通報又は届出を受けた市町村の職員は、その職務上知り得た事

項であって当該通報又は届出をした者を特定させるものを漏らしてはならない。都道府県

が前条の規定による報告を受けた場合における当該報告を受けた都道府県の職員について

も、同様とする。 

 （通報等を受けた場合の措置） 

第十九条 市町村が第十六条第一項の規定による通報若しくは同条第二項の規定による届出

を受け、又は都道府県が第十七条の規定による報告を受けたときは、市町村長又は都道府

県知事は、障害者福祉施設の業務又は障害福祉サービス事業等の適正な運営を確保するこ

とにより、当該通報又は届出に係る障害者に対する障害者福祉施設従事者等による障害者

虐待の防止並びに当該障害者の保護及び自立の支援を図るため、社会福祉法（昭和二十六

年法律第四十五号）、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律その他

関係法律の規定による権限を適切に行使するものとする。 

 （公表） 

第二十条 都道府県知事は、毎年度、障害者福祉施設従事者等による障害者虐待の状況、障

害者福祉施設従事者等による障害者虐待があった場合に採った措置その他厚生労働省令で

定める事項を公表するものとする。 

   第四章 使用者による障害者虐待の防止等 

 （使用者による障害者虐待の防止等のための措置） 

第二十一条 障害者を雇用する事業主は、労働者の研修の実施、当該事業所に使用される障

害者及びその家族からの苦情の処理の体制の整備その他の使用者による障害者虐待の防止

等のための措置を講ずるものとする。 

 （使用者による障害者虐待に係る通報等） 

第二十二条 使用者による障害者虐待を受けたと思われる障害者を発見した者は、速やかに、

これを市町村又は都道府県に通報しなければならない。 
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２ 使用者による障害者虐待を受けた障害者は、その旨を市町村又は都道府県に届け出るこ

とができる。 

３ 刑法の秘密漏示罪の規定その他の守秘義務に関する法律の規定は、第一項の規定による

通報（虚偽であるもの及び過失によるものを除く。次項において同じ。）をすることを妨げ

るものと解釈してはならない。 

４ 労働者は、第一項の規定による通報又は第二項の規定による届出（虚偽であるもの及び

過失によるものを除く。）をしたことを理由として、解雇その他不利益な取扱いを受けない。 

第二十三条 市町村は、前条第一項の規定による通報又は同条第二項の規定による届出を受

けたときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該通報又は届出に係る使用者による

障害者虐待に関する事項を、当該使用者による障害者虐待に係る事業所の所在地の都道府

県に通知しなければならない。 

第二十四条 都道府県は、第二十二条第一項の規定による通報、同条第二項の規定による届

出又は前条の規定による通知を受けたときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該

通報、届出又は通知に係る使用者による障害者虐待に関する事項を、当該使用者による障

害者虐待に係る事業所の所在地を管轄する都道府県労働局に報告しなければならない。 

第二十五条 市町村又は都道府県が第二十二条第一項の規定による通報又は同条第二項の規

定による届出を受けた場合においては、当該通報又は届出を受けた市町村又は都道府県の

職員は、その職務上知り得た事項であって当該通報又は届出をした者を特定させるものを

漏らしてはならない。都道府県が第二十三条の規定による通知を受けた場合における当該

通知を受けた都道府県の職員及び都道府県労働局が前条の規定による報告を受けた場合に

おける当該報告を受けた都道府県労働局の職員についても、同様とする。 

 （報告を受けた場合の措置） 

第二十六条 都道府県労働局が第二十四条の規定による報告を受けたときは、都道府県労働

局長又は労働基準監督署長若しくは公共職業安定所長は、事業所における障害者の適正な

労働条件及び雇用管理を確保することにより、当該報告に係る障害者に対する使用者によ

る障害者虐待の防止並びに当該障害者の保護及び自立の支援を図るため、当該報告に係る

都道府県との連携を図りつつ、労働基準法（昭和二十二年法律第四十九号）、障害者の雇用

の促進等に関する法律（昭和三十五年法律第百二十三号）、個別労働関係紛争の解決の促進

に関する法律（平成十三年法律第百十二号）その他関係法律の規定による権限を適切に行

使するものとする。 

 （船員に関する特例） 

第二十七条 （略） 

 （公表） 

第二十八条 厚生労働大臣は、毎年度、使用者による障害者虐待の状況、使用者による障害

者虐待があった場合に採った措置その他厚生労働省令で定める事項を公表するものとする。 

   第五章 就学する障害者等に対する虐待の防止等 

 （就学する障害者に対する虐待の防止等） 

第二十九条 学校（学校教育法（昭和二十二年法律第二十六号）第一条に規定する学校、同
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法第百二十四条に規定する専修学校又は同法第百三十四条第一項に規定する各種学校をい

う。以下同じ。）の長は、教職員、児童、生徒、学生その他の関係者に対する障害及び障害

者に関する理解を深めるための研修の実施及び普及啓発、就学する障害者に対する虐待に

関する相談に係る体制の整備、就学する障害者に対する虐待に対処するための措置その他

の当該学校に就学する障害者に対する虐待を防止するため必要な措置を講ずるものとする。 

 （保育所等に通う障害者に対する虐待の防止等） 

第三十条 保育所等（児童福祉法（昭和二十二年法律第百六十四号）第三十九条第一項に規

定する保育所若しくは同法第五十九条第一項に規定する施設のうち同法第三十九条第一項

に規定する業務を目的とするもの（少数の乳児又は幼児を対象とするものその他の厚生労

働省令で定めるものを除く。）又は就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の

推進に関する法律（平成十八年法律第七十七号）第二条第六項に規定する認定こども園を

いう。以下同じ。）の長は、保育所等の職員その他の関係者に対する障害及び障害者に関す

る理解を深めるための研修の実施及び普及啓発、保育所等に通う障害者に対する虐待に関

する相談に係る体制の整備、保育所等に通う障害者に対する虐待に対処するための措置そ

の他の当該保育所等に通う障害者に対する虐待を防止するため必要な措置を講ずるものと

する。 

 （医療機関を利用する障害者に対する虐待の防止等） 

第三十一条 医療機関（医療法（昭和二十三年法律第二百五号）第一条の五第一項に規定す

る病院又は同条第二項に規定する診療所をいう。以下同じ。）の管理者は、医療機関の職員

その他の関係者に対する障害及び障害者に関する理解を深めるための研修の実施及び普及

啓発、医療機関を利用する障害者に対する虐待に関する相談に係る体制の整備、医療機関

を利用する障害者に対する虐待に対処するための措置その他の当該医療機関を利用する障

害者に対する虐待を防止するため必要な措置を講ずるものとする。 

   第六章 市町村障害者虐待防止センター及び都道府県障害者権利擁護センター 

 （市町村障害者虐待防止センター） 

第三十二条 市町村は、障害者の福祉に関する事務を所掌する部局又は当該市町村が設置す

る施設において、当該部局又は施設が市町村障害者虐待防止センターとしての機能を果た

すようにするものとする。 

２ 市町村障害者虐待防止センターは、次に掲げる業務を行うものとする。 

 一 第七条第一項、第十六条第一項若しくは第二十二条第一項の規定による通報又は第九

条第一項に規定する届出若しくは第十六条第二項若しくは第二十二条第二項の規定によ

る届出を受理すること。 

 二 養護者による障害者虐待の防止及び養護者による障害者虐待を受けた障害者の保護の

ため、障害者及び養護者に対して、相談、指導及び助言を行うこと。 

 三 障害者虐待の防止及び養護者に対する支援に関する広報その他の啓発活動を行うこと。 

 （市町村障害者虐待防止センターの業務の委託） 

第三十三条 市町村は、市町村障害者虐待対応協力者のうち適当と認められるものに、前条

第二項各号に掲げる業務の全部又は一部を委託することができる。 
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２ 前項の規定による委託を受けた者若しくはその役員若しくは職員又はこれらの者であっ

た者は、正当な理由なしに、その委託を受けた業務に関して知り得た秘密を漏らしてはな

らない。 

３ 第一項の規定により第七条第一項、第十六条第一項若しくは第二十二条第一項の規定に

よる通報又は第九条第一項に規定する届出若しくは第十六条第二項若しくは第二十二条第

二項の規定による届出の受理に関する業務の委託を受けた者が第七条第一項、第十六条第

一項若しくは第二十二条第一項の規定による通報又は第九条第一項に規定する届出若しく

は第十六条第二項若しくは第二十二条第二項の規定による届出を受けた場合には、当該通

報若しくは届出を受けた者又はその役員若しくは職員は、その職務上知り得た事項であっ

て当該通報又は届出をした者を特定させるものを漏らしてはならない。 

 （市町村等における専門的に従事する職員の確保） 

第三十四条 市町村及び前条第一項の規定による委託を受けた者は、障害者虐待の防止、障

害者虐待を受けた障害者の保護及び自立の支援並びに養護者に対する支援を適切に実施す

るために、障害者の福祉又は権利の擁護に関し専門的知識又は経験を有し、かつ、これら

の事務に専門的に従事する職員を確保するよう努めなければならない。 

 （市町村における連携協力体制の整備） 

第三十五条 市町村は、養護者による障害者虐待の防止、養護者による障害者虐待を受けた

障害者の保護及び自立の支援並びに養護者に対する支援を適切に実施するため、社会福祉

法に定める福祉に関する事務所（以下「福祉事務所」という。）その他関係機関、民間団体

等との連携協力体制を整備しなければならない。この場合において、養護者による障害者

虐待にいつでも迅速に対応することができるよう、特に配慮しなければならない。 

 （都道府県障害者権利擁護センター） 

第三十六条 都道府県は、障害者の福祉に関する事務を所掌する部局又は当該都道府県が設

置する施設において、当該部局又は施設が都道府県障害者権利擁護センターとしての機能

を果たすようにするものとする。 

２ 都道府県障害者権利擁護センターは、次に掲げる業務を行うものとする。 

 一 第二十二条第一項の規定による通報又は同条第二項の規定による届出を受理すること。 

 二 この法律の規定により市町村が行う措置の実施に関し、市町村相互間の連絡調整、市

町村に対する情報の提供、助言その他必要な援助を行うこと。 

 三 障害者虐待を受けた障害者に関する各般の問題及び養護者に対する支援に関し、相談

に応ずること又は相談を行う機関を紹介すること。 

 四 障害者虐待を受けた障害者の支援及び養護者に対する支援のため、情報の提供、助言、

関係機関との連絡調整その他の援助を行うこと。 

 五 障害者虐待の防止及び養護者に対する支援に関する情報を収集し、分析し、及び提供

すること。 

 六 障害者虐待の防止及び養護者に対する支援に関する広報その他の啓発活動を行うこと。 

 七 その他障害者に対する虐待の防止等のために必要な支援を行うこと。 

 （都道府県障害者権利擁護センターの業務の委託） 
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第三十七条 都道府県は、第三十九条の規定により当該都道府県と連携協力する者（以下「都

道府県障害者虐待対応協力者」という。）のうち適当と認められるものに、前条第二項第一

号又は第三号から第七号までに掲げる業務の全部又は一部を委託することができる。 

２ 前項の規定による委託を受けた者若しくはその役員若しくは職員又はこれらの者であっ

た者は、正当な理由なしに、その委託を受けた業務に関して知り得た秘密を漏らしてはな

らない。 

３ 第一項の規定により第二十二条第一項の規定による通報又は同条第二項に規定する届出

の受理に関する業務の委託を受けた者が同条第一項の規定による通報又は同条第二項に規

定する届出を受けた場合には、当該通報若しくは届出を受けた者又はその役員若しくは職

員は、その職務上知り得た事項であって当該通報又は届出をした者を特定させるものを漏

らしてはならない。 

 （都道府県等における専門的に従事する職員の確保） 

第三十八条 都道府県及び前条第一項の規定による委託を受けた者は、障害者虐待の防止、

障害者虐待を受けた障害者の保護及び自立の支援並びに養護者に対する支援を適切に実施

するために、障害者の福祉又は権利の擁護に関し専門的知識又は経験を有し、かつ、これ

らの事務に専門的に従事する職員を確保するよう努めなければならない。 

 （都道府県における連携協力体制の整備） 

第三十九条 都道府県は、障害者虐待の防止、障害者虐待を受けた障害者の保護及び自立の

支援並びに養護者に対する支援を適切に実施するため、福祉事務所その他関係機関、民間

団体等との連携協力体制を整備しなければならない。 

   第七章 雑則 

 （周知） 

第四十条 市町村又は都道府県は、市町村障害者虐待防止センター又は都道府県障害者権利

擁護センターとしての機能を果たす部局又は施設及び市町村障害者虐待対応協力者又は都

道府県障害者虐待対応協力者の名称を明示すること等により、当該部局又は施設及び市町

村障害者虐待対応協力者又は都道府県障害者虐待対応協力者を周知させなければならない。 

 （障害者虐待を受けた障害者の自立の支援） 

第四十一条 国及び地方公共団体は、障害者虐待を受けた障害者が地域において自立した生

活を円滑に営むことができるよう、居住の場所の確保、就業の支援その他の必要な施策を

講ずるものとする。 

 （調査研究） 

第四十二条 国及び地方公共団体は、障害者虐待を受けた障害者がその心身に著しく重大な

被害を受けた事例の分析を行うとともに、障害者虐待の予防及び早期発見のための方策、

障害者虐待があった場合の適切な対応方法、養護者に対する支援の在り方その他障害者虐

待の防止、障害者虐待を受けた障害者の保護及び自立の支援並びに養護者に対する支援の

ために必要な事項についての調査及び研究を行うものとする。 

 （財産上の不当取引による被害の防止等） 

第四十三条 市町村は、養護者、障害者の親族、障害者福祉施設従事者等及び使用者以外の
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者が不当に財産上の利益を得る目的で障害者と行う取引（以下「財産上の不当取引」とい

う。）による障害者の被害について、相談に応じ、若しくは消費生活に関する業務を担当す

る部局その他の関係機関を紹介し、又は市町村障害者虐待対応協力者に、財産上の不当取

引による障害者の被害に係る相談若しくは関係機関の紹介の実施を委託するものとする。 

２ 市町村長は、財産上の不当取引の被害を受け、又は受けるおそれのある障害者について、

適切に、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第五十一条の十一の二又は知的障害者

福祉法第二十八条の規定により審判の請求をするものとする。 

 （成年後見制度の利用促進） 

第四十四条 国及び地方公共団体は、障害者虐待の防止並びに障害者虐待を受けた障害者の

保護及び自立の支援並びに財産上の不当取引による障害者の被害の防止及び救済を図るた

め、成年後見制度の周知のための措置、成年後見制度の利用に係る経済的負担の軽減のた

めの措置等を講ずることにより、成年後見制度が広く利用されるようにしなければならな

い。 

   第八章 罰則 

第四十五条 第三十三条第二項又は第三十七条第二項の規定に違反した者は、一年以下の懲

役又は百万円以下の罰金に処する。 

第四十六条 正当な理由がなく、第十一条第一項の規定による立入調査を拒み、妨げ、若し

くは忌避し、又は同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、

若しくは障害者に答弁をさせず、若しくは虚偽の答弁をさせた者は、三十万円以下の罰金

に処する。 

   附 則 

 （施行期日） 

第一条 この法律は、平成二十四年十月一日から施行する。 

 （検討） 

第二条 政府は、学校、保育所等、医療機関、官公署等における障害者に対する虐待の防止

等の体制の在り方並びに障害者の安全の確認又は安全の確保を実効的に行うための方策、

障害者を訪問して相談等を行う体制の充実強化その他の障害者虐待の防止、障害者虐待を

受けた障害者の保護及び自立の支援、養護者に対する支援等のための制度について、この

法律の施行後三年を目途として、児童虐待、高齢者虐待、配偶者からの暴力等の防止等に

関する法制度全般の見直しの状況を踏まえ、この法律の施行状況等を勘案して検討を加え、

その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 

第三条・第四条 （略） 

 

 

 




